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報告第 19号

専決事項の報告について

次のとおり地方自治法（昭和 22年法律第67号）第 18 0条第 1項の規定により専決処分をし

たので、同条第 2項の規定により議会に報告する。

令和8年 (20 2 6年） 2月 17日提出

枚方市長伏見 隆

記

1. 専決事項 和解及び損害賠償の額を定めることについて (5件）
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専決第 15号

和解及び損害賠償の額を定めることについて

地方自治法（昭和 22年法律第67号）第 18 0条第 1項の規定により和解及び損害賠償の額の決

定について、次のとおり専決処分をする。

令和8年 (20 2 6年） 1月28日専決

1. 和解及び賠償の相手方

2.事件の内容

3.賠償の額

4.和解の内容

枚方市長伏見 隆

記

枚方市在住者

令和 7年 9月4日午前 11時20分ごろ、市立枚方小学校グラウ

ンド内のフェンス周辺を学校校務員が草刈り機で除草作業を行っ

ていた際、小石が弾け飛び、同校周辺道路を走行中の枚方市在住者

が所有する普通乗用車に当たり、同車天井および側面が損傷した事

故である。

金 1, 368, 562円

(1) 本市は相手方に対し、本件事故に関する損害賠償金として金 1,368,562円を支払う。

(2) 本件事故に関しては、 (1)に記載するもの以外に、本市、相手方間には一切の債権債務関係が

ないことを確認する。
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専決第 15号参考資料

現場見取図
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専決第 16号

和解及び損害賠償の額を定めることについて

地方自治法（昭和 22年法律第67号）第18 0条第 1項の規定により和解及び損害賠償の額の決

定について、次のとおり専決処分をする。

令和8年 (20 2 6年） 2月 1日専決

1. 和解及び賠償の相手方

2.事件の内容

3.賠償の額

4.和解の内容

枚方市長伏見 降

記

枚方市在住者

令和 7年 9月29日午前9時50分ごろ、本市環境部職員が公用

車（小型乗用車・大阪50 3の81 5 6)を運転し、市道京阪片鉾

第 14号線を東から西へ走行中、片鉾東町19番5号付近の交差点

を左折した際、北から南に直進してきた枚方市在住者が運転する軽

乗用車の左泊方部と接触し、同車が損傷した事故である。

金 108, 834円

(1) 本市は本件事故に対する相手方への賠償金として、金10 8, 8 3 4円を支払う。

(2) 今後本件に関しては裁判上又は裁判外において一切異議、訥求の申し立てをしないことを碧

約ナる。
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専決第16号参考資料
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専決第 17号

和解及び損害賠償の額を定めることについて

地方自治法（昭和 22年法律第67号）第 18 0条第 1項の規定により和解及び損害賠償の額の決

定について、次のとおり専決処分をする。

令和8年 (20 2 6年） 2月1日専決

1. 和解及び賠償の相手方

2.事件の内容

3.賠償の額

4.和解の内容

枚方市長伏見 隆

記

枚方市在住者

令和 7年 9月29日午前9時50分ごろ、本市環境部職員が公用

車（小型乗用車・大阪50 3の81 5 6)を運転し、市道京阪片鉾

第 14号線を東から西へ走行中、片鉾東町19番 5号付近の交差点

を左折した際、北から南に直進してきた軽乗用車と接触した反動で、

駐車していた枚方市在住者が所有する軽乗用車の右前方部と接触

し、伺車が損傷した事故である。

金 724, 662円

(1) 本市は本件事故に対する相手方への賠償金として、金 724, 662円を支払う。

(2) 今後本件に関しては裁判J::又は裁判外において一切異議、請求の申し立てをしないことを誓

約する。
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専決第17号参考資料

現場見取図
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専決第 18号

和解及び損害賠償の額を定めることについて

地方自治法（昭和 22年法律第67号）第 18 0条第 1項の規定により和解及び損害賠償の額の決

定について、次のとおり専決処分をする。

令和8年 (20 2 6年） 2月 2日専決

枚方市長伏見 隆

已舌＂

1. 和解及び賠償の相手方

2.事件の内容

頁士各)
 
り依音nハ．

 

3
 

枚方市在什者

令和 7年 11月 21日午後 6時20分ごろ、本市了ども末来部職

員が公用車（軽乗用車・大阪58 1と71 8 9)を逓転し、桜丘町

の保育施設駐車場において、出庫しようと左にハンドルを切り

後退した際、枚方市在住者が所有する小型乗用車の右前方部に

接触し、同車が損傷した事故である。

金 89, 2 2 1円

4.和解の内容

(1) 本市は相手方に自己責任額金89, 2 2 1円を支払う。

(2) 今後本件に関しては双方共裁判上又は裁判外において一切異議、諮求の申し克てをしないこ

とを誓約ずる。
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専決第 18号参考資料
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専決第 19号

和解及び損害賠償の額を定めることについて

地方自治法（昭和 22年法律第67号）第 18 0条第 1項の規定により和解及び損害賠償の額の決

定について、次のとおり専決処分をする。

令和8年 (20 2 6年）

1. 和解及び賠償の相手方

2月5日専決

枚方市長 伏 見 降

記

枚方市在住者

2 事 件 0) 内 容 令和 7年 11月20日午前9時50分ごろ、本市環境部職員が楠

葉野田 2丁目の枚方市在住者宅において、臨時ごみの積み込み作

業のため、 カーポー-卜付近に排出されていた棚を運び出そうと

職員 2名で持ら上げたところ、棚がカーポ、ートの雨樋に接触し、

同雨樋が損傷した事故であるヘ
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専決第 19号参考資料
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議案第 94号

令和 7年度大阪府枚方市一般会計補正予算（第 11号）

令和 7年度大阪府枚方市一般会計補正予算（第 11号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 2,61:i, 672千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ 180,804, 257「円と定める。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第 1表 歳入歳出予算補正」による J

（地方債の補正）

第 2条 地方債の変更は、 「第 2表 地方債補正」による。

（繰越明許費の補正）

第 3条 繰越明許費の変更は、 「第 3表 繰越明許費補正」による C

令和 8年 (20 2 6年） 2月 17日提出

枚方市長伏見 隆
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第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1. 市 税 59,321,012 1,880,062 61,201,074 

(1)市民税 27,068,027 1, 542, 411 28,610,438 

(2) 固定資産税 23,045,856 346,893 23,392,749 

(3)軽自動車税 663,178 37,794 700,972 

(4)市たばこ税 2,074,890 ▲53,424 2,021,466 

' (5)都市計画税 4, 983, 163 I ▲2,102 4,981,061 

(6)事業所税 1,485,898 8,490 1,494,388 

3. 利子割交付金 62,516 113, 860 176,376 

(1)利子割交付金 62, s16 I 113,860 176,376 

4. 配当割交付金 533,850 4,906 538,756 

(1)配当割交付金 533,850 4,906 538,756 

6. 法人事業税交付金 931,089 96,489 1,027,578 

(1)法人事業税交付金 931,089 96,489 l, 027, 578 

7. 地方消費税交付金 9,129,053 590, 218 9,719,271 

(1)地方消費税交付金 9,129,053 590,218 9,719,271 

8. ゴルフ場利用税交付金 78,607 ▲235 78,372 

(1) ゴルフ場利用税交付金 78,607 ▲235 78,372 

9. 自動車税環境性能割交 186,808 8,073 194,881 
付金

（1) 自動車税環境性能割交 186,808 8,073 194,881 
付金

10. 地方特例交付金 397,207 ▲22,830 374,377 

(1)地方特例交付金 381,932 ▲20,570 361,362 

(2) 新填染型症特コロナ金方ウイルス感補 15,275 ▲2,260 13,015 

別対策交付地 税減収

11. 地方交付税 18,478,691 1,963,983 20,442,674 

(1)地方交付税 18,478,691 1,963,983 20,442,674 

14. 使用料及び手数料 2,383,422 ▲17,670 2,365,752 

(1)使用料 1,763, Oll ▲16,935 1,746,076 

(2)手数料 620, 411 ▲735 619,676 

15. 国庫支出金 47,822,712 ▲1,345,859 46,476,853 

(1) 国庫負担金 35,680,882 ▲557,937 35,122,945 

(2) 国庫補助金 12,036,559 ▲786,704 11,249,855 

(3) 国庫委託金 105,271 ▲1,218 104,053 

16. 府支出金 15,743,943 ▲687,831 15, 056, 112 

(1)府負担金 10,543,373 80,980 10,624,353 

(2)府補助金 2,480,196 ▲112,999 2,367,197 
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（単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

(3)府委託金 I 2,720,374 ▲655,812 2,064,562 

17. 財産収入 162,220 15,066 177, 286 

(1)財産運用収入 80,926 15,066 95,992 

18. 寄附金 512,845 ▲124,570 388,275 

(1)寄附金 512,845 ▲124,570 388,275 

19. 繰入金 8,548,703 ▲2,524,992 6,023, 711 

(1)基金繰入金 8,396,082 ▲2,523,283 5,872,799 

(2)財産区繰入金 29,001 ▲1,709 27,292 

20. 諸収入 2,572,731 ▲488,998 2,083,733 

(3)貸付金元利収入 401,200 ▲358,930 42,270 

(4)収益事業収入 448,012 77,651 525,663 

(5)雑 入 1, 708, 119 ▲207,719 1,500,400 

21. 市 債 7,693,100 3,156,000 10,849,100 

(1)市 債 7,693,100 3,156,000 10, 849, 100 

歳 入 合 計 178,188,585 2,615,672 180,804,257 
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歳 出 （単位：千円）

款
： 

項 補正前の額 I補 正 額 計

2. 総務費 I 
13,891,536 ▲201,460 13,690,076 

I (1)総務管理費 9, 373, 786 72,930 9,446,716 

(2)徴税費 1, 910, 154 I ▲14,122 1,896,032 

(3)戸籍住民基本台帳費 1,771,208 ▲240,858 1,530,350 

(4)選挙費 | 
417,319 | ▲19,432 397,887 

! (5)統計調査費 316,986 22 317,008 
I 

3. 民生費 95,856,797 ▲1, 056, 184 i 94,800,613 

I I (1)社会福祉費 41,267,001 ▲429,477 40,837,524 

(2)児童福祉費 39,298,621 ▲591,727 38,706,894 

I (3)生活保護費 15, 290, 375 I ▲34,980 15,255,395 

4. 衛生費 15,732,414 ▲147,242 15, 585, 172 

! (1)保健衛生費 8,119,540 ▲85,152 8,034,388 

(2)清掃費 7,612,8741 ▲62,090 I 7,550,784 

0r• , 農林水産業費
l 

201,897 ▲3,890 198,007 

＇（ 1)農業費 201,897 ▲3,890 198,007 

6. 商工費 ！ 51s, 550 I I ▲43,386 475,164 
I 

(1)商工費 51s, 550 I ， ▲43,386 475,164 

7. 土木費 14,726,039 ▲564,047 14, 161, 992 

(1)土木管理費 403,932 ▲11,998 391,934 

(2)道路橋梁費 3,069,121 354,929 3,424,050 

I (4)都市計画費 11, 203, 107 ▲902,401 10,300,706 

(5)住宅費 14,805 ▲4,577 10,228 

8. 消防費 4,840,595 1 8,226 4,848,821 

(1)消防費 4,840,595 ! . 8,226 4,848,821 

9. 教育費 18,036,660 4,033,244 22,069,904 

(1)教育総務費 5,080,212 ▲31, 186 5,049,026 

(2)小学校費 5, 410, 010 2,660,671 8, 070, 681 

(3) 中学校費 I 1,543,773 1,454,769 2,998,542 

(4)幼稚園費 809,023 55,529 864,552 

(5)社会教育費 1,619,546 ▲27,203 l, 592,343 

(6)保健体育費 3,574,096 ▲79,336 3,494,760 

10. 公債費 11,489,409 256,863 11,746,272 

| （1)公債費 11,489,409 256,863 11, 746, 272 

11. 諸支出金
I 

1,822,720 333,548 2, 156, 268 

(1)諸 費 1,822,720 333,548 2,156,268 

歳 出 合 計 178,188,585 2,615,672 180,804,257 
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第 2表地方債補正

補 正 月、IJ， 

償 還 の 方
起 債 の 目 的 起債の

限度額
方法
利率 償還 据僅

区分
期限 期間

償還の方法

庁舎施設改修事業 15,200 

支所施設等改修事業 25,400 

生涯学習市民センター設備等改修事業 72,500 

電動車購入事業 10, 100 

市有施設照明設備改良事業 171,200 

総合福祉会館設備更新事業 404, 100 

楽寿荘施設等整備事業 84,600 

社会福祉施設等施設整備事業 88,700 普通貸
政府資 半年賦及び年賦

借又は 8% 
金又は

3 0年 1 0年
元利均等、半年

証券発 以内
銀行そ

以内 以内
賦及び年賦元金

の他資 均等又は満期一
公的介護施設等整備事業 43,700 行 金 括償還

公立保育所改修等事業 19,700 

（仮称）子ども未来館開設準備事業 12,600 

留守家庭児童会室施設改善事業 6,200 

保健所移転準備事業 106,200 

やすらぎの杜設備改修事業 3,800 

中宮浄水場更新事業（一般会計出資債） 180,000 

水道管路耐震化事業（一般会計出資債） 103,900 
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（単位：千円）

補 正 後

法 償 還 の 方 法

限度額
起債の

利率
方法 償還 据置

その他 区分
期限 期間

償還の方法 その他

4,900 

14,300 

56,000 

10,400 

156,500 

352,600 

63,000 

市財政の都合に
政府資 半年賦及び年賦

市財政の都合に
より償還期限を 63,000 普通貸

金又は 元利均等、半年
より償還期限を

短縮し、若しく 借又は 8% 
銀行そ

3 0年 l 0年
賦及び年賦元金

短縮し、若しく
は繰上償還又は 証券発 以内

の他資
以内 以内

均等又ば満期一
は繰上償還又は

低利に借換えす 20,000 行 金 括償還
低利に借換えす

ることができる ることができる

8,600 

8,700 

60,000 

2,400 

419,300 

164,000 
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補 正 月、，IJ 

償 還 の 方
起 債 の 目 的 起債の

限度額
カオ去
利率 償還 据置

区分
期限 期間

償還の方法

希釈放流センター施設改修事業 79,800 

公園施設長寿命化改築等事業 44, 900 

牧野長尾線整備事業 48,000 

枚方市駅周辺地区市街地再閲発事業 403,600 

光善寺駅周辺市街地再開発補助事業 427,500 

村野駅西地区上地区画整理事業 402,000 

京阪本線連続立体交差事業 804,100 

主要道路リフレッシュ整備事業 7,400 普通貸
政府資 半年賦及び年賦

借又は 8%  
金又は

3 0年 1 0年
元利均等、半年

証券発 以内
銀行そ

以内 以内
賦及び年賦元金

橋梁修繕・補強事業
- ノ1丁ー の他資 均等又は満期一

金 括償還

北部別館改修事業 400 

中部別館改修事業 1,400 

消防ポンプ自動車購入事業 19, 100 

学校空調設備整備事業 132,800 

施設改善維持補修事業 324,200 

学校エレベーター整備事業 17,500 

禁野小学校整備事業 1,475,200 
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（単位：千円）

補 正 後

法 償 還 の 方 法

限度額
起債の

利率
その他 方法 区分

償還 据置
償還の方法 その他

剃限 期間

72,300 

67,200 

18,400 

387,400 

344,700 

210,600 

341,900 

市財政の都合に
政府資 半年賦及び年賦

市財政の都合に
より償還期限を 487,700 普通貸 より償還期限を
短縮し、若しく 借又は 8%  

金又は
3 0年 1 0年

元利均等、半年
短縮し、若しく

は繰上償還又は 証券発 以内
銀行そ

以内 以内
賦及び年賦元金

は繰上償還又は
の他資 均等又は満期一

低利に借換えす 6,500 行 金 括償還
低利に借換えす

ることができる ることができる

18,000 

1,844, 000 

1,602,500 

223,700 

1,620,000 
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補 正 月‘I’J 

償 還 の 方
起 債 の 目 的 起債の

限度額
方法
利率 償還 据置

区分
期限 期間

償還の方法

図書館 ICタグシステム整備事業

図書館施設改修事業 32,800 

サプリ村野スポーツセンター整備事業 32, 100 

普通貸
政府資 半年賦及び年賦
金又は 元利均等、半年

渚市民体育館施設等改修事業 38, 200 
借又は 8% 

銀行そ
3 0年 1 0年

賦及び年賦元金
証券発 以内

の他資
以内 以内

均等又は灌期一
行

金 括償還

給食調理場整備事業 98,400 

老朽ため池改修事業

用排水施設等整備事業

合 計 7,451,200 --------（注） 借入れについては、翌年度に繰り越して借入れすることができる。

利率については、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直
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（単位：千円）

補 正 後

法 償 還 の 方 法

限度額
起債の

利率
その他 方法 区分

償還 据置
償還の方法 その他

期限 期間

83,500 

20,600 

15,700 
市財政の都合に

政府資 半年賦及び年賦
市財政の都合に

より償還期限を 普通貸 より償還期限を
短縮し、若しく 借又は 8% 

金又は
3 0年 1 0年

元利均等、半年
短縮し、若しく

は繰上償還又は
18,600 
証券発 以内

銀行そ
以内 以内

賦及び年賦元金
は繰上償還又は

の他資 均等又は満期一
低利に借換えす 行

金 括償還
低和に借換えす

ることができる ることができる
58,300 

15,300 

2,700 

＼ 10,607,200 

しを行った後においては、当該見直し後の利率。

-21 -



第 3表繰越明許費補正

（単位：千円）

金 額
款 項 事 業 名

補正前 補正後

2.総務費 (1)総務管理費 財産管理経費 15,970 

かわまちづくり計画推進事業 11,580 

(3) 戸籍住民基本
台帳費

戸籍システム経費 7,150 

コンビニ交付運営経費 12,392 

3.民生費 (2)児童福祉費 物価高対応子育て応援手当支給事業 714,9認

4.衛生費 (1)保健衛生費 水道事業会計への出資金 479,446 

(2)清 掃 費 希釈放流センター老朽化対策事業 88,000 

農林水
3-．産業費 (1)農 業 費 老朽ため池改修経費 12,584 

地域経済循環創造事業 8,960 

7.士木費 (2)道路橋梁費 主要道路リフレッシュ整備事業 750,700 

橋梁修繕・補強事業 11,000 

道路施設調査点検事業 46,000 

交通安全対策経費 8,000 

(4)都市計画費 空き家・空き地対策推進事業 36,000 

長尾駅周辺地区まちづくり推進事業 66,500 

都市計画マスタープラン及び立地適正化計
9,797 

画推進事業費

公園施設長寿命化に基づく改築等事業 49,600 
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（単位：千円）

金 額
款 項 事 業 名

補正前 補正後

連続立体交差事業関連まちづくり事業 173,769 

下水道事業会計への負担金 452,700 

村野駅西地区土地区画整理事業 351,000 

枚方市駅周辺再整備ビジョン推進事業 33,615 

8.消防費 (1)消 防 費 防災行政無線経費 4,643 

9.教育費 (2)小学校費 施設改善維持補修経費 1,219,650 

学校エレベーター整備事業 118,804 

学校空調設備整備事業 1,310,266 

禁野小学校整備事業経費 393,386 

(3)中学校費 施設改善維持補修経費 444,350 

学校エレベーター整備事業 144,880 

学校空調設備整備事業 997,314 

(4)幼稚園費 施設改善維持補修経費 64,200 

合 計 - 1,945,639 9,982,818 
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凡例

歳出の概要説明襴のうち、事務経費等の内訳については下記のとおり略している。

報 償 費 ・・・・・ •報 旅 費 ・・・•・旅 交 際 費・・・・・ •交 消耗品費・・・..•消

燃 料 費 ・・・"燃 食 糧 費 ・・・..食 印刷製本費……印 光熱水費 ・・・・・・光

修 繕 料..•• •修 賄材料費・・・・• •賄 飼 料費・・・・・飼 医薬材料費……医

通信運搬費……通 広 告 料.....•広 手数料•…••手 筆耕翻訳料……筆

火災保険料、自動車損害保険料、その他保険料 …•••保

委 託 料 ・・・・..委 使用料及び賃借料 ……使 工事請負費 …•••エ 原材料費…•••原

備品購入費 ・・・…備 負 担 金 ・・・..負 補助金……補 扶 助 費・・...扶

賠償 金 ・・・・・•賠 償 還 金 ・・・・• •償 還付加算金・・・…還加 還 付 金 ・・・・・ •還

投資及び出資金 ••…•投 公課費……公
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歳人歳出補正予算事項別明細書
歳入

I ［ I 区
研只「］

款 項 目 補正前の額 補正額 計

l金ハ刀 額

（款）
I ： 
5g,321,012| 1 1,880,062! ! 61,,01,074I ! I 1.市 税

， 

I I 

（項）

27,068,027 I 

I I ， 

(1)市民税

1.個 人 23,295,678 1,207, 4,503,315 1. 現年課税分 1,251,313 

i 2. 滞納繰越分
I 

▲43,676 

2.法 人 3,772,349 334,774 4, 107, 123 1. 現年課税分 333,474 

I 

2. 滞納繰越分 1,300 

（項）
I 

(2)固定資産税 23,045,856 346, s93 I 23,392,749 

1.固定資産税 22,716,295 346,893 23,063,188 1. 現年課税分 359,927 

2. 滞納繰越分 ▲13,034 

（項）

(3)軽自動車税 663,178 37,794 700,972 

l．軽自動車税 663,178 37,794 700,972 1. 現年課税分 31,741 

I 
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（単位：千円）

細 吟艮n
概 要 説 明

区 ノ刀＼ 金 額

i 

I 

1.均等割 15,945 1. 現年課税分 1,251,313 

(1)均等割 15,945 

2.所得割 1,235,368 (2)所得割 1,235,368 

2. 滞納繰越分 ▲43,676 

1. 滞納繰越分 ▲43,676 

1.均等割 11, 152 1. 現年課税分 333,474 

(1)均等割 11, 152 

2. 法人税割 322,322 (2)法人税割 322,322 

2. 滞納繰越分 1,300 

1. 滞納繰越分 1, 300 

I 

1. 土 地 129,192 L 現年課税分 359,927 

(1) 土 地 129, 192 

2. 家 屋 ▲148,127 (2)家 屋 ▲148,127 

(3)償却資産 378,862 

3. 償却資産 378,862 2. 滞納繰越分 ▲13,034 

1. 滞納繰越分 ▲13,034 

I 

i 

1. 環境性能割
I 

20, 411 1. 現年課税分 31,741 

(1)環境性能割 20,411 

2. 種別割 11, 330 (2)種別割 11,330 

2. 滞納繰越分 6,053 
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艮ヽn 
款 項 目 補正前の額 補正額 計

区 ハ刀 金 額

2. 滞納繰越分 6,053 

（項）

(4)市たばこ税 2,074,890 ▲53,424 2,021,466 

1.市たばこ税 2,074,890 ▲53,424 2,021,466 1. 現年課税分 ▲53,424 

（項）

(5)都市計画税 4,983,163 ▲2,102 4,981,061 

l．都市計画税 4,983,163 ▲2,102 4,981,061 1. 現年課税分 733 

2. 滞納繰越分 ▲2,835 

（項）

(6)事業所税 1,485,898 8,490 1,494,388 

L事業所税 1,485,898 8,490 1,494,388 1. 現年課税分 11, 631 

2. 滞納繰越分 ▲3, 141 

（款）

3．利子割交付金 62,516 113,860 176,376 

（項）

(1)利子割交付金 62,516 113,860 176,376 

l．利子割交付金 62,516 113, 860 176,376 1. 利子割交付金 113,860 

（款）

4.配当割交付金 533,850 4,906 538,756 

（項）

(1)配当割交付金 533,850 4,906 538,756 
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（単位：千円）

細 節
概 要 説 明

区 ノ刀＼ 金 額

1. 滞納繰越分 6,053 

1. 現年課税分 ▲53,424 1. 現年課税分 ▲53,424 

1. 土 地 31,002 1. 現年課税分 733 

(1)土 地 31,002 

2. 家 屋 ▲30,269 (2)家 屋 ▲30,269 

2. 滞納繰越分 ▲2,835 

1. 滞納繰越分 ▲2,835 

1.資産割 ▲2,039 1. 現年課税分 11, 631 

(1)資産割 ▲2,039 

2. 従業者割 13,670 (2)従業者割 13,670 

2. 滞納繰越分 ▲3, 141 

1. 滞納繰越分 ▲3,141 

1. 利子割交付金 113,860 1. 利子割交付金 113, 860 
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款 項 目

l．配当割交付金
一

（款）

6．法人事業税交付金

（項）

(1)法人事業税交付金

1．法人事業税交付金

| 

（款）

7．地方消費税交付金

（項）

(1)地方消費税交付金

1．地方消費税交付金

i

-

0

9

 

5

8

 

8

0

 

額

ふ

L

)

3

3

 

0

5

9

 

前正補

931,089 
＇ | 

931,089 

I 

t

|

I

+

I

|

|

 

6

9

9

9

 

0

8

8

8

 

9

4

4

4

 

頁

'

,

'

，

客

4

6

6

6

9

9

9

 

E
 

-
J
 
甫ネ 計

分

9,129,053 

3

3

 

5

5

 

0

0

 

9

9

 

9

9

 

2
]
2
 

l

l

 

9

9

 

9

9

 

590, 218 

590,218 

［ ！区

538,756/` 己当割交付金

I 
1,027,578」

l, 027, 578 j 
1,027,578 | l．法人事業税交付

金

！ 

9,719,271ロ
I I 

9, 719, 271 i 

節

金 額

I
 I
 
l
 

4,906 

590,218 9, 719, 271 I 1. 地方消費税交付
金

96,489 

590,218 

（款）

8.ゴルフ場利用税交付金

（項）

（l)ゴルフ場利用税交付金
I 

1.ゴルフ場利用税交付金＇

78,607 

78,607 
---| 
78,607 

▲235 

▲235 

▲235 

78,372 
i 
I 

I 

78, 372 i 
I 

I 
78,372 1. ゴルフ場利用税

交付金

＿
 

▲235 

（款）

9.自動車税環境性能割交
付金

（項）

(1)自動車税環境性能割交
付金

I 
1.自動車税環境性能割交 l
付金

186,808 8,073 194,881 

I 

I 
186,808 

186,808 

8,073 194,881 

8,073 191, 881 i 1. 自動車税環境性
能割交付金

8,073 

（款）

10．地方特例交付金

（項）

(1)地方特例交付金

1．地方特例交付金

397,201 J 

381,932 

ー一寸
3s1, 932 I 

▲22,830 

▲20,570 

▲20,570 

374,377 

361,362 

361, 362 I 1. 地方特例交付金 ▲20,570 

I 
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（単位：千円）

細 節
概 要 説 明

区 ノ刀＼ 金 額

1. 配当割交付金 4,906 1. 配当割交付金 4,906 

1. 法人事業税交付金 96,489 1. 法人事業税交付金 96,489 

1. 地方消費税交付金 590,218 1. 地方消費税交付金 590,218 

I 

1. ゴルフ場利用税交 ▲235 1. ゴルフ場利用税交付金 ▲235 
付金

1. 自動車税環境性能 8,073 1. 自動車税環境性能割交付金 8,073 
割交付金

1. 地方特例交付金 ▲20,570 1. 地方特例交付金 ▲20,570 

I 
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節
款 項 目 補正前の額 補正額 計

区 ノ刀＼ 金 額

（項）

(2) 新染填型症特コロナ金方ウイ税ル減ス感補
15,275 ▲2,260 13,015 

別対策交地付 収

1. 染填新型症特別対コ策交ロ地付ナ金方ウ税イ減ル収ス補感
15,275 ▲2,260 13,015 

L 新ルパス方リ感税交コ染減付ロナ症補対ウ策埴イ
▲2,260 

特地別 金収

（款）

11.地方交付税 18,478,691 1,963,983 20,442,674 

（項）

(1)地方交付税 18,478,691 1,963,983 20,442,674 

l．地方交付税 18,478,691 1,963,983 20,442,674 1. 地方交付税 1,963,983 

（款）

14．使用料及び手数料 2,383,422 ▲17,670 2,365,752 

（項）

(1)使用料 1, 763, 011 ▲16,935 1,746,076 

l．総務使用料 201, 122 ▲2,733 198,389 1. 総務使用料 ▲2,733 

3．衛生使用料 272,239 ▲13,871 258,368 1. 衛生使用料 ▲13,871 

6.土木使用料 856,944 899 857,843 1. 士木使用料 899 

8．教育使用料 20,323 ▲l, 230 19,093 1. 教育使用料 ▲1,230 

（項）

(2)手数料 620,411 ▲735 619,676 

3．衛生手数料 438,087 ▲735 437,352 2. し尿処理手数料 ▲735 

（款）

15．国庫支出金 47,822,712 ▲1,345,859 46,476,853 
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（単位：千円）

細 節
概 要 説 明

区 ノ刀＼ 金 額

］． 新件ス型感塁収麟コ袖ロナ対埴贔特イ別地ル方交 I I 
▲2,260 1.新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 ▲2,260 

I 

1. 普通交付税 1,963,983 1. 普通交付税 1,963,983 

1. 生涯学習市民セン ▲787 1. 生涯学習市民センター使用料 ▲787 
ター使用料

(1)諸室使用料 ▲571 

4. 行政財産使用料 ▲1,946 (2)陶芸用電気窯使用料 ▲216 

2. 行政財産使用料 ▲1,946 

1. 火葬場使用料 ▲12,998 1. 火葬場使用料 ▲12,998 

2. 行政財産使用料 ▲873 

2. 行政財産使用料 ▲873 

8. 行政財産使用料 899 1. 行政財産使用料 899 

4. サプリ村野スポー 1 ▲1,230 1. サプリ村野スポーツセンター使用料 ▲1,230 
ッセンター使用料

1. 現年度分

I | 

▲735 1. 現年度分 ▲735 
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I I 
節

款 項‘ 目 補正削の額 補正額 計

i ！ 金！ 区 ノ刀＼ 額

（項）

i 

I 

I 35,122,945 ! (1)国庫負担金 35, 680, 8821 ▲557,937 I 

l．民生費国庫負担金 34,140,340 ▲442,472 33,697,868 2. 保育所運営費等 2,555 
負担金

I 4, 児童扶養手当負 ▲36,032 
担金

5. 障療害者費自立支援 9,760 
医 負担金

I 

6. 障害費者自立支援 63,237 
給付負担金

7. 障害児通所給付 23,053 
費等負担金

8. 児童手当負担金 ▲906,646 

9. 教育・保育施設 426,781 
型給付負担金

10. 地域担型保育給付 13,953 
負金

11. 国民健康負保険基 ▲37,957 
盤安定担金

12. 低険所得者介護担保 18 
料軽減負金

I 

14. 国民健康保険未 ▲1, 194 
就学児均等割保
険料負担金

2．衛生費国庫負担金 225,024 ▲115,465 109,559 1. 衛生費負担金 ▲115,465 

（項）

(2)国庫補助金 12,036,559 ▲786,704 11,249,855 
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（単位：千円）

細 節

区 □金 額
概 要 説 明

1. 児童入所施設等負 2,555 1. 児童入所施設等負担金 2,555 
担金

2. 児童扶養手当負担金 ▲36,032 

3. 障害者自立支援医療費負担金 9,760 
1. 児童扶養手当負担 ▲36,032 
金 4. 障害者自立支援給付費負担金 63,237 

5. 障害児通所給付費等負担金 23,053 

1. 障害費者負自立支援医 9,760 
療 担金

6. 児童手当負担金 ▲906,646 

7. 教育・保育施設型給付負担金 426,781 

(1)私立保育所運営費負担金 250,308 
1. 障害費者自立支援給 63,237 
付負担金 (2)私立認定こども園給付費負担金 176,473 

8. 地域型保育給付負担金 13,953 

1. 障害児通所給付費 23,053 (1)私立小規模保育給付費負担金 13,828 
等負担金

(2)公立小規模保育給付費負担金 125 

9. 国民健康保険基盤安定負担金 ▲37,957 
1. 児童手当負担金 ▲906,646 

10. 低所得者介護保険料軽減負担金 18 

I 
(1) 現年度分 28 

1. 教育・保育施設型 426,781 (2)過年度分 ▲10 
給付負担金

11. 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 ▲1, 194 

1. 地域型保育給付負 13,953 
担金

1. 国民健康保険基盤 ▲37,957 
安定負担金

l 低所得者介護保険 18 
料軽減負担金

1. 国民健康保険未険就 ▲1,194 
学児均等割保料
負担金

I 

7. 新型コロナ予防接費 ▲113, 611 
種健康被害給付

1. 新型コロナ予防接種健康被害給付費負担金 ▲113, 611 

負担金 2. 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 ▲1,854 

8. 新型コロナウイル ▲1,854 
スワクチン接担種対
策費国庫負金

I 
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節
款 項 目 補正前の額 補正額 計

区 八刀 金 額

l．総務費国庫補助金 6,662,942 ▲1,549,860 5, 113, 082 1. 総務費補助金 ▲1,549,860 

2．民生費国庫補助金 3, 2116, 130 ▲256, 156 旦， 989,974 1. 児童椙祉費補助 ▲199,506 
金

2. 生活保護適正化金 6,600 
等事業費補助

4. 老人福祉費補助 ▲55,250 
金

7. 社会福祉費補助 ▲8,000 
金

I 

3．衛生費国庫補助金 382, 118 203,666 585, 784 I L 衛生費補助金 203,666 

， 

! 

1, 305, 153 I I 5.七木費国庫補助金
I 

▲76,840 1, 22s, 313 I I I 1. 都市計画費補助 I ▲76,840 
ノ主 I l ＇ 

， I 
l i 

！ ， ！ ＇ i 

一．｝合—



（単位：千円）

細 ＾ 艮/J
区 ノ刀＼ 金 額

3. デジタル基盤改革 ▲295,070 
支援補助金

4. 戸籍振り仮名金法制 ▲230,000 
化対応補助

5. 社制費補度会保障・税整番号
13,464 

システム備
助金

6. 困難女業な問題を進抱え ▲913 
る 性補支援推等
事費助金

7. 物価援高騰方創対応重点 ▲1,037,341 
支地 生臨時
交付金

6. 子ど付も・子育て支 ▲211,959 
援交金

9. 子ども・子育て支 ▲630 
援進体制整備総合推
事業費補助金

10. 就学前教育・保育 ▲4,506 
施設整備交付金

12. 重層事的支援体制整 15,904 
備業交付金

14. 児童虐合待援防止対補策 808 

等助総金 支 事業

17. こども政策推進事 877 
業費補助金

1. 生活保護補適正化等 6,600 
事業費助金

3. 地域介護・福祉空 ▲55,250 
間整備等施設整備
交付金

1. 重層事的支援付体制整 ▲8,000 
備業交金

17. 出産・子育て応援 ▲11, 334 
交付金

98. 妊婦のための支援 215,000 
給付事業費交付金

1. 社会資本整備総合 ▲76,630 
交付金

概 要 説 明

1. デジタル基盤改革支援補助金 ▲295,070 

2. 戸籍振り仮名法制化対応補助金 ▲230,000 

3. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 13,464 

4. 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 ▲913 

5. 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 ▲l, 037, 341 

l. 児童福祉費補助金 ▲199,506 

(l) fども・子育て支援交付金 ▲211,959 

(2) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 ▲630 

(3)就学前教育・保育施設整備交付金 ▲4,506 

(4)重層的支援体制整備事業交付金 15,904 

(5)児童虐待防止対策等総合支援事業補助金 808 

(6) こども政策推進事業費補助金 877 

2. 生活保護適正化等事業費補助金 6,600 

3. 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 ▲55,250 

4. 重層的支援体制整備事業交付金 ▲8,000 

1. 出産・子育て応援交付金 ▲11,334 

2. 妊婦のための支援給付事業費交付金 215,000 

1. 、社会資本整備総合交付金

（い街なみ環境整備事業

▲76,630 

A3, 000 

,..9ワ
•), 



I 

I 
！ I ， 節

款 項 目 補正前の額 補正額 且^ト I 

金I 区 /刀‘ 額

I 

I 

！ 

I 

I 

| 

I 

I 

6．消防費国庫補助金

I 

5,445 ▲2,945 2,500 1. 消防費補助金 ▲2,945 

I 

7．教育費国庫補助金 430,291 895,431 1,325,722 1. 教育費補助金 895,431 

（項）

(3)国庫委託金 105,271 ▲l, 218 101,053 

4．教育費委託金 20,748 ▲1,218 19,5301I 1. 教育費委託金 ▲1,218 

（款）

15, 056, 112 ！ 16．府支出金 15,743,943 ▲687,831 

（項）

(1)府負担金 10,543,373 80,980 10,624,353 
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（単位：千円）

細 た艮Kn 

区 刀I¥. 金 額

2. 街路交通調査費補 ▲5,010 
助金

3. 集約都市形成支援 4,800 
事業費補助金

1. 社会資本整備総合 ▲2,945 
交付金

I 

5. 文化財保存事業補 ▲3,890 
助金

7. 学校・家力庭・地域業 ▲7,569 
連携補協 推進事
費助金

9. 教育支援体制整備 ▲11,337 
事業費補助金

46. 学校施設環境改善 918,227 
交付金

2. グローバル人材教育 I ▲1,218 

成育のための英事語
託金抜本強化 業委

| 

概 要 説 明

(2)既存民間建築物耐震診断補助金（特定既存耐震不適格建
築物・共同住宅等）

(3)既存民間建築物耐震診断補助金（木造住宅）

(4) 木造住宅等耐震改修補助金

(5) 主要道路リフレッシュ整備事業

(6)橋梁修繕・補強事業

(7)公園施設長寿命化計画に基づく改築等事業

(8) 土砂災害特別警戒区域内既存家屋移転・補強事業

(9) 枚方市駅周辺地区市街地再開発事業補助金

(10)連続立体交差事業関連まちづくり事業

(11)道路施設調査点検事業

(12)村野駅西地区土地区画整理事業補助金

2. 街路交通調査費補助金

(1) 市街地再開発事業調査費補助金

(2) 土地区両整理事業調査費補助金

3. 集約都市形成支援事業費補助金

▲1,500 

▲1, 175 

▲11,200 

270,252 

4,356 

15,500 

▲4,767 

▲35, 117 

i..217, 146 

13,500 

▲106,333 

▲5,010 

▲1,400 

▲3,610 

4,800 

1. 社会資本整備総合交付金 ▲2,945 

(1) 防災•安全交付金 ▲2,945 

1. 文化財保存事業補助金 ▲3,890 

2. 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 ▲7,569 

3. 教育支援体制整備事業費補助金 ▲11, 337 

4. 学校施設環境改善交付金 918,227 

1. グローバル人材育成のための英語教育抜本強化事業委託金 ▲1,218 
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岳艮H 

款 項 目 補正前の額 補正額 計
区 ノ刀＼ 金 額

l．民生費府負担金 10, 322, 182 80,980 10,403,162 1. 国民健康負保険基 24,818 
盤安定担金

2. 児童福祉費負担 ▲106, 335 
金

3. 後期険高齢者医療 ▲27,607 
保基盤安定負
担金

4. 障害者自立支援 4,880 
療費負担金

31, 618 
付費負担金

害笠児通所給付 11,526 
負担金

I 7. 教育・保担育施設 141,026 
即給付負金

8. 地域担型保育給付 1,642 
負金

I 

9. 低所得省介負殺保 ， 
険料軽減>
I In.国民健康保険 ▲597 
就学児均等割
険料負担金

（項）

▲112, 999 I I 2,367,197I 1 1— (2)府補助金 2, 4so, 196 i I 

1．総務費府補助金 ▲805 24,171 23,6 総務費補助金 ▲805 
I 

2．民生費府補助金 2, 195, 979 ▲70,849 ▲4,000 

I I , 2. 老金人福h1校補助 l l 
▲96,354 

1 1I 4．児金章幅祉費補助＇ 1 
29,505 
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細 節

区 ／刀＼ 金 額

1. 安国民健康担保険基盤 24,818 
定負金

i 

1. 児童手当負担金 ▲106,335 

1. 後険期高安齢者医療保 ▲27,607 
基盤定負担金

| 

I. 餡害費者自立支援医 ＇ 4,880 
療負担金

1. 障害費者自立支援給 ii 31, 618 
付負担金

l 
！ 

1. 等障負害児担通金所給付費 11. 526 

1. 教育・保育施設型 141,026 
給付負担金

l. 地域型保育給付負 1,612 
担金

I 

1. 低所減得者介護保険 ， 
料軽負担金

L 国民健康保険未就 l A597 
負学児均等割保険料
担金

I ．． 

2. 総合相談事業交付 I Jl,.805 

-5．金璽屈的支揉体制整-,--iI | --▲4,000 
備事業交付金

3. 大阪府地域戻療介 II ▲96,364 
護業総合確保甚金事
補助金

3. 子ども・子育て支 3,041 
援交付金

概 要

1. 国民健康保険基盤安定負担金

2. 児童手当負担金

3. 後期高齢者医療保険基盤安定負担金

4. 障害者自立支援阪療費負担金

5. 障杏者自立支援給付費負担金

6. 障害児通所給付費等負担金

7. 教育・保育施設型給付負担金

(1) 私立保育所運営費負担金

に）私吃認定ごども園給付費負担金

8. 地域型保育給付負担金

(1) 私立小規模保育給付費負加金

(2) 公立小規模保育給付費負担金

9. 低団得者介護保険料軽減負担金

(1) 現年度分

（旦）過年度分

10. 国民健康保険未就学児均等割保険藍負担金

説

← -
l. 総合相談事業交付金

l．重層的支援体制整備事業交付金

2. 大阪府地域医療介護総合確保見金事業補助仝

3. 児竜福祉費浦助金

(1) 子ども・子育て支援交付金

(2)教育・保育施設型給付補助金

(3) 子どもの貧困緊急対策事業費補助金

(4) 重層的支援体制整備事業交付金

- 41 -
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（単位：千円）

24,818 

▲106, 335 

▲27,607 

4,880 

31,618 

11, 526 

141,026 

68,550 

72,476 

1,642 

1, 580 

62 

， 
19 

lt..10 

▲597 

▲805 

▲4,000 

▲96,354 

29,505 

:1, U41 

1 3, 63 7 

8,800 

4,027 



款 項

i 

目 補正前の額

-

0

5

6

i

ー

ー

工

一

仇

7

1

 

1|'—
.5.1.| 
助甫ネ

金

府

助

費

甫ネ府費生衛3
 

6．土木費府補助金 14, 929 

|,＇

1
、

I

'

4

'

1

1

-

・

4

0

 

3

0

 

8

0

 

額

，

「

飢

▲

▲

 

正甫ネ

▲7,622 

8．教育費府補助金 140,834 ▲21,889 

計 □— 
I 

［ 

金

節
「
l
分 額

74, 1991 1. 衛生費補助金 I ▲2,834 

□ _ -— 
10, U56 i l．農業費補鳳:―丁―— ▲9, 0(）0 

I 

t 7, 307 I 1. 都市計画費補助 I ▲7,622 
i 金

i 

I 

□1．教育費補助金 l ▲21,889 

I 

（項）

(3)府委託金

1．総務費委託金

2, 720, 37 4 

1,120,747 

▲655,812 

46,204 

2,064,562 

l, 166, 951 I 1. 総務費委託金 46,204 

4．土木費委託金 1,598,946 ▲707,016 s91, 930 I 1. 都市計画費委託
金

▲264,000 
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（単位：千円）

細 節

区 ／]J ＼ i金 額

5. 教育・保育施設型 I 13,637 
給付補助金

9. 子どもの貧困緊急 8,800 
対策事業費補助金

4,027 
備業交付金

18．出産・十育て応援 1 ▲2,834 
交付金

6 新規補就應者確俣上 ▲1,500 
業助金

10. 農業経補営構造対策 ▲7,500 
事業助金

1. 都市計画費補助金 ▲7,622 

1. 教給付育・保育施設型 263 
補助金

2. スクールサポート ▲12,893 
スタッフ配謹事業
費補助金

4. 地域クラブ活動体 ▲7,440 
制整備等事業費補
助金

6. 副校長・教支援頭マネ ▲1,819 
ジメント 員配
置事業費補助金

1. 府税徴収交付金 60,407 

6. 参議院議員選挙委 ▲14,203 
託金

2. 連続連立体交差事業 I ▲264,000 
関委託金

概 要 説 明

1. 出産・子育て応援交付金 ▲2,834 

1. 新規就農者確保事業補助金 ▲1,500 

2. 農業経営構造対策事業補助金 A7, 500 

1. 都市計画費補助金 ▲7,622 

(1) 土砂災害特別警戒区域内既存家屋移転・補強事業補助金 ▲2,384 

(2)震災対策推進事業補助金（木造住宅診断） ▲588 

(3)震災対策推進事業補助金（木造住宅改修） ▲4, 150 

(4)震災対策推進事業補助金（共同住宅等診断） ▲500 

1. 教育・保育施設型給付補助金 263 

(1)私立幼稚園給付費補助金 263 

2. スクールサポートスタッフ配置事業費補助金 ▲12,893 

3. 地域クラブ活動体制整備等事業費補助金 ▲7,440 

4. 副校長・教頭マネジメント支援員配置事業費補助金 ▲1,819 

1. 府税徴収交付金 60,407 

2. 参議院議員選挙委託金 ▲14,203 

1. 連続立体交差事業関連委託金 ▲264,000 

2. 士木費委託金 ▲443,016 

(1) 牧野高槻線及び京都守口線整備事業関連委託金 ▲426,946 
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節
款 項 目 補正前の額 補正額 計

区 ノ刀＼ 金 額

2. 土木費委託金 ▲443,016 

5．教育費委託金 5,000 5, 000 I J. 教育費委託金 5,000 

（款）

I 162,220 I 
I 

17．財産収入 15,066 177,286 

（項） i 

I (1)財産運用収入 15,066 95, 992 i 80,926 ！ 

2．利子及び配当金 27,4SO 15,066 42,516 | 2・ 収某令入積立令利子 15,066 

I I 

（款）

388,275I 1 
I 

18．寄附金 512,845 ▲124, 570 I | 

（項）

▲124,570 I 388, 275 I | (1)寄附金
I 

512,845 

l．総務関係寄附金 403, 202 ▲172,088 231, 114 I 1. 指定寄附金 ▲172,088 

2．民生関係寄附金 20,579 44,102 64,681 1. 指定寄附金 44,102 

I 
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（単位：千円）

細 節

区 '刀／＼ 金 額

1. 牧野高槻線線及び京 ▲426,946 
都守口 整備事業
関連委託金

2. 枚業方高槻線整備事 ▲16,070 
関連委託金

24. 地域スホーツクラ 5,000 
ブ活動体制整備事
業委託金

i 

1. 基金積立金科子収 15,066 
入

I I 

1. 指定寄附金 ▲172,088 

1. 指定寄附金

I 

44,102 

概 要 説 明

(2)枚方高槻線整備事業関連委託金 ▲16,070 

1. 地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託金 5,000 

l. 基金積立金利子収入 15,066 

(1) NP  0活動応援基金 3 

(2) 地域経済活性化基金 21 

(3) まち・ひと・しごと創生基金 19 

(4)職員退職手当基金 734 

(5)減債基金 1,968 

(6)財政調整基金 6,279 

(7)安心安全基金 594 

(8)施設保全整備基金 2,341 

(9) 災害復興支援基金 8 

(10)子どもに本を届ける基金 21 

(11)枚方市駅周辺再整備推進基金 2,775 

(12)枚方宿地区賑わい創出基金 102 

(13)環境基金 200 

(14) スポーツ振興基金 1 

1. 指定寄附金 ▲172,088 

I 

1. 指定寄附金

こども施策推進のために

44, 102 
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款 項

3．衛生関係寄附金

I ー

（款）

19．繰人

目 1 補正前の額 1 即

I 砂

I 
I 補正額 1 計 「―-----

—+- I ! ! 
1 区 分 金額

| 28, 179 ▲::i, 687 I 24, 492 I 1. 指定寄附金 I ▲3,687 
I 
I 

□― I 1,  I 

5.上木関係寄附金 I 30,015! ▲11. 334 I 18, 681 I 1. 指定寮附金

I I I I 

6消防関係寄附全 I 10 572 | 13,050 1 23 622 | l 指定奇附金

7教育関係寄附仝 ： 18,470 1 5,387 : 23,8/□□三
I 

I □ ~f-ーロ
I1 8548 703 1 ▲2, 5』4,9921 6 0』37ll I 

| ： i | 

I 8,口▲2,523,283i 5,872, 799 ! I 
I I 
i 8, 396, 082 ! ▲2, 523, 283 ! 5, 872, 799 i 1. 基合繰入金

I 
I 

! I I I I 

I I I I 

I 
! I I 

I 

I I I I 
I I I l 

I I I I 
I I 

I 
I 

I I I 

I I I I 
I 

29,001 ▲1, 109 I 21, 292 I 

7,001 1 ▲l,709 1 5,292 1 1 財産区繰人金

l 

（項）

(1)基金繰人金

1.基金繰入金

（項）

(2)財産区繰入金

1．財産区繰入金

（款）

2,572,731 l i 20．諸収入 ▲488,998 I 2,083,733 

（項） I 
！ 

(3)貸付金元利収人 401,200 ▲358,930 42,270 

l．貸付金元利収入 401, 200 | .&.358, 930 42,270 ！ I I 
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▲11, 334 

9

9

9

,

9

|

1

-

|

1

9

9

 

13,050 

5,387 

．． 

▲2,523,283 

l 

」--

／` 
I 

I 
1. 貸付金元利収入 ▲358,930 



（単位：千円）

細 り尺I ' ― I 

区 分 1＇ l I I 金額I - .  -—- -- --

1. 指定寄附金 ▲3. 687 

1. 指定寄附金

I 

▲11,334 

1. 指定寄附金 13,050 

I 

1. 指定寄附金 5,387 

I 

I 

4. こども夢基金繰入 ▲57,053 
金

7. 減債基金繰入金 ▲500,000 

8. 安心安全基金繰入 ▲34,455 
金

18. まち・ひと・しご 6,670 
と創生基金繰入金

19. ひらかた万博推進 ▲1,649 
基金繰入金

22. 財政調整基金繰入 Al, 936, 796 
金

l. 財産区繰入金 I ▲1,709 

L 

I 

2. 上地開発公社貸付 .6.358, 930 
金返還金

概 要 ＞兄き
" 明

L 指定寄附金 ▲3,687 

1. 指定寄附金 ▲11,334 

1. 指定寄附金

安心安全のために

13,050 

1. 指定寄附金

子どもに本を届けるために

5,387 

1. こども夢基金繰入金

2. 減債基金繰入金

3. 安心安全基金繰入金

4. まち・ひと・しごと創生基金繰入金

5. ひらかた万博推進基金繰入金

6. 財政調整基金繰入金

▲57,053 

▲500,000 

▲34,455 

6,670 

▲1,649 

▲1,936,796 

1. 財産区繰入金 ▲1,709 

1. 上地開発公社貸付金返還金 ▲358,930 
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艮^んn 
款 項 目 補正前の額 補正額 計

区 ノ刀＼ 金 額

（項）

(4)収益事業収入 448,012 77,651 525,663 

l．競艇収入 448,012 77,651 525,66] 1. 競艇収入 77,651 

（項）
l 

(5)雑 人 1,708,119 ▲207,719 1,500,400 

1.雑 人 1, 708, 119 ▲207, 719 入 ▲且07,719 

＇ 

I | 

i ； 

I | 

| 

I 

l | 

I ＇ 

I 
（款）

10,819,1001 | 21.市 債 3, 156, 000 I 

（項）

I 
： 

(1)市 債 3,156,000 10, 8119, 100 

1.総務債 307, 600 ▲52,300 255,300 1.総務債 ▲52,300 

I I 
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（単位：千円）

細 節

区 ／刀＼ 金 額

1. 競艇収入 77,651 

I 

13. 惰守家費庭負児童会室 ▲16,573 
間食 担金

23. 東部清掃l湛場電力 ▲17, 148 
供給収入

29. 太収陽兄発電電力供 2,939 
給入

9鬼北河内こども夜間 21, 233 
救急センター診療
収入

43. 収入印紙販売収入 ▲30,000 

51. 図書館廃棄資料等 260 
売払収入

53. ホイント事業負担 1,955 
金返還金

69. 予防接種険事故賠償 ▲8,069 
補償保金

71. 物件等移転補倍金 ▲162,316 

I 

I 

1.総務債 ~52, 300 

概 要 説 明

1. 競艇収入 77,651 

1. 留守家庭児童会室間食費負担金

2. 東部清掃工場電力供給収入

3. 太陽光発這屯力供給収入

4. 北河内こども夜間救急センター診療収入

5. 収入印紙販売収入

6. 図書館廃棄資料等売払収入

i. ポイント事業負担金返還金

8. 予防接稀事故賂償補償保険金

9. 物件等移転補償金

▲16,573 

▲l 7, 148 

2,939 

21,233 

▲30,000 

260 

1,955 

▲8,069 

▲162,316 

1 ---•一•--—.. 

1.総務債 ▲52,300 

(1) 庁舎施設改修事業 ▲10,300 

(2) 支所施設等改修事業 ▲11, 100 

(3) 生涯学習市民センター設備等改修事業 ▲16,500 

(4)電動車購入事業 300 

(5) 市有施設照明設備改良事業 .t.14, 700 
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款 攻 H ! ’ 翫 Li田の領 i I| 補 "-額 11 ＇ 訂• i I l 区 fiii 1 

I I i ! i 
4.土木債 3,30り， 100I "244,900 I 3,064,200 I ' 都叫1両事業債 "729,90G 

I.  

| 

5.消防侑 27,700 ▲l, 100 26,600, I 1. /肖肋債 ▲l, 100 

i 

6．教育債 2, 151, 200 3,335,700 5,486,900 1. 教育債 3,335,700 
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細 メ只n

区 金額

I 

L 衛生債 244,300 

1. 都市計画事業債

I I 

▲729,900 

1.土木債 485,000 

1.消防債 ▲1,100 

1.教育債 3,335,700 

概要

1.民生債

(1) 総合福祉会館設備更新事業

(2) 楽寿荘施設等整備事業

(3)社会福祉施設等施設整備事業

(4) 公的介護施設等整備事業

(5) 公立保育所改修等事業

(6) （仮称）子ども未来館開設準備事業

(7)留守家庭児童会室施設改善事業

1．衛生債

(1)保健所移転準備事業

(2)希釈放流センター施設改修事業

(3) 中宮浄水場更新事業（一般会計出資債）

(4)やすらぎの杜設備改修事業

(5)水道管路耐震化事業（一般会計出資債）

1. 都市計画事業債

(1)枚方市駅周辺地区市街地再開発事業

(2)京阪本線連続立体交差事業

(3) 光善寺駅周辺市街地再開発補助事業

(4)村野駅西地区士地区画整理事業

(5)牧野長尾線整備事業

(6) 公園施設長寿命化改築等事業

2.土木債

(1) 中部別館改修事業

(2) 主要道路リフレッシュ整備事業

(3) 北部別館改修事業

(4)橋梁修繕・補強事業

1.消防債

(1)消防ポンプ自動車購入事業

1.教育債

(1)施設改善維持補修事業

(2) 禁野小学校整備事業

(3)学校空調設備整備事業

(4) 学校エレベーター整備事業

(5) 図書館施設改修事業

(6) 給食調理場整備事業

- 51 -

（単位：千円）

説 明

▲143,700 

▲51,500 

▲21,600 

▲25,700 

▲23,700 

▲11, 100 

▲3,900 

▲6,200 

244,300 

▲46,200 

▲7,500 

239,300 

▲1,400 

60,100 

▲729,900 

▲16,200 

▲462,200 

▲82,800 

▲191,400 

400 

22,300 

485,000 

▲1, 400 

480,300 

▲400 

6,500 

▲l, 100 

▲l, 100 

3,335,700 

1,278,300 

144,800 

1, 711, 200 

206,200 

▲12,200 

▲40,100 



底艮H 

款 項 目 補正前の額 補正額 計
区 ノ刀＼ 金 額

I 

8．農林水産業債 18,000 18,000 1. 農林水産業債 18,000 

歳 入 合 計 178, 188, 585 2,615,672 i 180,804,257 I I 

I 
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（単位：千円）

細 節

区 ノ刀＼ 金 額

1. 畏林水産業債 18,000 

概 要 説 明

(7)渚市民体育館施設等改修事業

(8) サプリ村野スポーツセンター整備事業

(9) 図書館 ICタグシステム整備事業

▲19,600 

▲16,400 

83,500 

1. 農林水産業債

(1) 老朽ため池改修事業

(2)用排水施設等整備事業

18,000 

15,300 

2,700 
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歳 出

3.広報費

4.自治推進費

5．友好都市交流事
業費

7．財政管理費

8．会計管理費

)

1

-

I 9 9 i I 

I I I I i I I 

I i I I I 

I I I I I I I 

I I I I I I I 

I I I I I I I 
I ! I I I 

I I 

I I I I I ! I 

118631 ▲11101 117 4 1I/i▲lll; 

一！ I i 
135, 5~ • 3 

I I I I I 
! I I 

： 

I I I I i 
I I I I I 

7,417 I ▲585 1 6,83』I -| 
I I 

I I I l 

I I T 
I 

l~ 0, 0 5 0 1 5 0 2, 3 4 1 1 5 1 2, 3 9 1 1 三
I I 

I 
I 

I 

68,305 
| 1 1 

I ▲8, 3931 59, 9121 

I I I I l I 

▲8,393 

▲14,953 

゜゚゚
9
 

゜゚
5
 

l
|
1
|
|
-
3
4
1
f

ロー

↑

9
 
2
 

▲585 

9．庁舎管理費 601,678 ▲25,634 576,044 ▲4,000 ▲21,634 
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節 I 細 節
,.  

区 /入＼I• 
I 
区 ／刀＼ 

金 額 i 金 額， 

I 

i 
3. 職員手当等 12. 退職手当

124,719 124,719 

18. 負担金補助及び 1.負担金

交付金 ＇ I 
24, 997 24, 997 

24.積立金 1. 基金積立金

734 734 

12.委託料 1.委託料

▲1, 110 ▲1, 110 

18. 負担金補助及び 2.補助金
交付金
▲14,953 ▲14,953 

24.積立金 1. 基金積立金

3 3 

13. 使用料及び賃借 I1. 使用料及び賃借
料 料

▲585 ▲585 

24.積立金 1. 基金積立金

502,341 502,341 

12.委託料 I 1.委託料

▲8,393 ▲8,393 

12.委託料 1.委託料

▲9,491 ▲9,491 

17. 備品購入費 1 I 2．機械器具費

▲l, 532 ▲l, 532 

18. 負担金補助及び 1.負担金
交付金
▲14, 611 ▲14,611 

（単位：千円）

慨 要 説

明

1.人件費

(1) 一般職員

2. 職員退職手当基金積立金

(1)基金剌子分

3. 退職手当負担金

1. 広報活動経費

(1) 広報ひらかた発行経費

ア．点字広報作成委託料

124,719 

124,719 

734 

734 

24,997 

▲1, llO 

▲1, 110 

▲1, 110 

1. 自治会館建設補助等経費

(1) 自治会館建設補助金

▲14,953 

▲14,953 

2. NPO活勁応援基金積立金

(1) 基金利子分

3 

3 

1. 事務経費 ▲585 

使▲585

1. 施設保全整備基金積立金

(1) 本年度積立分

(2)基金利子分

1. システム標準化・共通化対応経費

委▲8,393

500,000 

2,341 

502,341 

▲8,393 

1. 庁舎管理経晋 ▲25,634 

(1)各種委託料 ▲9,491 

ア．庁舎委託料 ▲2,583 

イ．サプリ村野給水設備更新工事実施設計委託料 ▲1,217 

ウ．輝きプラザきらら中央監視制御装置更新工事 ▲3,630 
実施設計委託料

工．サンプラザ3号館空調保守点検委託料 ▲1,541 

オ．サンプラザ3号館防火対象物点検委託料 ▲58 
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補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源
一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

10．財産管理費 147,798 ▲16,223 131,575 ▲16,223 

i 

I 

12．企画費 165,215 ▲193,854 271,361 ▲71, 196 ▲122,658 

13．非核推平和都業市宣 8,508 8,508 100 ▲100 
言進事費

| 
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（単位：千円）

節

区
＿
金

分
＿
額

細
一
区
一
金

節
一
分
一
額

概 要 説 明

力．サプリ村野北館・南館外壁改修工事設計委託料 ▲462 

(2)諸経費 ▲1,532 

備▲1,532

(3)各種負担金 ▲14, 611 

ア．サンプラザ3号館共益費負担金 ▲14,611 

11. 役
一

3

0

 

0

0

 

8

0

 

，
 

費

6

▲
 

▲
 

費用

務

需

゜
ー 4. 印刷製本費

▲803 

4.手数料

▲6,000 

12.委託料 i l．委託料

▲8,208 I ▲8,208 

1. 財産管理経費

(1) 市有地管理補修工事費

2. 不動産鑑定手数料

3. 物件調査・補償金算定委託料

4．公共施設マネジメント推進事業経費

委▲1,763

5. 事務経費 ▲803 

▲l, 212 

▲l, 212 

▲6,000 

▲6,445 

▲1,763 

12. 委

I

+

-

2

2

2

 

1

4

5

 

2

6

5

 

L

▲

十

仇

ー

費

▲

費

廂

0

▲
 

負請

償

託

事工4
 
ー

7. 報

1. 工事請負費

▲1,212 

l.報償金

▲642 

1.委託料

▲100,552 

13. 使用料及び賃借 IL 使用料及び賃借
糾 料
▲23,270 ▲23,270 

18. f;担命補助及び 1．伍担令
交付金
▲55, 101 I ▲53,887 

2.補助金

▲1,220 

24.積立金 1. 基金積立金

▲14,283 ▲14,283 

印▲803

1. こども夢基金積吃金

(1) 指定寄附金分

2. 大阪・関西万博関係事業経費

(1) 大阪•関西万博閤係事業費（こども夢基金繰入金分）

委▲3,166負▲53,887

3. ふるさと寄附金推進事業経費

委▲97,386使▲23,270

4. まち・ひと・しごと創生基金積立金

(1) 基金禾lj子分

5. ひらかた万博推進事業経費

(1) ひらかた万博推進事業費

報▲642

(2) ひらかた万博推進事業補助金（ひらかた万博推進基金繰 ▲1,220 
入金分）

6. ひらかた万博推進基金積立金

(1) 指定寄附金分

▲10,000 

▲10,000 

▲57,053 

▲57,053 

▲120,656 

19 

▲642 

19 

▲1,862 

▲4,302 

▲4,302 

財 源 補 正
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推

目

画

参同
費

項

共

業

女
事
男
進

款

4i
ー

1,'’,1.~ 

8
 

額

42

の

n
i

Lij

り
l

百ヽロ正甫af 

9

,

.

,

.

|

'

 

ー

頁

3

客

3

，
 

ー

王

▲

甫ネ

15.情報管理費 1,438,515 

19.北部支所費

．

＇

一

＇

。
5
 ゜， 
7
 

l.3 

▲246,706 

▲16,557 

1 補 正額の財源内訳
| ---.， 

計
I 

I 
l 特 定財源

1,097 ~国一府支王口二三ロニ→般；：i：31
l I 

I 

--—•- 1 1 
1,191,809r--▲2(）9,0141 

I 

I I I 

I I I 

I ! I 

I I I 
I 

I I I 

I 

| 

I 

I 」

I 
I 

I 

40,493 

▲37, 692 

▲16,557 

20.研修費 16, 184 ▲1. 463 14,721 ▲1, 463 

22．文化振邸費 939,764 ▲4,761 935,003 ▲1,860 ▲2,901 
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（単位：千円）

研

即 I細 節
l -

区 分！区分

金額［金額
| | -- -

12.委託料 I 1.委託料

▲1, 331 I ▲1,331 

I 
12.委託料 1 1．委託料

▲8,195 ▲8,195 

13. 使用料及び賃借 il. 使用料及び賃借
料 I 料

概 要 説 明

］．枚方市男女共同参画計画策定経費

委▲1,331

A.l,331 

▲237,917 ▲237,917 

17. 備品購入費 I 1. 庁用器具費

▲594 I ▲594 

1. 情報システム等管理・運用経費

(1) カバメントクラウド等関係費

委▲5,595使▲216,400

(2) 電子計算機器賃借料

ア．生成AIサービス

2. 端末・ネットワーク管理経費

(1) 電子計算機器賃借料

ア．事務用ソフトウェアライセンス

イ．地域イントラネットワーク機器

(2)諸経費

備▲594

3. システム標準化・共通化対応経費

委▲2,600

▲222,516 

▲221,995 

▲521 

▲521 

▲21,590 

▲20,996 

▲17,509 

▲3,487 

▲594 

▲2,600 

12.委託料 1.委託料

▲1, 768 ▲1,768 

.A.14, 789 ▲14,789 

8. 旅 費 3. 特別旅費

▲541 ： | ▲541 

18. 炊相金補助及び 1.佑担合
交付金

▲922 ▲922 

1.委託料12.委託料

1. 支所管理経費

(1)各種委託料

ア．駐車場交通誘導警備委託料

(2)施設改修費

ア．北部支所外壁改修他工事

▲16,557 

▲1,768 

▲1,768 

▲14,789 

▲14,789 

l. 職場外研修経費

(1) 派遣研修費

旅 .it.541負

▲1,463 

▲l, 463 

▲922 

▲1, oso I ▲1,050 

I 
I 18. 負担金補助及び 1.負担金

交付金
▲l,851 1 ▲l,351 

2.補助金

▲500 

24.積立金

▲1,860 

1. 基金積立金

▲1,860 

1.観光まちづくり推進経費

(1) くらわんかツーリズムコーディネート事業費

補▲500

2. 国際交流推進事業経費

委▲l,050 

3. 市駅前観光情報発信事業経費

負▲1,351 

4. 枚方宿地区賑わい創出基金積立金

(1) 指定寄附金分

▲500 

▲500 

▲1,050 

▲1,351 

▲l, 860 

▲1,962 
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補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源
一般財源

1 国府支出金 地 方 債 そ の 他

23．環境保全費 377,898 ▲25,859 352,039 ▲20,000 ▲5,859 

| 

24．人権施策推進事 I| 20,000 I ▲1, 121 21,879 ▲523 
-I 

▲598 
業費

I 

26．生涯学習費 778,152 ▲21,314 756,838 ▲16,500 ▲2,733 ▲2,081 

（項）

I I 
(2)徴税費 1, 910, 154 I ▲14, 122 1,896,032 44, 400 ▲58,522 

1.賦課費 712,355 ▲8, 171 704,184 42,081 ▲50,2,52 

2.徴収費 478, 154 478,154 18,839 ▲18,839 

3．税費総合システム 719, 645 ▲5,951 713,694 ▲16,520 10,569 
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（単位：千円）

研艮n 細 研艮n

区 ／]J ＼` 区 ハ刀

金 額 金 額

12.委託料 1.委託料

▲1,960 ▲1,960 

14. 工事請負費 1. 工事請負費

.A23, 899 ▲23,899 

| 
12.委託料 1.委託料

▲1, 121 ▲l, 121 

12.委託料 1.委託料

AZ, 646 I I I ▲旦， 646

14．工事請凸費 I I. エ上詰負費

▲18,668 ▲18 ， 668 

l 

| 

11.役務費 1. 通信運搬費

400 400 

12.委託料 1.委託料

▲8, 571 ▲8,571 

12.委託料 1.委託料

▲1,386 I ▲1,386 

13. 使用料及び賃借 1. 使用料及び賃借
料 料

▲4,565 ▲4,565 

概 要 説 明

(2) 基金利子分 102 

1. 環境保全事業経費

(1)諸経費

委▲1,150

2. 環境美化推進事業経費

(l) ポイ捨て防止事業経費

委 ▲8loェ ▲7,583 

3. 電カ一括購入等事業経費

(1) 市有施設照明設備LED化改良工事費

L 人権啓発・相談経費

(1) 人権クースワーク事業委託料

1. 生涯学習市民センター設備・機器等改修経費

(I) 各種設備・機器等改修事業費

委▲2,646T ▲18,668 

▲1, 150 

▲8,393 

▲l, 150 

▲8,393 

▲16,316 

▲16,316 

▲1, 121 

▲1, 121 

l. 個人市民税の賦課経費

(1)諸経費

通 400

2. 固定資産税・都市計画税の賦課経費

(1) 各種委託料

ア．標準宅地鑑定評価委託料

イ．納付書同封チラシ作成等業務委託料

ウ．納税通知書等作成委託料

▲21,314 

4.21, 311 

400 

400 

▲8,571 

▲8,571 

▲1, 183 

▲979 

▲6,409 

財 源 補 正

1. システム機器賃借料

2. システム標準化・共通化対応経費

委 Al,386 

▲4,565 

▲1,386 
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I 

款項目

（項） 1 
I 

(3)戸籍住民基本台
帳費

1．戸籍住民基本台
帳費

（項）

(4)選挙費

i

-

,

i

i

)

，1
1

.

9

|

i

 

8

8

 

額

2

0

5

5

)

，

'

 

0

1

5

 

H~[16 
酎

L

1

7

正

L

L

甫f
 

l．選挙管理委員会
費

9

7

 

1

0

 

3

8

 

9

9

 

7

2

 

1

0

 

4

1

 

3．参議院議員選挙
費

4．津田財産区議会
議員選挙費

161, 125 

6,999 

I I i 補正額の財源円
I ←----- -----

補正額 1 計！特 定 財

l 
| -

I I 国府支出金 l地 ）j 債 iそ の
I l | i 

I I I i 

：二1ーニ□1—ーロ
I 

| | 1 

i I I I 
| 

| 

l 
| 

I I I I 
! ! 

I 

i i ! I 

I I I I I 

I 

I I f-~ 
▲l9,4321 397,887 

---丁

▲3, 520 ! 99, 287 I 

146, 922f ▲14, - | | | 

I 

i I 
I 

I I I 

I I i 

ーロ

▲14,203 

▲1,709 5,290 

し、
司

”
F
1
ー

ー

7ー
ー

I
.
|
l
1
,
1
,
'
|

他

0
0
0
0

0

0

 

9

9

 

源

1
0
3
0

▲

▲

 

一般財源

3,313 

3,313 
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紐＿ ！ 
即 ＇細 節

1----- --_ 1 --
区分 I区分

l -； 

金 額 I 金額
|―  

I 

10.需用昔 |l．消耗品費

▲30, 100 I ▲30,000 

6.修繕料

▲100 

11.役務費 1. 通信運搬費

▲30, 300 i ▲30,300 

12.委託料 I L 委託料

▲180, 458 j ▲180,458 

12.委託料 I L 委託料

▲3,520 ▲3,520 

10.需片費 | 1. i肖耗品費

.6.3, 063 ▲l ， 331 

3.食糧費

▲723 

4. 印刷製本費

▲1,009 

12.委託料 1.委託料

▲11, 140 ▲11 ， 140 

ll役務費 I I L 通信運搬費
▲689 ▲689 

18・ 仕担金補助及び l．位 担金
交付金

▲1,020 ▲1,020 

（単位：千円）

概 要 誂 明

1. 戸籍システム経費 ▲222,850 

(1)振り仮名法改正関連事業費 ▲230,000 

通 ▲30,000委 ▲200,000 

(2)戸籍システム事業費 7,150 

委 7, 150 

2. 旅券発給事務経費 ▲30,000 

(1)諸経費 ▲30,000 

消 ▲30,000 

3. コンビニ交付運営経費 12,392 

(l)各種委託料 12. 392 

ア． コンビニ交付システム附票旧氏対応委託料

4. 事務経費 ▲400 

修 ▲100通 ▲300 

1. システム標準化・共通化対応経費 ▲3,520 

委 ▲3,520 

1. 投票事務経費 ▲2,054 

消 ▲1, 331食 ▲723 

2. 選挙公報発行経費 .A.2, 884 

(1)選挙公報配布委託料 ▲2,884 

3. 人場整理券発送経費 ▲2,322 

委 ▲2,322 

4. 期日前投票・不在者投票事務経費 ▲4,528 

委 ▲4,528 

5. 事務経費 ▲2,415 

印 ▲l, 009委 ▲1,406 

1. 入場整理券発送経費 ▲689 

通 ▲689 

2. 選挙公営関係経費 ▲1,020 

(1)通常はがき郵送料公営負担金 ▲l, 020 
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補正額の財源内訳

款 項 目 1補正前の額 補正額 I 計 特 定 財 源
I 

I 国府支出金 地 債そ 他 I 
一般財源

方 の

（項）

317, oos I 

| I 

(5)統計調査費 316,986 22 -I -I 22 

2．基幹統計調査費 231,403 22 231, 425 I -I -I 22 

（款） I 

3．民生費 1 

I （項） l 

(1)社会福祉費

l.社会福祉総務費

95,856,797 

41,267,001 

1,580,098 

2.老人福祉費 1,747,969 

▲l,056, 184 94,800,613 • ~,582, 503 

▲;／□三ロ
I I 

I 

I I 

I I 

I I 
I I 

l, S18, 377 ~ 
I 

: 

！ 

I 

▲ 2 2 ， ， 5 ， 2 _ 

▲143,700 

▲122,500 

▲51,500 

ー
、

~
9
1
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。。゚｀ 
ー7
 
▲
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6
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9

9
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I
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1
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I

I

ー

1

|

9

,

,

1

'

9

8

g

-

2

9

9

 

6

8

8

 

9

9

9

 

7

0

0

 

2

l

l

 ▲

▲

 

612,390 

▲6,988 

3．老人医療助成費
ー4 4 5

 

| 

149 l 

l 

912,904 

一 5
 

4.障害者福祉総務
費

912,904 ▲2,970 

-1 
2,970 
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（単位：千円）

＾ 艮fJ 細 砂貝n

区 八刀 区 分

金 額 金 額

22. 償還金利—f-及び 1.償還金
割引料

22 22 

12. 委託劇・ -J__ i ！ 1．委託料
▲58,462 ▲58,462 

訊岱担合補<t.助1金3~及,77び8|，! l,凸担金交付金
▲13,778 

24．積立 基金積立金

▲10,898 ▲10,898 

| 

12.委託料 I ！ 1．委託料一

4.13, 214 4.13, 214 

14. 工事諮負費 1. 工事請負費

▲41,014 ▲11,014 

18. 負担金袖助及び 2.補助金
交付金

22. 償還金利子及び 1.償還金
割引料

5 5 

概 要 説 明

1. 府補助金等償還金 22 

l -- --

l. 民生委員経費

(1) 民生委員活動費負担金

2. 福柾見金積立金

(1) 指定寄附金分

3. 総合福祉会館管理運営経費

(l) 実施設計委託料

(2)総合福祉会館ESCO事業費

ア． ESCO事業委託料

4. ポイント1汲経費

負▲8,475

▲5,303 

▲5,303 

▲10,898 

▲10,898 

▲58,462 

.6.10, 218 

▲48,244 

▲48，旦44

▲8,175 

1. 総合福祉センター管理運営経費

(1) 実施設計委託料

2. 楽寿荘管理運営経費

(1)各種委託料

ア．実施設計委託料

(2)斜面対策工事費

3. 公的介護施設等整備事業経費

補▲175,364

4．指定管理施設改修経費

▲1, 619 

▲l,6]．9 

▲22,000 

▲1,690 

Al, 690 

▲20, 310 

▲175,364 

.lt.30, 609 

(1) 市立特別養護老人ホーム・デイサービスセンター施設 A.30, 609 
改修費

ア．実施設計委託料 ▲9,905 

イ．工事請負費 ▲20,704 

1. 府補助金等償還金 L
3
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I 
補正o砂額！il 補 正額

r 
補正額の財源内訳

款 項 目 計 I 特
人亡に・ 財 源 丁

1 国府支出金 伯-1： ！そ 他 II 
一般財源

地 方 (1） 

I 
I I 

i I I ： I 
l i 

I I 

109, 49s ！ I | 5.障害者自立支援 14,014,053 145,995 11,160,018 - i | 36,500 
費

I 

I 

8．国民健康保険費 3, 627, 218 739,994 

I 
756,002 

i ， ： 

I 

！ 

..2,965＇ : 
...2,965 ＇ 

67,725 
I 

9．国民年金費 70,690 

I 
I 

| 

6, 141, 596 10．介護保険費 6, 119, 520 
22,076 ! ！ i 

□7 I 22,049 

11．後費期高齢者医療 6,949,584 10,633 6,960,217 ▲36,116 -I | 46,749 

I 

13定額減事税補足給 II 2, 311, 104 ▲1,032,485 1,278,619 ▲l, 032,485 
付金業費

I 
I 
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（単位：千円）

， 艮n 細 研艮日

区 ノ刀‘ 区 /刀‘ヽ

金 額 金 額

19.扶助費 75. 介護給付費

145,995 126,474 

77. 更生医療費

19,521 

27.繰出金 1.繰出金

739,994 739,994 

12.委託料 1.委託料

▲2,965 ▲2,965 

27.繰出金 1.繰出金

22,076 22,076 

18. 負担金補助及び 1.負担金
交付金

54,872 54,872 

27.繰出金 1.繰出金

▲44,239 ▲44,239 

11.役務費 1. 通信運搬費

▲23,286 ▲23,286 

12.委託料 1.委託料

▲56,099 ▲56,099 

概 要 説 明

財 源 補 正

1. 居宅介護（ホームヘルプサービス）事業経費

(1)介護給付費

2. 重度訪問介護事業経費

(1)介護給付費

3. 共同生活援助（グループホーム）事業経費

(1) 訓練等給付費〔扶〕

4. 自立支援医療費

(1) 更生医療費

1. 国民健康保険特別会計への繰出金

(1)保険基盤安定制度分（保険料軽減分）

(2)保険基盤安定制度分（保険者支援分）

(3)事務費等分

(4)未就学児均等割保険料分

(5) 国保財政安定化支援事業

(6) 地方単独事業減額調整分

1. 国民年金システム管理経費

(1) システム改修委託料

1. 介護保険特別会計への繰出金

(1)介護給付費分

(2) 事務費等分

(3)低所得者介護保険料軽減分

1. 後期高齢者医療特別会計への繰出金

(1)事務費等分

(2)保険基盤安定制度分

2. 後期高齢者医療事業経費

(1)療養給付費負担金

1. 定額減税補足給付金事業経費

補▲953,100

2. 事務経費

通▲23,286委▲56,099

72,890 

72,890 

32,612 

32,612 

20,972 

20,972 

19,521 

19,521 

739,994 

58,396 

▲75,913 

▲l, 078 

▲2,387 

705,037 

55,939 

▲2,965 

▲2,965 

22,076 

24,748 

▲2,708 

36 

▲44,239 

▲7,429 

▲36,810 

54,872 

54,872 

▲953,100 

▲79,385 

- 67 -



補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源
一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

（項）

(2)児童福祉費 39,298,621 ▲591,727 38,706,894 ▲433,543 ▲21,200 38,527 ▲175,511 

1.児童福祉総務費 15,587,012 ▲l, 166, 250 14,420,762 ▲1,043,056 ▲3,900 55,000 ▲174,294 

2．保育所費 17,328,613 602,055 17,930,668 594,635 ▲11, 100 18,520 
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（単位：千円）

＾ 艮n 細 ＾ 艮n
区 ノ刀＼ 区 /刀¥. 概 要 説 明

金 額 金 額

18. 負担金補助及び 2.補助金
交付金
▲953,100 ▲953, 100 

12.委託料 1.委託料 l. 児章福祉法による扶助費 5, 111 

▲47,445 ▲47,445 (1) 母子生活支援施設扶助費 5, 1 1 1 

I 2. 児章扶養手当等事業経費 ▲108, 094 
］＆負担金補助及び 2.補助金
交付金 (1)児童扶養手当［扶］ ▲108,094 

2,387 2,387 
3. 保育システム管理経費 ▲5,460 

19.扶助費 46．助産施援設・母子
生活支施設扶

(1) システム改修委託料 ▲550 

▲1, 176, 192 助費 (2) システム保守点検委託料 ▲4,910 
5, 111 

4. 児童手当事業経費 ▲1, 119, 315 
50. 障害児通所給付
費 (1) 児童手当［扶〕 ▲1, 119, 315 

46,106 
5. 障害児通所支援事業経費 48,493 

56. 児童扶養手門
(1)児童発達支援事業費［扶〕 46,106 

▲108,094 
(2) 障害児安全安心対策事業 1, 171 

92. 児童手専
補 1, 171 

▲1, 119, 315 
(3)児童虐待防止対策等総合支援惰業 1,216 

24.積立金 1. 基金積吃金 補 1,216 

55,000 55,000 6. 子どもの見守り推進事業経費 ▲3,300 

委 .A3, 300 

7. システム標準化・共通化対応経費 ▲34,265 

委 ▲34,265 

8. （仮称）子ども未来館整備事業経費 ▲4,420 

委 ▲4,420 

9. こども施策推進基金積立金 55,000 

(1)指定寄附金分 55,000 

12.委託料 1.委託料 1. 公立保育所管理経費 ▲13,884 

378,410 I I | 378,410 

14. 工事請負費 1 I 1．工事請負費
▲12, 410 ▲12, 410 

(1)施設改善補修事業費 ▲13,884 

ア．設計委託料 ▲1,474 

イ．施設改善補修工事 .&.12, 410 

2. 私立保育所等経費 589,625 

18. 負担金補助及び 2.補助金 (1)保育所各種委託料 381, 143 
交付金
▲134,496 ▲134,496 ア．保育委託料 377, 111 

イ．月途中入所保育委託料 53 
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| 
補 正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 I 特 定 財 源 I 

国府支出金 1I 地 債 liそ
一般財源

方 (1） 他

4．家庭児童相談費 43,754 43,754 10,542 ▲10,542 

I 

7．青少年対策費 256,688 256,688 1, 170 100 ▲]， 270 

8．放課後児童対策 1,779,273 ▲24,857 l, 754,416 3, 166 ▲6,200 ▲16,573 ▲5,250 
費

9．児童発達支援セ 754,267 ▲2,675 751,592 ▲2,675 
ンター費

（項）

(3)生活保護費 15,290,375 ▲34,980 15,255,395 ▲34,980 
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一区＿節昌
A目K[J 

／刀＼ 

金 額 I 金 額

19.扶助費 71. 施設型給付費

370,551 343,331 

72. 地域型保育給付
費

27,220 

12.委託料 1.委託料

▲24,857 ▲24,857 

12.委託料 1.委託料

▲2,675 ▲2,675 

概要

ウ．市独自副食費免除分

(2)認定こども園施設型給付費〔扶l

ア．初日分

イ．月途中分

ウ．市独自副食費免除分

(3)各種補助金

ア．子ども・子育て支援事業補助金

イ．施設整備補助金

3. 小規模保育事業経費

(1) 地域型保育給付費［扶〕

ア．初日分

(2) 各種補助金

ア．私立小規模保育事業補助金

4. 保育所等研修経費

委▲1,259

説

（単位：千円）

明

3,979 

343,331 

342,957 

29 

345 

▲134,849 

▲128,090 

▲6,759 

23,848 

27,220 

27,220 

▲3,372 

▲3,372 

▲1,259 

5. 地域子ども・子育て支援事業における事業継続支援事業費 3,725 

補 3,725

財 源 補 正

財 源 補 正

1. 施設管理経費 ▲8,284 

(1) 各種委託料 ▲8,284 

ア．施設改修設計委託料 ▲8,284 

2. 運営経費 ▲3, 172 

(1)諸経費 ▲3, 172 

委 ... 3, 172 

3. 総合型放課後事業運営委託料 ▲13,401 

1. 施設運営経費 ▲2,675 

(1)各種委託料 ▲2,675 

ア．預かり業務委託料 ▲2,675 
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補正額の財源内訳

款 項 目 I補正前の額 補正額 計 特 定 財 源 | 
一般財源

国府支出金 地 方 債そ の 他

l．生活保護総務費 I 936,931 I ▲34, gso I 901, 951 I ▲34,980 一

（款）

4.衛生費

（項）

(1)保健偏生費

2．保健所費

3.予防費

-.

I_,•9,i| 

4

0

8

2

 

1

4

8

2

l

 

4

5

7

4

 

9

9

`

、

9

2

9

5

9

 

3

1

7

6

 

7

1

1

0

 

9

9

9

9

 

5

8

1

4

 

ー

-

_

,

1

'

`

|

|

＇

1

'

ー

ー

2

2

5

8

 

1

5

1

4

 

2

1

1

5

 

5

5

」

」

-
・
Iーム
1
1
9、
1

_

1

i

1

'

|

＇

,

1

,

＇

,

_
_
 1
'

|

|

＇

ヽ

111-

2

8

3

1

 

7

8

7

7

 

1

3

6

け

9

9

9

9

 1

1

1

 

5
 
8

3

1

7

 

5

0

1

7

ー

9

9

9

9

 

5

8

1

3

 

ー ▲129, so3 I 244, 300 1 ▲10,327 ▲251,412 
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（単位：千円）

l2 委託▲::T委託▲:~ 980 
l 

□□/；→事口i五―—
▲61,637 i.&.61,  6:H 

| --ニ
19.扶助費 t 62. 不妊治療検査翡

＇ 負担金
▲2,478 ▲1,320 

I 63. 不育症医療費負

I 
， 担金

l 
▲1, 1咬8

| l．委託料

▲179, 352 ! 

13. 使用料及び賃借 I1. 使用料及び賃借
料 I 料

▲749 I 

1 1 -

18. 負担金補助及び I!.負担金
交付金
▲117, 447 I 

2.補助金

▲17,000 

I 3.交付金

i 

I 

I 

節

区

節

分 概 要 説 明

金 額

1. 生活保護システム運用経費

委 6,600

2. システム標準化・共通化対応経費

委▲41,580

I - ---•一

1. 不妊恰療検査費助成事業経費

（［）不妊治療検査費負加金

2. 不育症治療費等助成事業経費

(1) 不育症治療費等負担金

3. 保健所移転準価経費

工▲61,637

I 
］2.委託料

Al 179, 352 

▲749 

21,233 

6,600 

▲41,580 

▲1, 320 

▲1,320 

▲1, 158 

▲l, 158 

▲61,637 

▲121,680 

1 - - -

l. 予防接種実施経費

(1) 予防接種健康被害対策費

ア．障害保険金笠

イ．医療費・医療手当等［交付金］

(2) 子宮頸がん予防接種委託料

(3)新型コロナウイルス予防接種委託料

(4) 帯状疱疹予防接種委託料

2. 救急医療経費

(1) 北河内こども夜間救急センター運営費負担金

3. AED （自動体外式除細動器）普及・啓発事業経費

▲113, 611 

(1) AE  r)コンビニ設阻事業費

使▲749

4. 新型コロナウイルス感染症対策経費

(1) 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費

委▲9,921

(2) 新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費

委▲1,851

5. 出産・子育て応援事業経費

補▲17,000

▲289,257 

▲121. 680 

▲8,069 

▲65,553 

▲65,736 

▲36,288 

21,233 

A.749 

21,233 

▲749 

▲11, 775 

▲9,921 

▲1,854 

▲17,000 
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i i 補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補王額 計 i 特 定 財 源
！ 

国府支出金 I ：| 地 債 Iそ

一般財源
方 の 他

5．葬儀費 247,816 ▲7,808 240,008 | ▲5,060 ▲1, 348 

I 

6．公害対策費 162,819 ▲10,271 

-I l I 
i 

▲10, 271 

| l 
i 

I, OJS,827 
I I 

299,100i 8.上水道費 721,237 294,590 ▲4,856 1 I 46 

l 

（項）

7,612,874 I I 

| 

▲7,500 I ! (2)清掃費 ▲62,090 ▲18,431 I ▲36,159 7,550,784 

l．塵芥処理費 7,171,150 ▲50,549 7, 120, 601 ▲17,696 ▲32,853 
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砂貝リ I 細 圧艮n 

区 ノ刀＼ 区 ノ刀＼ 

金 額 計ヘえ 額

12.委託料 I L 委託料
I 

▲2,748 ▲2 ， 748 

14. 工事請負費 | 1．工事請負費

▲5,060 ▲5,060 

12.委託料 1.委託料

▲6,070 ▲6,070 

17. 備品購入費 |2. 機械器具費

▲4,201 ▲4 ， 201 
I 

18. 負担金補助及び 2.補助金
交付金
▲4,856 ▲4,856 

23. 投資及び出資金 1. 投資及び出資金

299,446 299,446 

12.委託料 1.委託料

▲5,913 ▲5,913 

14. 工事請負費 1. 工事請負費

▲6,743 ▲6,743 

18. 負担金補助及び 1.負担金
交付金
▲37,345 ▲37,345 

24.積立金 1. 基金積立金

▲548 ▲548 

概

1. 枚方市立やすらぎの杜経費

(1)維持補修工事費

(2)各種委託料

要

ア．受変竃設備改修工事実施設計委託料

イ．外壁改修等工事実施設計委託料

1. 公害調査・指導経費

(1) 環境調査等事業費

ア．河川地下水等環境調査委託糾

2. 大気汚染測定局管理経費

(1) 常時監視等関係機器購人費

備▲4,201

1. 水道事業会計への出資金

説

2. 電カ・ガス・食料品等価格高騰重点支援経費

(1) 水道事業会計への補助金

1. ごみ処理（工場）経費（穂谷川資源循環センター）

(1) 改善・補修工事費

ア．第3プラント定期補修工事

2. ごみ処理（工場）経費（東部資源循環センター）

(1)各種委託料

ア．工場棟等建物点検設計委託料

イ． 自動火災報知設備受信機取替工事設計委託料

ウ．誘導灯取替工事設計委託料

工 精密機能検査業務委託料

(2) 改善・補修工事費

ア．プラント定期補修工事

3. 環境基金積立金

(1)指定寄附金分

(2)本年度積立分

(3)基金利子分

4. 枚方京田辺環境施設組合負担金
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（単位：千円）

明

▲901 

▲1,847 

▲6,070 

▲l, 243 

▲1, 122 

▲1, 157 

▲1,221 

▲2,413 

▲5,500 

▲5,060 

▲2,748 

▲6,070 

▲4,201 

▲4,856 

▲l, 243 

▲7,808 

▲6,070 

▲4,201 

299,446 

▲4,856 

▲1,243 

▲11, 413 

▲5,913 

▲5,500 

.&.548 

▲3,687 

2,939 

200 

▲37,345 



補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源
一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

2.し尿処理費 441,724 ▲11, 541 430,183 ▲7,500 A735 ▲3,306 

l 

（款）

5．農林水産業費 201,897 ▲3,890 198,007 ▲9,000 18,000 ▲5,500 ▲7,390 

（項）
I 

(1)農業費 201,897 ▲3,890 198,007 ▲9,000 18,000 ▲5, soo ▲7,390 

3．農業振巽費 35,760 26,760 ▲9,000 

I 
， 

4．農地費 11,127 | 5, 110 46,237 18,000 ▲5,500 ▲7,390 

（款）

518,550 | 
I 

▲2381 6.商工費 ▲43,386 175, 161 21 ▲13,169 

（項）

I ▲238 I (1)商工費 518,550 ▲43,386 475,164 21' ▲43,169 

2．商工業振興費 334,968 ▲43,386 291,582 21 ▲43,407 
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（単位：千円）

A-A-

閲i

区
一
金 ロ

節
一
分
一
額

概 要 兒含＂ 明

I 1.委託料

▲1, 541 I 
I 

1 -―←---- --
14. 工事請伍費 I 1. ， 工事請負費

▲10. 000 ， ▲10,000 

I 

12.委託料

▲1,541 

1. 希釈放流経費

(1) 各種委託料

ア．除草樹木剪定等委託料

| 

▲l, 214 

▲11,541 

▲1,541 

イ．中央監視室等換気設備更祈工事実施設計委託料 ▲327 

(2) 改善・補修工事費 ▲10,000 

ア．希釈放流ヤンター老朽化対策上市 ▲10,000 

I 

I —+-“- -
i 

I i. 
I 

]区負オ旦金補助及ひ i 2．ネ青 助 金
交付金 1 

▲9, 000 I A9, 000 

I 

-------］」-------`ー
18. 負担金補助及び 1 し負担金
交付金 I 

I 

5, 1 ] 0 | 
I 
I 2.補助金

I ▲7,474 

十

I 

L 新規就農者確保事業経費 ▲9,000 

(l)新規就農者確保事業費 ▲9, ]（IO 

マ．新規就農者確保事業補助金 Al, 500 

イ．経営発展支援事業補助金 £.7, 500 

12,584 

L 七地改良事業経費

（l) 上地改良事業補助金

2，老朽ため池改修経費（安心安全基金繰人金分〉

負 12,584

A7,4,74 

▲7, 474 

12, 581 

I 

- -―--J__-- -
| 
！ 1.委託料1 2、 託料
l 

A4, 59j I ▲4,594 

I 
I 

「―——+---------
］8. 負担全補助及び 2.補助金
交付金 i 
▲38,813I ▲38,813 

し—―二＿I 
24.積立金 1. 基金積立金

21 I 21 

： 

j 

1. 地域産菓振巽経費 ▲3,500 

(1)創業支援事業費 ...3, 5り（）

補 ▲3,500 

2. 地域経済活性化基金積立金 21 

(1) 基金利子分 21 

3. 商業振興対策事業経費 ▲10,000 

(1) 商店街等活性化促進事業補助金 ▲10,000 

4. 工業振其対策事業経費 ▲5,088 

(1)地域産業基盤強化奨励金 A.5, 088 

補 ▲5,088 

5. 届出受理・認定業務関係事業経費 ▲4,594 

(1)大規模小売店舗立地法関係事務委託料 ▲4,594 
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款 項 目 補正前の額［補正額

10, 4271 

I （款）ロ--丁— +-Il
□_!!_-+~726039I □ 二［ロバ781 ▲229400 
（項） 1 ―□----
(1)七木管理費 403,932 ▲11,998 i 391,934 ▲32, 187 ▲1,800 

I 
l．土木総務費

—□____J__＿ 
403,932 ▲11, 998 I 391, 934 ▲32, 187 ▲1, 800 

! I 

4．勤労者対策費

計

1 補 正額
I ロ定財
I国府支出金 地 方

1 

の財源内訳

債 そ

源

の 他
「
|
|

一般財源

7
 

ー゚， 4 2 7 
.6.238 238 

| 

.OS'/i,600， : 528,431 

▲2,384 21,373 

▲2,384 24,373 

（項）

(2)道路橋梁費

l．道路橋梁総務費

I 
3, 069, 121 I 

| 

1,635,376 

354,929 

▲118,229 

一

0

7

 

5

4

 

o

l

 

9

9

 

4

7

 

2

8

 

4

1

 

9

9

 

3

1

 

▲129,872 

▲117,980, 

！ 

486,800 
I 
▲20,000 

▲20,000 

18,001 

▲10,249 
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（単位：千円）

A艮ブnr 細 研艮「］

区 刀八
! 
区 分

金 額 金 額

i 

--l I 1委託料12.委託料

▲2,463 ▲2,463 

18. 負担金補助及び 2.補助金
交付金
▲9,535 ▲9,535 

7.報償費 1.報償金

▲700 ▲700 

8. 旅 費 3. 特別旅費

▲100 ▲100 

10.需用費 1. 消耗品費

▲1,050 ▲1,050 

11.役務費 4.手数料

▲2,500 ▲2,500 

12.委託料 1.委託料

▲59,879 ▲59,879 

14. 工事請負費 1. 工事請負費

▲14,000 ▲14,000 

概 要 説 明

6. 雇用対策事業経費

(1)若年者奨学金返還支援事業費

補▲20,225

▲20,225 

▲20,225 

財 源 補 正

1. 土木部中部別館維持管理経費

(1) 市有建築物保全計画に伴う改修事業費

ア．受変電設備更新工事設計委託料 ▲1,933 

2. 土砂災害特別警戒区域内既存家屋移転・補強事業経費

補▲9,535

3. 北部別館維持管理経費

(1) 市有建築物保全計画に伴う改修事業費

ア．電灯設備改修工事設計委託料

▲1,933 

▲1,933 

▲9,535 

▲530 

▲530 

▲530 

1. 道路管理経費

(1) 各種委託料

ア．道路施設調査点検委託料

2. 牧野高槻線及び京都守口線整備事業関連経費

(1) 牧野高槻線及び京都守口線整備事業費

ア．立会報償金

イ．旅費交通費

ウ．不動産鑑定手数料

工．用地交渉委託料

オ．物件調査委託料

力．登記委託料

キ．土壌汚染調査委託料

ク．用地管理費

ケ．土地購入経費

ユ物件補償費

▲6,900 

▲6,900 

▲6,900 

▲422,780 

▲422,430 

▲200 

▲100 

▲2,500 

▲20,000 

▲3,630 

▲4,000 

▲10,000 

▲12,000 

▲320,000 

▲50,000 
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補正額の財源内訳
I 

款項目 I補正前の額 I補正額 計 I 特 定 財 源

I 

一般財源
国府支出金地方債その他

I 

2 道路橋炭―□-— -］ --l ----------J 

4.交通対策

（項）

1都市

L都市計画

I 
I 

| 

I 
I 

2開発費 I 359745 ▲28567 331178 ...19113□L／てロー ▲817 

| 9 

I 
！ 

I 

I I 
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（単位：千円）

節 細 k艮kn 

区 ハ刀 区 ノ刀＼ 

金 額 金 額

16. 公有財産購入費 2. 士地購入費

▲320,000 ▲320,000 

21. 補償補填及び賠 1.補償金
償金
▲50,000 ▲50,000 

46 

14. 工事請負費 1. 工事請負費

761,700 761,700 

14. 工事印負費 I | L 丁事請伍費
▲4,000 ▲4,000 

17. 備品購入費 I l．庁用器具費

A.542 ▲542 

12.委託料 1.委託料

8,760 ， 8,760 

18. 負担金補助及び 2.補助金
交付金
▲6,000 ▲6,000 

17. 備品購入費 1. 庁用器具費

▲817 ▲817 

18. 負担金補助及び 2.補助金
交付金
▲27,750 ▲27,750 

概 要 説 明

(2)諸経費

消▲350

3. 枚方高槻線整備事業関連経費 ▲18,549 

(1)枚方高槻線整備事業費 ▲17,849 

ア．立会報償金 ▲500 

イ．用地測量委託料 ▲］2,000 

ウ．大阪府受託事業用地補償積算技術業務委託料 ▲3,349 

工．用地管理費 ▲2,000 

(2)諸経費 ▲700 

消▲700

1. 維持補修経費

(1) 道路附属施設点検委託料

2. 主要道路リフレッシュ整備事業経費

(1) 工事請負費

3. 橋梁修繕・哺強事業経費

(1) 工事請負費

1. 生活ゾーン交通安全対策経費

(1) 交差点マーク・カーブミラー等設置工事費

2. 車両購入経費

1. 歴史的景観保全事業経費

（l)枚方宿街なみ環境整備事業費

ア．修景補助金

2.都市整備部分室管理経費

(1) 分室施設管理委託料

▲350 

▲4,000 

46,000 

750,700 

11, 000 

£4,000 

▲542 

4.6, 000 

▲6,000 

.A. l, 037 

▲6,000 

▲l, 037 

3. 都市計画マスタープラン及び立地適正化計画推進事業経費 9,797 

委 9,797

1. 住宅・建築物耐震化促進事業経費

(1)既存民間建築物耐震診断補助金

ア．特定既存耐震不適格建築物・共同住宅等

イ．木造住宅

▲27,750 

▲5,350 

▲3,000 

▲2,350 
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口国II年文 補正額の財源内成款 項 計 定 財源
一般財源

1 出金 l地方債その他
I I I 

3．公園費 1,061,796 23, 864 I I 

I | ！ 

I | I 

▲481,〗｀□I ▲545,000 
| 

4．立体交差事業費 2,505,420 ▲1,092,750 1,412,670 I ▲66,604 

I 

I 

| 

6．公共下水道費 4,482,475 4,482,475 

-1 
▲30,269 30,269 

7.区画整理事業費 670,091 ▲319,000 351,091 ▲106,333 ▲191,400 ▲21,267 

I 
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（単位：千円）

砂艮「］ I 細 節I 

区 ノプJ＼ 区 ／刀＼ 

金 額 金 額

12.委託料 1.委託料

▲13,200 ▲13,200 

14．工事請負費 1. 工事請負費

49,600 I : 49,600 

24.積立金 | I l．基金積立金
▲12,536 ▲12,536 

12.委託料 1.委託料
I 

▲154,000 ▲154,000 

13. 使用料及び賃借 1. 使用料及び賃借
料 料
▲13,000 ▲13,000 

14. 工事請負費 1. 工事請負費

▲22,000 ▲22,000 

16. 公有財産購入費 2. 士地購入費

▲49,000 ▲49,000 

18. 負担金補助及び 1.負担金
交付金
▲828,750 ▲513,654 

2.補助金

▲315,096 

21. 補償償金補填及び賠 1.補償金

▲26,000 ▲26,000 

18. 負担金補助及び 2.補助金
交付金
▲319,000 ▲319,000 

概 要

（こ）木造住宅等耐震改修補助金

2. 都市づくり情報DX推進事業経費

備▲817

説 明

▲22,400 

▲817 

1. 公園施設長寿命化計画に基づく改築等事業経費

(1) LED化設計委託料

(2) 工事請負費

2. 花と緑のまちづくり基金積立金

(1) 指定寄附金分

36,400 

▲12,536 

▲12,536 

1. 京阪本線連続立体交差事業経費

(1)京阪本線連続立体交差事業費

ア．高架化関連検討業務委託料

イ．高架化関連測量委託料

ウ．高架化関連調査委託料

工草刈委託料

オ．登記委託料

カ．文化財調査委託料

キ．用地賃借料

ク．裔架化付帯工事費

ケ．士地購入経費

コ．連続立体交差事業負担金

サ．物件補償費

2. 連続立体交差事業関連まちづくり事業経費

(1)光善寺駅周辺市街地再開発事業費

補▲315,096

▲777,654 

▲777,654 

£.18, 000 

▲34,000 

▲10,000 

▲4,000 

▲3,000 

▲85,000 

▲13,000 

▲22,000 

▲49,000 

▲513,654 

▲26,000 

▲315,096 

▲315,096 

財 源 補 正

1. 区画整理支援事業経費

(1)村野駅西地区土地区画整理事業費

補▲319,000

▲319,000 

▲319,000 
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補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源
一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

9．備都市計画道路整 461,299 48,170 509,469 400 ▲3,411 51, 181 
事業費

I 

10．枚整方市駅周辺再 463,[22 I 1,267,694 ,1, 37し3 495,264 
備ビジョン推
進事業費

l 

i i 

！ 

（項）
I I 

(5)仕宅費 14,805 ▲4,577 10, 22s ， I - 1 ▲4,577 

1.住宅費 14,805 ▲4,577 10,228 ▲4,577 

I 

I l 

一 I I （款）

▲1,261 8.消防費 I 4,840,595 8,226 4,848,821 ＇ ▲2,945 13,532 

（項）

I ▲1,261I 1 ， 

| 

(1)消防費 4,840,595 8,226 4,848,821 ▲2,945 13,532 

l．常備消防費 I 4,501,818 13, 329 I I •l,515,147 -I I I 
一 | 

13,329 

！ 

旦．非常備消防費 105,920 10s. 920 I ~ ~ ▲203 203 
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（単位：千円）

節 細 ＾ 艮「J
区 ノ刀＼ 区 ／JJ ＼ 

金 額 金 額

16. 公有財帝賠入費 2. I地購入費

48, 170 48, 170 

l2 委,,:.I二［料
▲ ▲15,903 

14. 工事請負費 ， 1 I 1．エ惰請負粋

▲18,000 ▲18,000 

18，負担金補助及び 1. 負担金
交付金
▲5,750 ▲5,750 

24.積立金 1. 基金積立金

502,775 502, 775 

I 
12.委託料 l I i. •委託料

▲603 ▲603 

▲3,974 

18. 負担金補助及び 1. 負担金
交付金

13,329 13,329 

概 要 説 明

1. 上地開発公社健全化対策事業経費

(1)枚方藤阪線用地

ア．士地購入費（土地開発公社）

（岡東町地区）

面積 69. 05 rri 

冗金

利子

市務費

48, 170 

48,170 

44,565千円

3, 159千円

446千円

1. 枚方市駅周辺再整備ビジョン推進事業経費

(1) 枚方市駅周辺地区市街地再間発事業費

工▲］8,000負 ▲5,750 

(3)枚方市駅周辺再整備調査設計等事業費

委▲14,923

2. 枚方市駅周辺再整備推進某金積立金

(l)基金利子分

(2) 本年度積立分

1. 市営住宅管理経費

(1) 市有建築物定期点検委託料

(2)諸経費

備▲3,974

1. 枚方寝屋川消防組合に対する負担金

▲39,653 

.6..23, 750 

(2)枚方市駅周辺エリアマネジメント検討等事業費 A..980 

委▲980

.A.14,923 

502, 77S 

i.3 
t
1
 
[
I
 ，
 

り
J

500,000 

I ~-～―--
▲4,577 

A.603 

▲:3,974 

13, 329 

財 源 補 正
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I 補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源

i 国府支出金 方債そ
一般財源

地 の 他

3．消防施設費

I 
52,287 ＇ ▲1, 100 51, 187 ▲1, 100 I 

I 

5．災害対策費 171,346 170,343 ▲2,945 

I 
▲1,058 

＇ 

I i 

l 

| 

！ ！ 

＇ 

l 

（款）
I I 

9.教育費
I 
is, 036, 660 I ！ 22, 069, 904 I 

I 
4,033,244 885,094 3,335,700 4, 439 ▲191,989 

（項）

I ！ 
5,049,0261 | (1)教育総務費 ▲31, 186 ▲27,376 ▲3,810 5,080,212 

2．事務局費 3,713,296 ▲10,113 3,702,883 
I 

347 ▲10,760 

I 

3．教育研究費 1,283,218 ▲18,801 1,264,417 ▲32,566 13,765 
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（単位：千円）

A闊~ーJ ！ 細 節I 

区 ノ刀＼ 
I 区

／刀＼ 

金 額ニi2 ・金 額
17. 備品購入費 ．機械器具費

▲1, 100 ▲1,100 

12.委託料 1.委託料

▲8,555 ▲8,555 

18. 負担金補助及び 2.補助金
交付金
▲9, 100 ▲9,100 

24.積立金 1. 基金積立金

13,652 13,652 

13. 使用料及び賃借 1. 使用料及び賃借
料 料
.6.4, 000 ▲4,000 

17. 備品購入費 1. 庁用器具費

▲6,538 ▲6,538 

18. 負担金補助及び 2.補助金
交付金

125 125 

8. 旅 費 3. 特別旅費

▲730 ▲730 

12.委託料 1.委託料

▲9,344 ▲9,344 

13. 使用料及び賃借 1. 使用料及び賃借
料 料
▲7,293 ▲7,293 

概 要
v

兄
舌
日 明

］．消防器具購入経費

備▲1,100 

▲1, 100 

1. 防災啓発事業経費

委▲1,375

2. 安心安全基金積立金

(1) 基金利子分

(2)指定寄附金分

3. 災害復興支援基金積立金

(1) 基金利子分

4. 個別避難計画作成促進事業経費

(1) 個別避難計画作成促進事業経費（安心安全基金繰入金分

委▲7,180 

5. 災害時要配慮者支援事業経費 ▲9,100 

(1)福祉避難所指定促進等事業費（安心安全基金繰入金分） ▲9,100 

補▲9,100

▲1, 375 

13,644 

594 

13,050 

8 

8 

▲7,180 

▲7,180 

1. 地域子ども・子育て支援事業における事業継続支援事業費 125 

補 125

2. 車両購入経費 ▲877 

3. 学校 ICT機器等整備事業経費 ▲9,661 

(1)機器更新費 &4, 000 

使▲4,000

(2)諸経費 ▲5,661 

備▲5,661

1. 不登校対策事業経費 ▲684 

備▲684

2. 英語教育推進事業経費

使▲725負

3. 学力向上推進事業経費

委 ▲9,344使

4. 中学校武道推進事業経費

▲750 

▲3,814 

▲1,475 

▲13, 158 

▲2,754 
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補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源
一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

I 

I 

4．教育文化センタ 75,231 ▲1, 972 73,259 4,843 ▲6,815 
一費

I 

I 

（項）

5, 4 1 0, 0 1 o I | I 8,070,681 i 
555599,, 66774 1 I 

1 

(2)小学校費 2, 139, 700 ▲38,703 2,660,671 

1．小学校管理費 11,960,911 2, (i60, 671 2, 139, 700 ▲38,703 

I 

i l 
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（単位：千円）

節

区 分 I

金 額 l

17~ 

▲684 I 

I 
| 

18. 負担金補助及び
交付金

▲750 

細 節

区 /刀¥. 

金 額

1. 庁用器具費

▲684 

1.負担金

▲750 

概 要 説 明

使▲2,754

5. 中学校部活動地域連携事業経費

(1) 中学校部活動地域連携事業費

旅▲730

▲730 

▲730 

[―-―- ---
10.需川費 5. 光熱水費

▲1,243 I ▲1, 243 

17. 備品購入費 1. 庁用器具費

▲729 ▲729 

1. 施設管理経費

(1)諸経費

光▲1,243備

▲1,972 

▲1,972 

▲729 

--4 1 -

1-;-;零二:口了五品費
▲2,564 I 
I 

▲2,564 

丁費ー14・ 手数料
▲610 

| 

J..610 

I 

12.委託料

▲14,064 

1.委託料

A.14, 064 

。゚

昔イ賃

5

費

▲
 

び及
負

料

請
用

事

使

料

工

．

．

 

l

i

 

借

0
0
-

讀

が

一

費ロ
2,678,709 2,678,709 

1. 施設管理経費

(1)各稲委託料

ア．建築物定期点検業務委託料

2. 運営経費

(1)諸経費

肖‘、i ▲2,564 

▲7.815 

3. 禁野小学校整備事業経費

(1)手数料

(2)設計委託料

(3) 工事請負費

1. 学校園施設改善事業経費

(1) 施設改善維持補修経費

ア．実施設計委託料

イ．工事請負費

(2) 学校エレベーター整備事業経費

ア．実施設計委託料

イ．工事請負費

(3)学校グラウンド改修事業経費

使▲500原▲300

5. 学校水泳授業民間活用事業経費

委▲1,910

6. 学校空調設備整備事業経費

(1) 空調設備維持管理業務委託料

(2) 教室等空調設備更新DBO事業設計・工事監理委託料

▲7,816 

▲2,564 

▲7, 81り

▲2,564 

15. 原材料費

▲300 

1. 原材料費

▲300 

160, 191 

1,258,546 

1, 143, 836 

115,610 

.&.800 

▲1,910 

1, 254, 22::l 
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補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計

I ピI国—府賛支ー出金 定 財 源

他 I
一般財源

地 方 債 そ の

i 

I 

I l 

l （項） I 
(3)中学校費 1,513,773 1, 149, 300 ▲43,778 

l.中学校管理費 1,245,709 1, 454, 769 2,700,478 351,214 1, 149, 300 ▲45,745 

2．中学校教育振興 239,456 ―I i 239,456 ▲1,967 1,967 
費

（項）

(4)幼稚園費 809,023 55,529 864,552 7,439 51,500 ▲3,410 

l．幼稚園費 809,023 55,529 864,552 7,439 51,500 ▲3,410 

I 

l 

（項）

1, 592, 343 I I (5)社会教育費 1,619,546 ▲27,203 ▲3,890 71,300 3,374 ▲97,987 

1．社会教育総務費 25,426 
▲1,983 I 23,443 ▲1,983 
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（単位：千円）

Knマ．
仁艮 印

i糸9,'-
区
一
金

分
一
額

区
一
金

節
一
分
一
額

概 要 説 明

(3) 教室等空調設備更新DBO事業維持管理業務委託料

(4)教室等空調設備更新DBO事業工事請負費

12.委託料

▲2s, 361 I ▲28,361 

13. 使用料及び賃借t1．使用料及び賃借
料 料
▲2,000 [▲2,000 

↓ 
14. 工事請負費 | 1. 工事請負費

l, 487, 130 

1.委託料

1, 487, 130 

15. 原材料費

▲2,000 

1. 原材料費

▲2,000 

1. 施設秤理経費

(1) 各種委託料

ア．建築物定期点検業務委託料

2. 学校園施設改善事業経費

(1)施設改善維持補修経費

ァ．実施設計委託料

イ．工事請負費

(2) 学校グラウンド改修事業経費

使▲2,000原▲2,000

(3)学校エレベーター整備事業経費

ア．実施設計委託料

イ．工事請負費

3. 学校空調設備整備事業経費

(l) 空調設備維持管理業務委託料

(2)教室等空調設備更新DBO事業設計・工事監理委託料

▲6,625 

(3)教室等空調設備更新DBO事業維持管理業務委託料

(4)教室等空調設備更新DBO事業工事請負費

▲6,625 

▲6,625 

533,004 

393,449 

▲4,000 

143,555 

928,390 

財 源 補 正

12.委託料 I 1. 委託料 1. 学校園施設改善事業経費 55,529 

▲5,925 ▲5,925 (1)施設改善維持補修経費 55,529 

ア．設計委託料
14. 工事請負費 1. 工事請負費

イ．施設改善補修工事
61,454 61,454 

I 

12.委託 料 1.委託料

▲1,983 ▲1,983 

I 

1. はたちのつどい実施経費

委▲1,983

▲1, 983 
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補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源
一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

2．文化財保護費 266, 304 ▲7,486 258,818 ▲3,890 ▲2,365 ▲1,231 

3．図書館費 1,327,816 ▲17,734 1, 310, 082 71, 300 I 5,739 ▲94,773 

| 
， 

| 

I 

I 

I 

（項）

●●-- -...--l-

(6)保健体育費 3,574,096 ▲79,336 3,494,760 ▲76, 100 1,065 ▲4,301 

1．保健体育総務費 206,698 2,295 208,993 
』,295 1 

| I 
I 

| 

3.スポーツ施設費 442,711 ▲46,627 396,084 ▲9,397 

I 
l 

i I 
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（単位：千円）

吟艮n 細 艮^っ々n 

区 /刀‘ 区 ／刀＼ 

金 額 金 額

12.委託料 1．委託料

▲5, 121 ▲5, 121 

24.積立金 I l．基金積立金

▲:2,-37」65！ ▲2,365 

10.需用 5. 光熱水費

▲1,700 

12.委託料 I.委託料

▲14,287 ▲14,287 

14. 工事請負費 1. 工事請負費

▲6,658 ▲6,658 

17. 備品購入費 1. 庁用器具費

▲828 ▲828 

24.積立金 1. 基金積立金

5,739 5,739 

24.積立金 1. 基金積立金

2, 295 2, 295 

12.委託料 1.委託料

▲9,559 ▲9,559 

14．工事請負費 ， 1. 工事請負費

▲37,068 ▲37,068 

概 要 説 明

1. 文化財保護管理経費

(1) 文化財管理委託料

ア．文化財管理用地竹林整備委託料

2. 文化財保存活用基金積立金

(1) 指定寄附金分

1. 分館 (8カ所）管理運営経費

(1)諸経費

光▲1,000

2. 分室 (6カ所）管理運営経費

(1)各種委託料

ア．分室4カ所建築物定期点検業務委託料

3. 施設維持補修経費

委 ▲9,263 T ▲6,658 

4. 図書館等巡回事業経費

委▲2,255

5. 図書館オンラインシステム運覚経費

(1) 図書情報管理事業費

委▲1,789備▲828

6. 中央図書館管理運営経費

(1)諸経費

光▲700

7. 子どもに本を届ける基金積立金

(1) 本年度積立分

(2) 指定寄附金分

(3) 基金利子分

▲5, 121 

▲5, 121 

▲1,000 

▲5, 121 

▲2,365 

▲2,365 

▲1,000 

▲980 

▲980 

▲980 

▲15,921 

▲2,255 

▲2,617 

▲2,617 

▲700 

▲700 

5,739 

260 

5,458 

21 

1. スポーツ振奥基金積立金

(1) 指定寄附金分

(2) 基金利子分

2, 295 

4

1

 
，
 

2
 
’
 

2
 

1. サプリ村野スホーツセンター管理運営経費

(1) 各種委託料

ア．実施設計委託料

(2)諸経費

▲16,508 

▲685 

▲685 

▲15,823 
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I 
補正額の財源内訳

款 項 目 計
I 
特 定 財 源

1 国府支出金 1 地 他 1

一般財源
方 債 そ の

I 

4．学校給食費 2,922,731 ▲35,004 2,887,727 5,096 

i I 

| 

I 

11,746,272 +——9 

| 

（款）
I 

I 

10．公債費 11, 489, 409 256,863 ▲439,932 696,795 

（項）
i 

(1)公債費 11,489,409 256, 8fi3 11, 7 46, 272 ▲439,932 696,795 

1.元 金 10,942,822 285,685 11,228,507 ▲433,956 719,641 

I 

2.利 546,587 | ▲28,822 517,765 ―| ▲5,976 ▲22,846 

I 

（款）

I 
1,822,720 333,548 2,156,268 ▲506,507 840,055 

（項）
I 

: 
I 

(1)諸 費 1,822,720 333,548 2,156,268 ▲506,507 840,055 

1．減債基金費 3,287 341,853 345,140 l, 968 339,885 

| 

I 
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（単位：千円）

口→節五―-［：旧

ロー

▲45,9921 1 委託▲::,992

14. ［事請負費 ］―[□-事請負費
▲10,335 ▲lo, 335 

| | -
18. 負担金補助及び 1. 負担金

＇ 交付金 1 

21, 3231 6, 955 

2.補助金

14,368 

！ 

I 

］ 

12.委託料

午

fl
名
曰
i

分
一
額

概 要 説 明

金

工▲15,823

2. スポーツ施設管理運営経費

(1)諸経費

委▲8,874エ▲21,245 

▲30, 119 

▲30, 119 

1. 施設管理経費

(1) 各種委託料

ア．調理場施設設備整備工事設計委託料

2. 第一学校給食共同調理場運営経費

(1)諸経費

工▲10,335 

3. 中学校給食における全員給食実施事業経費

(1) 配膳室整備設計委託料

(2) モニタリング等業務委託料

(3) 第一学校給食共同調理場改修工事設計委託料

4. 電カ・ガス・食料品等価格高騰重点支援経費

(1) 学校給食費支援事業費

補 14,368

5. 小学校給食無償化事業経費

負 6,955

▲6,969 

▲6,969 

▲6,969 

▲10,335 

▲10, 335 

▲39,023 

▲8,405 

▲3,324 

▲27,294 

14,368 

14,368 

6,955 

22. 償還金利子及び
割引料
285,685 

1. 償還金

285,685 

1. 長期債償還金 285,685 

22. 償還金利子及び
割引料

▲28, 8221 

I 

3. 利子及び割引料

▲28,822 

1. 長期債利子 ▲28,822 

24.積立金 1. 基金積立金

341, 853 I 341, 853 

1. 減債基金積立金

(1) 基金利子分

(2) 本年度積立分

341,853 

1,968 

339,885 
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補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源
一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

2．財政調整基金費 1,419,433 ▲149,545 1,269,888 ▲149,545 

I 

3．土地開発公社貸 400,000 ▲358,930 41,070 ▲358,930 
付金

5．士地開発基金費 500, 170 500,170 500, 170 

歳出合計 I 178, 188, 585 2, 615, 672 I I 180, 804, 257 ▲2,032, 777 3,183,300 ▲1, 115, 296 I 2,580,445 
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（単位：千円）

A艮丑日 細 紐艮fl 

区 八刀 区 ノ刀‘ 概 要 説 明

金 額 金 額

公4.積立金 1. 基金積立金 1. 財政調整基金積立金 ▲149,545 

▲149,545 ▲149,545 (1)基金利子分 6,279 

(2)指定寄附金分 ▲155,824 

20.貸付金 1.貸付金 1. 士地開発公社貸付金 ▲358,930 

▲358,930 ▲358,930 

27.繰出金 1.繰出金 1. 士地開発基金繰出金 500,170 

500, 170 500,170 

I 
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ムロ糸 与 費 明 細 圭
写

1. 一般職

(1) 総括

（単位：千円）

職員数 給 与 費

区分 共済費 ムロ 計 備 考

（人） 報 酬 給 料 職員手当 計

補正前
(2, 728) 

1,862 3, 180, 515 8,692,228 7,721,156 19,593,899 3,582,385 23, 176, 281 

補正額
(-） 

124, 719 124, 719 124,719 

補正後
(2, 728) 

1,862 :3, 180,,515 8,692,228 7,845,875 19,718,618 3,582,385 23, :101, 003 

------1--——----.--•--—--• -------•- l 

（注） 臨時的任川職員、任期付職員及び会計年度任用職員の職員数については、 （•一ー・〗外数とナる n

（単位： T-ド］）

区 刀I¥ 補 lE -月>ムIJ 補 」--Tに「 額 補 正 後

扶 義 手 当 171,612 171,612 

地 域 手 当 1,011,311 1, 011, 314 

通 勤 手 斗 221,393 221,393 

佑目 理 職 手 当 275,202 275,202 

時間外勤務手当 441, fi24 411, 624 

夜間勤務手当

職 員 手 門 特殊勤務手当 ti, 000 6,000 

(/） 内 訳 宿 日 直 『 、ミJし9l 

期 末 手 当 2, 551, 57:3 2, 551, 673 

勤 勉 F 当 2,091,894 2,094,894 

退 職 手 当 789, 153 124, 719 913,872 

住 居 手 当 137,798 1:37, 798 

教員特別手当 3,914 3,914 

初任給調整手当 4,662 4,662 

管理職員特別勤務手当 12,017 12,017 
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(2) 職員手当の増減額の明細

（単位：千円）

区分 増減額 増減事由別内訳 説 明 備 考

職員手当 124,719 1制度改正に

伴う増減分

2その他の 124,719 扶養手当

増減分 地域手当

通勤手当

管理職手当

時間外勤務手当

夜間勤務手当

特殊勤務手当

宿日直手当

期末手当

勤勉手当

退職手当 124,719 

住居手当

教員特別手当

初任給調整手当

管理職員特別勤務手当
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区 ノ刀＼ 

1. 普 通 債

(1)総 fマヵ女

(2)民 生

(3)衛 生

(4)農林水産業

(5) 商 工

(6) 土 木

(7) 消 防

(8) 教 云自

2. そ (/） 他

(1)地方税等
減収補填偵

(2)住民税等
減税補填債

(3)臨時財政
対策債

ノ 計ロ

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び

当該年度末における現在高の見込みに関する調書

当該年度中増減見込額

前前年度末 前年度末 当該年度中 当該年度中元金
現 在 高． 現在高見込額 起債見込額 償還見込額

補正前 51,900,837 54,820,774 7,693,100 5,406,738 

補正額 3, 156, 000 302,892 

補正後 51, 900, 837 54,820,774 10,849,100 5,709,630 

補正前 9,124,844 8,607,790 307,600 653,110 

補正額 ▲52,300 ▲876 

補正後 9,124,844 8,607,790 255,300 652,234 

補正前 2,222,683 2,297,801 748,500 202,987 

補正額 ▲143,700 16,610 

補正後 2,222,683 2,297,801 604,800 219,627 

補正前 4,829,074 5,015,723 1,082,966 836,711 

補正額 244,300 13,848 

補正後 4,829,074 5,015,723 1, 327, 266 850,589 

補正前 3,967 18,260 240 

補正額 18,000 73 

補正後 3,967 18, 2fi0 18,000 313 

補正前 170,350 163, 650 fi, 700 

補正額

補正後 170,350 1 63, 65(） 6,700 

補正前 19, 362, 12:3 20, 381, 136 3, 309, 100 1,908,890 

補正額 ▲244,900 139,501 

補王後 19, 362, 123 20, 381, 136 3,064,200 2,048,391 

補」［前 623,454 554,959 27,700 70, 172 

補正額 ▲1, 100 ▲]27 

補正後 623,454 554,959 26,600 70,045 

補忙前 15,564,342 17, 781,,155 2,217,234 1, 727, 898 

補正額 3,335,700 133, 8:33 

補正後 15,564,342 17, 781, 45:5 fi, 552, 934 1, 861, 731 

補正前 61, 893, 304 56,979,790 5,536,084 

補正額 ▲17,207 

補『後 61,893,304 56,979,790 5,518,877 

補正前 231,599 212,299 19,300 

補冗額 --

補正後 231,599 旦12,299 19,300 

補正前 228,772 101, 512 83,808 

補正額

補正後 228,772 101,512 83,808 

補正前 61,432,933 56,665,979 5,432,976 

補正額 ▲17,207 

補正後 61,432,933 56,665,979 5,415,769 

補正前 113, 794, 141 111, 800, 564 7, 693, 100 10,942,822 

柚正額 3,156,000 285,685 

補正後 113, 794, 141 111,800,564 10,849,100 11,228,507 

-100-

（単位：千円）

当該年度末
現在高見込額

57, 107, 136 

2,853,108 

59,960,244 

8,262,280 

▲51,424 

8,210,856 

2,843,314 

▲160,340 

2,682,974 

5,261,948 

230,452 

5,492,400 

18,020 

17,927 

35,947 

156,950 

156,950 

21, 781, 346 

▲384,101 

21, 396, 945 

512,487 

▲973 

511, 514 

18, 270, 79] 

3,201,867 

21,472,658 

51,443,706 

17,207 

51,460,913 

192,999 

192,999 

17,704 

17,704 

51,233,003 

17,207 

51,250,210 

108,550,842 

2,870,315 

111,421,157 



議案第94号参考資料

性質別経費内訳

款

(1)議会費

(2)総務費

(3)民生費

(4)衛牛費

(5)農林水崖業費

(6)商工費

(7)土木費

(8)消防費

(9)教育費

(l 0)公債費

(11)諸支出金

(12) J'備費

合 i |~ 

現計予算の内訳

サ惑公心 計

総計の構成比
（ ％ ） 

人件費 物件費 維持補修費

124,719 ▲691, 101 ▲58,568 

114, 427 ▲20,704 

▲200,574 ▲11, 803 

▲4,594 

▲213,971 

A9, 655 

▲166,355 416,361 

124,719 ▲1, 171, 823 325,286 

24,316,487 34,078,573 1,866,933 

24,441,206 32,906,750 2,192,219 

13. 5 18. 2 1. 2 
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（単位：千円）

投資的経費 そ の 他 合 計

423,490 ▲201,460 

▲32,720 ▲1, 117, 187 ▲1,056,184 

▲71,637 136, 772 ▲147,242 

▲3,890 ▲3,890 

▲38,792 ▲43,386 

432,470 ▲782,546 ▲564,047 

l 7, 88 l 8,226 

3, 756, 871 26,367 4,033,244 

256,863 256,863 

333,548 333,648 

4,084,984 ▲747,494 2,61~,672 

5,839,357 112, 087, 235 178, 188, 585 

9,924,341 111,339,741 180,801,257 

5.5 61. 6 100. 0 
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議案第 95号

令和 7年度大阪府枚方市国民健康保険特別会計補正予算（第 5号）

令和 7年度）く阪府枚ガ市国民健康保険特別会計補正予算（第 5号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条 歳入歳出予算の総領に、歳入歳出それぞれ 392,296-「円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ 37,986,759千円と定める。

2 歳入歳出f算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の合額は、

「第 1表 歳入寂出予算補正」による。

令和 8年 (20 2 6年） 2月 17日提出

枚方市長伏見 隆
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第 1 表 歳入歳出予算補正

9F 

成 入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

2. 府支出金 25,738,012 412,778 26,150,790 

(1)府補助金 25,738,012 412,778 26,150,790 

3. 財産収入 100 500 600 

(1)財産運用収入 100 500 600 

4. 繰入金 3, 627, 218 739,994 4,367,212 

(1) 一般会計繰入金 3,627,218 739,994 4,367,212 

5. 諸収入 905,782 ▲760,976 144,806 

(2)雑 入 872,782 ▲760,976 111, 806 

戚9 F 入 合 計 37,594,463 392,296 37,986,759 
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歳 出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1. 総務費 718,768 ▲1,078 717,690 

(1) 総務管理費 659,065 ▲1,078 657,987 

2. 保険給付費 25,081,403 415,483 25,496,886 

(1)療養諸費 21,419,491 415,483 21,834,974 

3. 保健事業費 393,962 ▲3,238 390,724 

(1) 特定健康診査等事業費 347,237 ▲3,238 343,999 

4. 国民健康保険事業費納 10,977,869 10,977,869 
付金

(1) 医療給付費分 7,925,473 7,925,473 

7. 基金積立金 31,744 500 32,244 

(1)基金積立金 31,744 500 32,244 

8. 予備費 308,217 ▲19,371 288,846 

(1)予備費 308,217 ▲19,371 288,846 

歳 出 合 計 37,594,463 392,296 37,986,759 
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歳入歳出補正予算事項別明細書
歳 入

I 
砂艮n 

款 項 目 補正前の額 補正額 計
区 ノ刀＼ 金 額

（款）
！ 

2．府支出金 25, 738, 012 412,778 26,150,790 

（項）

(1)府補助金 25,738,012 412, 778 26, 150, 790 I 

l．保険給付費等交付金 25,705,943 412,245 26, 118, 188 1. 保険給付費等交 412,245 
付金（普通交付
金）

2．事業助成補助金 32,069 533 32,602 1. 事業助成補助金 533 

I 

（款）
I 

3．財産収入 I 100 500 600 

（項）

1001 500 I l (I)財産運用収入 600 
I 

1．利―[及び配当金

i | ,oo I 500,1 I 600 1. 基金積立金判子' 500 
収入

| 

（款） I 

3, 627, 218 I I I I 4, 19i'i, 2 1 2 ！ 1 
I 

4．繰人金 739,994 
I 

（項）

::l, 627, 218 I (1)一般会計繰入金 739, 9911 4,367,212 

1．一般会計繰入金 3, 6四7,218 739, 99,1 4,367,212 1. ｛呆険基盤安定繰
I 入金（保険料軽

58,396 

減分）

2. 保険基盤安定繰 ▲75,913 
i 入金（保険者支
援分）

4. 事務費等分繰入 ▲1,078 
金

6. 未就学児均等割 ▲2,387 
保険料繰入金

10. 地方単独事業減 55,939 
額調整分

11. 支国保財政安定化 705,037 
援事業繰入金

（款）

5.諸収入 905,782 ▲760,976 144,806 
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（単位：千円）

細 砂只n
概 要 説 明

区 ノノJ＼ 金 額

1. 保険給付費等交付 412,245 l. 保険給付費等交付金（普通交付金） 412,245 
金（普通交付金）

1. 事業助成補助金 533 L 事業助成補助金 533 

1. 基金積立金利子収 500 1. 基金積立金剌子収入 500 
入

(1) 国民健康保険財政調整基金 500 

1. 保険基盤安険定繰軽入 58,396 
金（保料減

1. 保険基盤安定繰入金 （保険料軽減分） 58,396 

分） 2. 保険某盤安定繰入金 （保険者支援分） ▲75,913 

3. 事務費等分繰入金 ▲1,078 

1. 保険基盤安険定繰支入 ▲75,913 

金（保者援 II 
分）

4. 未就学児均等割保険料繰入金 ▲2,387 

5. 地方単独事業減額調整分 55,939 

1. 事務費等分繰入金 ▲1, 078 6. 国保財政安定化支援事柴繰入金 705,037 

1. 末険就料繰学入児金均等割保 1， ▲2,387 

1. 地方単独事業減額 55,939 
調整分

1. 国保財政安定化支 705,037 
援事業繰入金

I 
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節
款 項 目 補正前の額 補正額 計

区 /刀¥. 金 額

（項）

(2)雑 入 872,782 ▲760,976 111, 806 

3.雑 入 794,782 ▲760,976 33,806 1. 雑 入 ▲760,976 

歳 入 合 計 37,594,463 392,296 37,986,759 

I 
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（単位：千円）

細 節
概 要 説 明

区 ノ刀＼ 金 額

1. 雑 入 ▲760,976 1. 雑 入 ▲760,976 
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歳出

補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補 ,E 額 計 特 定 財 源
I 一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

（款）

1．総務費 718,768 ▲1,078 717,690 ▲1,078 

（項）
I I (1)総務管理費 659,065 ▲1,078 657,987 ▲1,078 

l．一般管理費 652,069 ▲1, 078 650,991 ▲1,078 

I 

（款）

25, 496, 886 I I 2．保険給付費 25,081,403 115,483 415,483 I I 

（項）
I 

I ， 

(1)療養諸費 21,419,491 415,483 21,834,974 415,483 

l．療養給付費 I 21,042,639 <115, 483 I 21,458,122 415,483 

I I 

（款）
I 

3．保健事業費 393,962 ▲3,238 390,724 ▲3,238 

（項）

(1)特定健康診査等 347,237 ▲3,238 343,999 ▲3,238 
事業費

1．特定健康診査等 347,237 ▲3,238 343,999 ▲3,238 
事業費

I 
| 

（款）

4．国民健康保険事 10,977,869 10,977,869 533 ▲760,976 760,443 
業費納付金

（項）

(1)医療給付費分 7,925,473 7,925,173 533 ▲760,976 I 760,443 

1．医療給付費分 7,925,473 7,925,473 533 ▲760,976 760,443 

I i 

（款）

7．基金積立金 31,744 500 32,244 500 

（項）
I 

(1)基金積立金 31,744 500 32,244 500 

l．基金積立金 31,711 500 32,244 500 

（款）

8．予備費 308,217 ▲19,371 288,846 ▲19,371 
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（単位：千円）

圧艮n 細 節

区 ／刀＼ 区 ノ刀＼ 概 要 説 明

金 額 金 額

12.委託料 1.委託料 1. システム標準化・共通化対応経費 ▲1,078 

▲1,078 ▲1,078 委 ▲1,078 

18. 負担金補助及び 1.負担金 1. 療養給付費負担金 415,483 
交付金
41s, 483 I I 115,483 

I 

18. 負担金補助及び 1.負担金 1. 事務経費 ▲3,238 
交付金
▲3,238 ▲3,238 負 ▲3,238 

（ 財 源 補 正 ） 

24.積立金 1. 基金積立金 1. 国民健康保険財政調整基金積立金 500 

500 500 
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補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源
一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

（項） I 

(1) f, 備費 308,217 ▲19, 371 288,846 ▲19,371 

l．予備費 308,217 ▲19,371 288,846 ▲19,371 

I 

歳 出合計 37,594,463 392,296 37,986,759 412,778 ▲760,476 739,994 
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（単位：千円）

節 細 節

区 八刀 区 八刀 概 要 説 明

金 額 金 額
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議案第 96号

令和 7年度大阪府枚方市介護保険特別会計補正予算（第 5号）

令和 7年度大阪府枚）j市介護保険特別会計補正予算（第 5号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補！E）

第 1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 150,974千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ 40,640,679千円と定める。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び門該区分ご‘どの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第 1表 歳入歳出予算補王」による。

令和 8年 (20 2 6年） 2月 17日提出

枚方市長伏見 隆
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第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1. 保険料 I 8,102,652 ▲46 8,102,606 

(1)介護保険料 8,102,652 ▲46 8,102,606 

2. 支払基金交付金 10, 384, 192 53,458 10,437,650 

(1)支払基金交付金 10,384, 192 53, 458 I 1 0, 4 3 7, 6 5 0 

3. 国庫支出金

(I)国庫位和金 1 

8,988,224 55, 635 I I 9,043,859 

6,822,068 44,493 6,866,561 

(2) 国庫補助金 ！ ！ 2, 166, 156 11, 142 2, 177, 298 

4. 府文出金
I 

5, 341, 161 19,851 5,361,012 

(1)府負担金
I 

5,072,791 19,851 5, 092, 5,12 

6. 繰人金 6,796,058 22,076 6, 818, 134 

(1) 一般会計繰人金 6, 117, 029 2旦， 076 6, 139, 105 

I 

歳 人 合 計 40,489,705 150,971 40,640,679 
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歳 出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計
I 

1. 総務費 855,052 855,052 

(1)総務管理費 585,656 585,656 

2. 保険給付費 36,545,343 197,988 36,743,331 

(1) 介護サービス笠諸費 33,499,050 179,091 33,678,141 

(2)介護予防サービス等諸 1,263,829 96. ， 665 ＇ I 1,360,494 
費

(3) 高額介護サービス等費 ' 1,201,844 27,337 1, 229, 181 

(4)特定入所者介護サービ 547,939 ▲97,931 450,008 
ス等費

i 

(5) その他諸費
I 

32,681 ▲7, 174 25,507 
i 

6, 基金積立金 563,439 ▲47,014 516,425 

(1)基金積立金 563,139 ▲17,014 516,425 

歳 出 ムロ 計 40,489,705 150,974 40,640,679 
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歳入歳出補正予算事項別明細書
歳入

節
款 項 目 補正前の額 補正額 計

区 ノ刀＼ 金 額

（款）

1.保険料 8,102,652 ▲46 s, 102,606 I 

（項）

▲46 I (1)介護保険料 8,102,652 8,102,606 

l．第 1号被保険者保険料 8,102,652 ▲46 8,102,606 1. 現年賦課分 ▲46 

I 

（款）

2．支払基金交付金
I 
10,384, 192 I 53,458 10, 437, 650 

I 

（項） I 

(1)支払基金交付金 10,384,192 53,458 10,437,650 

1.介護給付費交付金 9,867,243 53,458 9,920,701 L 現年度分 53,458 

（款）

I 3．国庫支出金 8,988,221 55, 635 ， | 9,043,859 

（項）

44,493 | l | 
(1)国庫負担金 6, s22, 068 I | 6,866,561 

l．介護給付砦負担金 6,822,068 44,493 6, 866, 561 I 1. 現年度分 44,493 

（項）

2,177,298 I I (2)国庫補助金 2, 166, 156 11, 142 

1．調整交付金 1,637,872 8,434 1, 616, :306 I I 1. 現年度分 8,434 

5．事務費補助金 2,000' 2,708 4,708 l. 事務費補助金 2,708 

（款）
I 

4．府支出金 5, 341, 161 19, 851' 5,361,012 

（項）

(1)府負担金 5,072,791 19,851 5,092,642 

1．介護給付費仕担金 5,072,791 19,851 5,092,642 1. 現年度分 19, 85 1 

I I 

（款）

I 

I 

6．繰人金 6,796,058 22,076 6,818,134 
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（単位：千円）

細 ＾ 艮n
概 要 説 明

区 ノ刀＼ 金 額

I 

1. 現年度分 ▲46 1. 現年度分 ▲46 

(1) 特別徴収分 ▲42 

(2) 粋辿徴収分 ▲4 

| 

| 

1. 現年度分 53,458 1. 現年度分 53,458 

l 
l 

！ 

| 
1. 現年度分 44,493 1. 現年度分 44,493 

I 
l 

I 

1. 現年度分

I 
8,434 1. 現年度分 8,434 

(1)介護給付費分 8,434 
I 

6. 介護保険事業費補 2,708 1. 介護保険事業費補助金 2,708 
助金

I 

I 

1. 現年度分 19,851 1. 現年度分 19,851 
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節
款 項 目 補正前の額 補正額 計

区 分 金 額

（項）

(1)一般会計繰人金 6, 117, 029 076 6,139,105 

1. .般会計繰入金 6, 117, 029 6, 139, 105 1. 介護給付費繰入 24,748 
金 I 

1. 事務費等分繰入！ ▲2,708 
金

5. 低所減得者保険料 36 
軽繰人金

歳 人 合 計 40,489,705 | 150,974 40,640,679 
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（単位：千円）

細 節
概 要 説

明

区 ／刀＼ 金 額

←・ 
1. 介護給付費繰入金 24,748 1. 介護給付費繰入金 24,748 

(1)現年度分 24,748 

2. 事務費等分繰入金 ▲2,708 
1. 事務費等分繰入金 ▲2,708 

3. 低所得者保険粋軽減繰入金 36 

(1)現年度分 46 

1. 低減所繰得入者金保険料軽 36 (2)遥年度分 ▲10 
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歳出

款項目

（款）

1.総務費

（項）

(1)総務管理費

1.一般管理費 585,656 

（款） ， 

I 

（項） 1 
(1)介護サーヒス等 I
諸費 i 

2．保険給付費

-

l

'

一

ー

I-

2

6

6

3

 

額

0

5

6

5

6

5

3

4

の

ふ

恥

L5

恥

L

3

8

8

4

 

前

8

5

5

5

正

凡

補

3

補正額

197,988 

計

855,052 

585,656 

補正額の財源内訳

特 定 財 源

8

8

 

0

0

 

7

7

 

9

9

 

2

2

 

▲2,708 

▲2,708 

3:1, 199, 050 179,091 

I 
36,713,331 

国府支出金 I地方債 Iその他

2,708 

一般財源

▲2,708 

:13, 678, 141 

8
 
7
 
7
 ，
 

り
9
}

r
i
 

65,833 

―

―

-

1

_

1

 

-

＿

-

lOO, 416 

90,831 

24,794 

22,127 

1.介護サービス等 I 33, 199, oso 
給付費

179, 091 ! -3ふ， ti78,141 65,833 90,831 22,127 

（項）

1, 360, 4911 I 35, 534 I 
i I 

(2)介護予防サービ‘ 1,263,829 96,665 49,046 I 12,08:i 
ス等諸費

l．介護予防サービ I 1,263,829 96, 66:i 1, 360, 494 I 35, 534 I -1 49, M6 I 12,085 
ス等給付費

1項） | 
l, 201, 844 27,337 1, 229, 1s1 I I (3)高額介護サービ 10,049 I •- 1 13, 869 I 3,419 

ス等費

1.高額介護サービ 1, 201, 844 ， 21, 337 I 1, 229, 1s1 I 10,049 -［  1 13,869 I 3,419 
ス等給付費

（項）

547,939 I ▲97,931 450,008 I (4)特定入所者介護 ▲36,000 一 ▲49, 691 I ▲12,240 
サービス等費

l．特定入所者介護 I S47, 939 ▲97, 931 I 450,008 ， ▲36, ooo i -1 ▲49, 691 I ▲12,240 
サービス等給付
費
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（単位：千円）

節 細 節

区 ／刀＼ 区 ノ刀＼ 概 要 説 明

金 額 金 額

（ 財 源 補 正 ） 

18. 負担金補助及び 1.負担金 1. 居宅介護サービス給付費負担金 ▲313, 160 
交付金
179,091 179,091 2. 施設介護サービス給付費負担金 481,062 

3. 居宅介護福祉用具購入費負担金 ▲8, 102 

4. 居宅介護住宅改修費負担金 ▲12, 711 

5. 居宅介護サービス計両給付費負担金 ▲58,090 

6. 地域密着型介護サービス給付費負担金 90,092 

18. 負担金補助及び 1.負担金 1. 介護予防サービス給付費負担金 94, 117 
交付金

96,665 96,665 2. 介護予防福祉用具購入費負担金 ▲2,318 

3. 介護予防住宅改修費負担金 ▲22,544 

4. 介護予防サービス計画給付費負担金 16,354 

5. 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 11, 056 

18. 負担金補助及び 1. 負 担金 1. 高額介護サービス費負担金 26,807 
交付金

27,337 27,337 2. 高額医療合算介護サービス費負担金 530 

18. 負担金補助及び 1.負担金 1. 特定入所者介護サービス費負担金 ▲97,931 
交付金
▲97,931 ▲97,931 
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款 項 H
 

補正前の額 補正

，
 
百^客 計 特

補正額の

定財

財源内訳
| 

源

（項）

(5)その他諸費
i 
| 

l.審査支払手数料

32, 681 ▲7,174 

32,681 i 

／ ／  

▲7, 17 4 

25, 507 1 
I 
し

25,507 

一般財源

|＇
|

i

.

1

'

ー

ー

5

5

5

 

2

2

2

 

1

4

4

 

9

9

9

 

6

6

6

 

l

l

l

 

l

,

3

1

,

3

L

3

 

国府支出金 1地方債 1その他

I 

▲2,638 I I 
―I ▲3, 639 I ▲897 

I I 

▲2,638 -！▲3,639 ▲897 

I 

―□-―9-+ 
ロ——• 47, 004 i ▲10 

| 

▲17, 004 

▲47,001 

▲10 

▲10 

歳出合計 40,489,705 

| 

150,974 I 40, 640, 679 75,486 I | 53, 412 22,076 
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（単位：千円）

／ 艮n 細 節

区 ／刀＼ 区 ノ刀＼ 概 要 説 明

金 額 金 額

＇ 
11.役務費 4.手数料 l. 大阪府国民健康保険団体連合会審査支払手数料 ▲7, 174 

▲7, 174 ▲7, 174 

I 
| 

24.積立金 l. 基金積立金 l. 介護給付費準備基金精立金 ▲47, 014 

▲47,014 ▲47,014 
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議案第 97号

令和 7年度大阪府枚方市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 5号）

令和 7年度大阪府枚方市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 5号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 503,039千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ 9,357,089千円と定める。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第 1表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第 2条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 21 3条第 1項の規定により翌年度に繰り越して使用す

ることができる経費は、 「第 2表 繰越明許費」による。

令和 8年 (20 2 6年） 2月 17日提出

枚方市長伏見 隆
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第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

l. 後期高齢者医療保険料 7,097,552 547,278 7,644,830 

(1)後期高齢者医療保険料 7,097,552 547,278 7,644,830 

2. 繰入金 1,651,966 ▲44,239 1,607,727 

(1)一般会計繰入金 1,651,966 ▲44,239 1,607,727 

歳 入 合 計 8,854, o5o I l 503,039 9,357,089 
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歳 出 （単位：「「］）

1 玲務款費 ［ 項 1 補正酌2::：, 1 補 ＿lE ▲7 ::9 [ 目+285 210 

I { i 

: I 

i 
i 

l 

I I I 

I I I 

I I 

！ 

I 

i i 

! i 

i : 

r-- -- ----ニ~---
i 

•専

i 
戚出合 ~

 
全

"L

I 

I 

I | 
| -

8,854,050 ~ら竺］ 9,357,089 
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第 2表繰越明許費

（単位：千円）

款 項 事 業 名 令 額

1.総務費 I(1)給務管鯉費 I後期高齢者亘寮醒子げ算：／入テム ー

i

八
す-3
 ’
 

2
 

C
J
 

ノー、
！ ］ 凶254 1 
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歳入歳出補正予算事項別明細書
歳入

I 節
款 項 目 補正前の額 補正額 計

i 区 /刀‘ 金 額
l 

（款）

l．後期高齢者医療保険料 7,097,552 547,278 7,644,830 

（項） l 

(1)後期高齢者医療保険料 7,097,552 547,278 7,644,830 

1.特別徴収保険料 3, 477, 736 148,009 I 3,625,7451 1. 現年賦課分 148,009 

2.普通徴収保険料 I 399,269 4,019,085 1. 現年賦課分 400, 911 

| 
I 

2. 滞納繰越分 ▲1,642 

［ 

i 
i 

（款）

1,651,966| [ | l •44, 2,19 ! l 

I 

2．繰人金 1, 607, 727 

（項）
I I I 

▲44, 239 I (1)一般会計繰人令 1, 651, 966 1, 607, 727 i I 

1.一般会計繰入金 1, 6fil, 966 ▲44,239 I, 007, 727 I I 事金務投等分繰人 I ▲7,429 

2. 保険基盤安定繰 ▲36, 810 
人合

歳 入 合 計 8,854,050 503,039 9,357,089 
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（単位：千円）

細 底艮「］

概 要 説 明
区 ／刀＼ 金 額

1. 現年度分 148,009 1. 現年度分 148,009 

(1)現年度分 148,009 

1. 現年度分 400,132 1. 現年賦課分 400,911 

(1)現年度分 400,132 

2. 過年度分 779 (2)過年度分 779 

2. 滞納繰越分 ▲1,642 

1. 滞納繰越分 ▲1,642 

1. 事務費等分繰入金 ▲7,429 1. 事務費等分繰入金 ▲7,429 

2. 保険基盤安定繰入金 ▲36,810 

l. 保険基盤安定繰入 ▲36,810 
金
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歳出

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特

補正額の

定財

財源内訳
I 

源

金地方債その他

1 | 1 ←- I I 

□--f 292,639| 1 

(1)総務管理費 1 

I I I I I I □ 7:： 1 :-：:： ロロ! -f--i ＿＿三▲7429
I I 

I I I I 

（款） J_——-~ : : : 
2．後期高齢者図療 8, 5117, 7361 

| 

510, 4681 9, ()丘8,204 1 - ！ -1 
広域連合納付伶

（項） I 

5 1 0, 4 6 81  9, 0 5 8, 2 0 4 I -

← ・… 
| ＿＿ 

510,4681 9,058,2041 ， 

I I 

(1)後期高齢者1ば療
広域連合納付金

8,547,736 

I 

]．後期高齢者1区療
広域連合納付金

8,547,736 

一般財源

l 

▲7,429 

5117, 278 

547,278 

▲36,810 

▲36,810 

547,278 ▲36,810 

I
 

I
 

歳出合叶

| 

8,854,050 503,039 9,357,089 547,278 

I 

▲44,239 

-132-



（単位：千円）

節

区
一
金

軋

区

クー
ー
—
-
,
'
；
9
9分

額 金

節

一

分

額

| 

12.委託料 1 1．委託料

▲2,349 ▲2, 3119 

18. 負担金補助及び l．貸担金
交付金
▲5,080 ▲5,080 

18. 負担金補助及び 1.負担金
交付金 I 
s10, 468 I s10, 468 

概 要 説 明

1. 後期高齢者［匹療電［計算システム経費 ▲2,349 

(1) システム機器改修委託料 ▲2,349 

2. ひらかたホイント関係経費 ▲5,080 

負 ▲5,080 

1. 大阪府後期高齢者医療広域連合負担金 510, 468 
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議案第 98号

令和 7年度大阪府枚方市水道事業会計補正予算（第 5号）

（総則）

第 1条令和 7年度大阪府枚方市水遺事業会計の補正f算（第 5号）は、次に定める

とごろによる。

（収益的収入及び支出）

第 2条令和 7年度大阪府枚方市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3条に

定めた収益的収入及び収益的支出の予定額を次のとおり袖正する。

収 入

（中位：千円）

科 目 既決予定額 袖正予定額I 計

第 1款 水道事業収益 6,850,362 ▲ 4, 856 | 6, 81ら， Fi06

第 2項 戸,mソ1 テ 翌牙- 外 収 フ．皿ヽ＼仁、． 1,049,646 ▲ 4, 856 | 1,044, 7SJO 

支 出

（印位．•千円）

科 t← ~ 1 既決］＇，定額 l袖正予定額 1 01-

第 1款 水遁事業費川 6, 113, 392 18,030 6, 131,422 

第 1項 J ‘9ロ.‘--I ’ - 業 費 用 5,652, 3:30 臼， 030 5,670,360 
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（資本的収入及び支出）

第 3条予算第 4条本人括弧古きを、 （買本的収入額が資本的支出額に対し不足する

額 3,861,623「円は、当年度消費税資本的収支調整額 511,867千「月、建設改良

積立金 888,108「円、当年度損益勘定留保資金 2,461,648千円で補てんする

ものとする 0) に改め、資本的収人及び文出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

（単位：千円）

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第 1款 資 本 的 収 入 4,150,765 250,585 4,401,350 

第 1項 企 業 債 3,332,000 ▲ 70,000 3,262,000 

第 3項 田 府 袖 助 金 381,000 21, 139 402,139 

第 5項 他 ヘ 計 出 資 金 283,965 299,446 583, 411 ヱ<

支 出

（単位：千円）

科 目 既決予定額 補正予定額 I 言ト

第 1款 氾貝て 本 的 支 出 7,840,975 421,998 I 8,262,973 
第 1項 建 設 改 良 費 5,910,621 421,998 I 6,332,619 
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（継続費）

第4条継続費（中宮浄水場更新事業(PPP・PFI)、中宮浄水場～春日受水場間送水管更新事業、

緊急輸送遥路内鋳鉄管更新事業）の総額、期間及び年割額を次のとおり改める。

（単位：千円）

款 項 事業名
補 正 目‘’1」 補 正 後

総 額 年度 年 割 額 、爪9公心 額 年度 年 割 額

令和 令和

3 3 

4 432,000 4 432,000 

中 r にロJ 
5 5 

浄水場

更新事業
18,250,000 

6 2,733,819 
19,350,000 

6 2,733,819 

(PPP・ PFI) 
7 1,366,181 7 3,356,969 

8 5,100,000 8 3,109,212 

， 8,618,000 ， 9,718,000 
6 898,100 6 898,100 

7 1,565,790 7 

中 宮
8 1, 573, 770 8 788,655 

資本的建設浄水場 ， 1,306,780 ， 1,003,953 
支 出 改良費 ～春日

受水場間
6,839,020 10 1,007,680 5,950,920 10 1,392,297 

送水管 11 157,300 11 1,538,315 
更新事業

12 138,100 12 138, 100 

13 127,300 13 127,300 

14 64,200 14 64,200 

7 7 117,000 

8 8 134,000 
緊急輸送

逍路 内
， ， 955,000 

鋳鉄管
2,744,000 

10 10 669,000 
更新事業

11 11 377,000 

12 12 492,000 
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（企業債）

第 5条予算第 7条に定めた起債の日的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次の

とおり改める。

（単位：千円）

起 債 の 目 的 区分 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

中宮浄水場更新事業 補正前 710,000 

（ PPP ． PFI ） 補正後 1,640,000 

補正罰 295,000 
送配水管更新事業 借入先の融資条件

補正後 354,000 による。ただし、

補正前 280,000 普通貸借 企業財政その他の
水管橋等更新事業 又 は 8％以内 都合により繰上償

補正後 199,000 証券発行 還又は、低利に借

中宮浄水場～春日受水場 補正前 1,066,000 り換えることがで
きる。

間送水管更新事業 補正後

緊急輸送道路内 補正前

鋳鉄管更新事業 補正後 88,000 

（注）借入れについては、翌年度に繰り越して借入れすることができる。

利率については、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構

資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。

（議会の議決を経なければ流用するごとのできない経費）

第6条予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

科 目 既決予定額 I補正予定額

（単位：千円）7 
1. 職員給与費 967,549 18,030 985,579 

（他会計からの補助金）

第 7条予算第10条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を424,731千円に

改める。

令和 8年 (20 2 6年） 2月 17日提出

枚方市長伏見 隆
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令和 7年度大阪府枚方市水道事業
1. 収益的収入

款 項 目 捕正前の額 補 正 額 計

水 道 事 業 収 益 6,850,362 ▲ 4,856 6,845,506 

営 業 外 収 益 1,049,646 ▲ 4,856 1,044, 790 

他会計補助金 429,587 ▲ 4,856 424,731 

収 入 合 言t 6,850,362 ▲ 4,856 6,845,506 
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会計補正予算説明書（第 5号）
（単位 ： 千円）

砂艮日

区 ノ刀＼ 金 額
概

他会計補助金 ▲ 4,856 1.他会計補助金

要 説

電カ・ガス・食料品等価格高騰

重点支援対応減免分

-139-

明

千円

▲ 4,856 



2. 収益的支出

款 項 目 補正罰の額 補 正 額 計

水 道 事 業 費 用 6, 113, 392 18,030 6, 131,422 

営 業 費 用 5,652,330 18,030 5,670,360 

総 係 費 321,004 18,030 339,034 

文 出 合 計 6, 113, 392 18,030 6, 131, 422 
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（単位 ： 千円）

節

区 ノプ＼］ 今平 額
概 要 説 明

千円

渇 職 給 付 費 18,030 l.人件費 18, 030 

追職給付引当金繰入額
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3. 資本的収入

款 項 目 補正前の額 補 正 額 計

資 本 的 収 入 4,150,765 250,585 4,401,350 

企 業 債 3,332,000 ▲ 70,000 3,262,000 

上水道施設改良
911, 000 930,000 1,841,000 

事 業 依

上水道事業債 2,421,000 ▲ 1,000,000 1,421, 000 

国 府 補 助 ノ立 381,000 21, 139 402,139 

国 府 袖 助 八立 381,000 21,139 402,139 

他 ム 計 出 資 金 283,965 299,446 583,411 コ=:

他会計 1l 1[ I 1 賓 金 283,965 299,446 583, 411 

収 入 合 計 4,150,765 250,585 4,401,350 
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た艮An 

区 ノ刀＼ 金 額

上水道施設改良
930,000 

事 業 債

上水道事業債 ▲ 1,000,000 

国 庫 捕 助 金 21,139 

他会計出資金 299,446 

（単位：千円）

概 要 説 明

千円

1.上水道施設改良事業債 930,000 

中宮浄水場更新事業 (PPP・PFI) 

1.上水道事業債 ▲ 1, 000, 000 

(1)送配水管更新事業 59,000 

(2)水管橋等更新事業 .._ 81, 000 

(3)中宮浄水場～春日受水場間送水管 ▲ 1,066,000 

更新事業

(4)緊急輸送道路内鋳鉄管更新事業 88,000 

1.国庫補助金 21, 139 

社会資本整備総合交付金

1.他会計出資金

(1) 中宮浄水場更新事業

(2)水道管路耐震化事業

299,446 

239,300 

60, 146 
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4. 資本的支出

款 項 目 補正前の額 補 正 額 計

只況て 本 的 支 出 7,840,975 421,998 8,262,973 

建 設 改 良 費 5,910,621 421,998 6,332,619 

建設改良事業費 1,667,075 ▲ 120,000 1,547,075 

中 官 浄 水 場
1, 366, 181 1,990,788 3,356,969 

更 新 事 業 費

中官浄水場～
1,565,790 ▲ 1,565,790 

春 日 受水場間
送水管更新事業費

緊急輸送道路内 117,000 117, 000 
鋳鉄管更斯事業費

支 出 合 至ロT’ 7,840,975 421,998 8,訊62,973
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（単位 ： 千円）

節
概 要 説 明

区 ノ刀＼ 金 額

千円

委 託 料 ▲ 30,000 1.委託料 ▲ 30,000 

配水管更新事業

2.工事請負費 ▲ 90,000 

工 事 請 負 費 ▲ 90,000 水管橋等更新事業

委 託 料 1,990,788 1.委託料 1,990,788 

中宮浄水場更新委託

工 事 請 負 費 ▲ 1,565,790 1.工事請負費 ▲ 1,565,790 

工 事 請 負 費 117,000 1.工事請負費 117,000 
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給与費明 細 書

ー 条怠
職 只仁コ 数 給 号 費

区 ノ刀＼ 
特 別織

一般職
法 定

ムロ 計
管理者その伯

（人）
報 酬 給 料 手 斗=f 計 福利費

（人） （人）

損益勘定
1 ， (14) 16,707 272,480 266,665 555,852 105,286 661, 138 

補 支弁職員 64 

正
資本勘定 (2) 

5, 158 139,051 110, 182 254,391 52,020 306,411 
支弁職員 35 

月‘/’J 
合 叶 1 ， (16) 21,865 411,531 376,847 810,243 lii7,306 967,549 

99 

損益勘定 (-) 
18,030 18,030 18,030 

補 支弁職員

止： 資本勘定
(--) 

支弁職員

額
合 叶

(-） 
18,030 18,030 18, 030 

担益勘定
l ， (14) 16, 707 272,480 284,695 573,882 105,286 679, 168 

補 支弁恥員 64 

正
資本勘定 (2) 

5, 158 139,051 110, 182 254,391 52,020 306, 411 
支芥職員 35 

後
合 叶 1 ， (16) 21,865 411, 5:31 394,877 828,273 157,306 985,579 

99 

括 （単位：千円）

※ 公計年度任用職員の職員数については、 （ ）外数とする。

※ 上卜水迅事業管理者の給料・手当・法定福判費については、丁水道事業会計と折半している。

区 ／/＼ J 袖 正 月‘’IJ 補 正 額 補 [1•ロ 後

扶 姜 手 こヽl』9 1 13,380 13,380 

地 域 手 刈=ii 48,376 48,376 

通 勤 手 当 9,729 9,729 

ゲEがi； 理 職 手 [ヽi 13,932 13,932 

手 当 の 白 p尺 時 間 外 勤 4芯ヵ欠 手 当 36,239 36,239 

特 殊 罰 rマん女 手 胄 316 346 

住 居 手 当 7,899 7,899 

期 末 手 lヽ] 109, 573 109,573 

勤 勉 手 当 89,795 89, 795 

追 職 給 付 費 47,578 18,030 65,608 

（単位：千口）

※ 迅職給付費については、退職給付引当金への燥人分。
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2.給料及び手当の培減額の明細

一般職

区分 増減額 増減事由別内訳

手 当 18,030 1. 制度改正に

伴う増減分

2. その他の 18, 030 

増減分

（単位：千円）

況 明 備 考

扶養 手 当

地 域 手 )二19i 

通 勤 手 当

管理職手当

時間外勤務手当

特殊勤務手当

住 居 手 当

期 末 手 当

勤 勉 手 ョヽU 

退職給付費 18,030 
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継 士
冗糸 費 に

継続費について前加事業年度末までの支払義務発生額、前事業年度末までの支払義務発生

全 体 計 画

款 項 事業名 同 芹

年 度 年 9
9
『

室ロ 国
補

債業企
百、各

財 源内訳

二：I冒こ事改立改：
補正罰の額

令3和［口三
捕正後の額

補正前の額

4 I補正額

捕正後の額

補正航の額

5 I補正額

袖正後の額

補正罰の額

6 I祖正額

432,000 380,000 

432,000 380,000 

2,733,819 1,460,000 107, 360 360,000 700,000 

資本的1建 設1中宮浄水場
支 出改良費

史新亨業
(PPP ・ Pf、I)

□:/ 
1,460,000 

710,000 

930,000 

1,610,000 

2,700,000 

l07, 360 360,000 

180,000 

700,000 

400,000 

385,947 

385,947 

253,912 口
8 Iネ胄正額I▲1,990,788 I▲1, 140, 000 ▲132,034 I A.57, soo I▲600,000 

／
口

l, 560,000 

4,680,000 

630,000 

5,310,000 

9,930,000 

420,000 

10,350,000 

8

8

 

7

6

 

8

0

 

9

9

 

l

3

 

2

2

 

l

l

 

12げ， 067

□46, 135 

484,340 

376,980 

861,げ20

612,500 

1,140,000 

l, 140,000 

2,350,000 

181,800 

2,531,800 

700,000 

2,400,000 

300,000 

2,700,000 

4,800,000 

100, 000 

4,900,000 
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関 す る 調 書

見込額及び当該事業年度以降の文払義務発生予定額並びに事業の進捗状況等に関する調書

（単位：千円）

前鮪年度末 罰年度末 当該年度 当該年度翌年度以 継続費の

ま で の までの支払 支払義務 末までの支 降の支払 総額に対 備 考

当 年 度 支払義務義務発生 発 生 払義務発化 義務発生 する進捗
損益勘定発 牛 額 （見込）額 予 定 額 予 定 額 予 定 額 率（％）
留保資金

逓次繰越

52,000 II 

432,000 

52,000 

325,125 325, 125 325, 125 1.8 II 

106,875 

325, 125 325, 125 325, 125 1. 7 

106,459 1,829,591 1,829,591 10. 0 II 

1,011, 103 

106,459 1, 829, 591 1,829,591 9.4 

76, 181 2,377,284 2,377,284 13. 0 

35,541 ], 990, 788 1,990,788 

111, 722 4,368,072 4,368,072 22.6 

176,088 5, 100, 000 

.A. 61, 254 ▲1,990,788 

114, 834 3, 109, 212 

274,932 -- 8,618,000 

46,933 1,100,000 

321,865 9,718,000 

685,660 325,125 2, 154, 716 2,377,284 4,532,000 13,718,000 24.8 

21,220 1,990,788 1,990,788 ▲890,788 

706,880 325, 125 2, 154, 716 4,368,072 6,522,788 12,827,212 33. 7 
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全 体 計 画

款 項 事業名 同 左 財 源 内 訳

年 I 支—~— 年 割 額 国 府 等 他 ム 計 建設改良
／ 且＿―― 業債

コニく

補 助 金 出資金等 積 旱， 金

補正酌の額 898,100 638,000 188,586 --

令和
補 正額
6 

補正後の額 898,100 638,000 188,586 

袢正罰の額 1,565,790 1,066,000 381,000 

7 補 正 額 ▲1,565,790 ▲1,066,000 ▲381,000 

補正後の額

補正加の額 1,573,770 986,000 478,000 

8 補 正額 ▲785, 115 A.468, 000 ▲394,500 129, 155 

浦正後の顎 788,655 518,000 83,500 129, 155 

捕正前の額 l, ：306, 780 857,000 35j, 000 

， 捕 正額 ▲302,827 ▲313,000 Al04, 600 150,006 

補正後の額 1,003,95げ 544,000 249,400 150,006 

中宮浄水場 補正罰の額 1,007,680 660,000 274,000 —~~• 

資本的 建設 ～春日受水
10 補 正 額 384,617 160,000 2,600 204,508 

支出 改艮費 場間迅水管
更祈事業 補正後の額 1,392,297 820,000 276,600 204,508 

補正罰の額 157,300 141,000 

11 補 正額 1, :381, Olら 1, 172, 000 78,800 

補正後の額 1, 5況8,315 1,313,000 78,800 

補正前の額 138, 100 124,000 

12 補 正 額 --

補正後の額 1:38, 100 124,000 

補三罰の額 127,300 111,000 

13 補 正 額

補王後の額 127,300 114,000 

補正罰の額 6,1, 200 57,000 

14 補 正 額

袖正後の額 64,200 57,000 

捕正罰の額 6,839,020 4,643,000 1,675,586 

捕 正 額 ▲888, 100 ▲515,000 A 798, 700 483,669 

補正後の額 5,950,920 4, 128, 000 876,886 483,669 
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（単位：千円）

前罰年度末 前年度末 当該年度 当 該年度翌年度以 継続費の

ま で 0) までの支払 支払義務 末までの支 降の支払 総額に対 備 考

当 年 度 支払義務義務発生 発 生 払義務発生義務発生 する進捗

損益胴定 発 生 額 （見込）額 予 定 額 予 定 額 予 定 額 率（％）
留保資金

71,514 逓次繰越

898, 100 

71,514 --~ 

118, 790 ‘̀― 2,463,890 2,463,890 36. 0 

▲118, 790 ▲1,565,790 ▲1, 565, 790 

898, 100 898,100 15. 1 

109, 770 1,573,770 

▲51,770 ▲785, 115 

58,000 788,655 

95,780 1,306,780 

▲35,233 ▲302,827 

60,547 1,003,953 

73,680 1,007,680 

17,509 384,617 

91, 189 1,392,297 

16,300 157,300 

130,215 1,381,015 

116,515 1,538,315 

14, 100 138, 100 

14, 100 138, 100 

13,300 127,300 

13,300 127,300 

7,200 64,200 

7,200 64,200 

620,434 2,463,890 2,463,890 4, 375, 130 36. 0 

▲58,069 ▲1,565,790 ▲1, 565, 790 677,690 

462,365 898, 100 898, 100 5,052,820 15. 1 
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全 体 計 画

弘士 9 , 項 事業名 固 左 財 源 内 訳

年 度 年 割 額 国 府 た寺← 他 ム 計 建設改良
企業債 コニ

補 助 金 出資金等 積 ヘ＼•9 [^• ． 金

補正前の顎

令和
補 正 額 117, 000 88,000 4,792 13,804 
7 

補正後の額 117,000 88,000 4,792 13, 80,1 

栢］白」0)額

8 袖 正 額 131, 000 61,000 1,750 13,756 

吋正後の額 131,000 61,000 1,750 1 3, 7 56 

補正罰の額

， 硝 正 額 955,000 696,000 36,000 145,530 

桐三後の額 955,000 696,000 36,000 145,530 

緊急諭送 補王甘［］の額

資本在j建 設 道 路 内
l O 徊 正額 669,000 4 77, 000 28,000 110,649 

支 出 改旦費鳳 メ寸レ；ノ牛→ ＼ A勺ヒ仁・Lコ←と

更 事業 袖正後の額 669,000 477,000 28,000 110, 649 

袖］［印摩

11 補 正 額 377,000 325,000 15,000 

哨正後の各且 377,000 325,000 15,000 

悼正前］）額

12 菊 王額 49'.-', 000 4]4, 000 20, 000 

菊［［後の額 492,000 424,000 20,000 

罰[[前の額

訃 袖 正類 2,744,000 2,071,000 105,542 283,739 

律止後の釦 2, 7H, 000 2,071,000 105, 542 283,739 
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（単位：ー「円）

罰飢年度末 罰年度末 当該年度 当該年度 翌年度以 紐続費の

ま で の までの支払 支払義務 末までの支 降の支払 総額に対 備 考

当 年 度 支払義務義務発生 発 生 払義務発生 義務発生 する進捗
損益嗣定発 牛 額 （見込）額 予 定 額 予 r疋—ゃ 額 予 定 額 率（％）
留保資金

10,404 117,000 117, 000 

10,404 117, 000 117, 000 4. 2 

57,491 134,000 

57,494 -•ヽ 134,000 

冒， 470 95丘， 000

77,470 955,000 

53,351 669,000 

53,351 669,000 

37,000 377,000 

37,000 •— 377,000 

48,000 492,000 

48,000 492,000 

283,719 117, 000 117,000 2,627,000 

283, 719 117,000 117, 000 2,627,000 4. 2 
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議案第99号

令和 7年度大阪府枚方市病院事業会計補正予算（第5号）

（総則）

第 1条 令和 7年度大阪府枚方市病院事業会計の補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入）

第 2条 令和 7年度大阪府枚方市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第 3条に定めた収益的

収入の予定額を次のとおり柚正する。

収 入

科 目 既 決 予 定額 補 正 予 定 額 計

第 1款病院事業収益 11,306,887千円 20,060千円 ll,326, 947千円

第 2項 医業外収益 1,619,098千円 20,060千円 1,639,158千円

（資本的収入及び支出）

第 3条 予算第4条本文括弧書きを（資本的収入額が資本的文出額に対し本足する額512,674千朽は、

当年度分消費税資本的収支調整額8,305千円、過年度分損益勘定留保資金504,369千円で袖てん

するものとする。）に改め、資本的収入及び文出の予定額を次のとおり袖正する。

収 入

科 日 既 決 予 、応ゴマ 額 補 正 予 定 額 計

第 1款 資本的収人 1,813,085 T且J ▲ 15,832 T日 1,797,253千円

第 2項企 -'オ、U,cミ 債 1, 3'.37, 600-「円 ▲ 7,200千門 1,330,400千「］

第3項補 助 金 8,632千「］ ▲ 8,632千円

支

出

科 目 既 決 f’ 定 額 補 正 予 J疋- 額 計

第 1款 資本的支出 2,323,787千円 ▲ 13,860千円 2,309,927千円

第 1項 建設改良費 1,378,621千円 ▲ ]3,860千円 1,364,761千ド］
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（企業債）

第4条 予算第6条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利子及び償還の方法を次のとおり改

める。

起債の目的 区分 阪度額 起債の方法 利率 償 埠、E3ユ の 方 法

補正前 846,500千円 借入先の融資条件による。
普通貸借 但し、病院財政の都合によ

医療機器等整備事業 又 は 8％以内 り償還期限を短縮し、若し

補正後 839,300千円
証券発行 くは繰上償還、又は低利に

借換えすることができる。

（注） 借入れについては、翌年度に繰り越して借入れすることができる。

利率については、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構

資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。

令和 8年 (20 2 6年） 2月 17日 提出

枚方市長伏見 隆
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令和 7年度大阪府枚方市

1. 収益的収入

款 項 目 補正仙の額 補王額 計

(1) 病 院 事業収益 11, 306, 887 20,060 11,326,947 

2. 医 業 外 収 益 1,619,098 20,060 1,639, 158 

3.補 助 金 39,964 20,060 60,024 

収 人 〈ロ、 計 11, 306, 887 20,060 11,326,917 
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病院事業会計補正予算設明書（第5号）

（単位：千円）
k艮kド

区 ノ刀＼ 金 額
概 要 説 明

千円

1. 国庫補助金 283 

国 庫 補 助 金 283 地域診療情報連携推進事業費補助金

2. 府袖助金 19,777 

府 補 助 金 19,777 (I) 医療施設等経常強化緊急支援 13,400 

事業費補助金

(2) 医療機関等物価高騰対策一時 7,169 

支援金

(3) 新型インフルエンザ患者入院 ▲ 792 

医療機関設備整備事業補助金
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2. 資本的収入

款 項 目 補止前の額 補正額 計

(l) 資 本 的 収 入 1,813,085 ▲ 15,832 1,797,253 

2. 企 業 偵 1,337,600 ▲ 7,200 l, 330,400 

1.企 業 1,337,600 ▲ 7,200 l, 330,400 

3. 補 助 令 8,632 ▲ 8,632 

1.補 助 金 8,632 ▲ 8,632 

収 入 合 叫ロ~ 1,813,085 ▲ 15,832 l, 797,253 
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（単位：了円）
K艮AH 

区 ノ刀‘ 金 額
概 要 説 明

千円

1.企業債 ▲ 7,200 

企 業 債 ▲ 7,200 医療機器等整備事業

1. 国庫補助金 ▲ 6,579 

国 庫 補 助 金 ▲ 6,579 医療提供体制整備交付金

2. 府補助金

府 補 貼 金 ▲ 2,053 新型インフルエンザ患者入院 ▲ 2,053 

医療機関設備整備事業補助金

-159-



3. 資本的支出

款 項 目 補正前の額 補正額 計

(1) 資 本 的 支 出 2,323,787 ▲ 13,860 2,309,927 

1. 建 設 改 良 費 1,378,621 ▲ 13,860 1,364, 761 

1.資 産 購 入 費 887,521 ▲ 13,860 873,661 

----

-一又{ - I l,' 合 計 2,323,787 ▲ 13,860 2,309,927 
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（単位：千円）
A艮AH 

区 ノ刀＼ 金 額
概 要 説 明

千円

1. 医療器具及び備品購入費 ▲ 13,860 

医療器具及び備品購入費 ▲ 13,860 
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議案第 100号

令和7年度大阪府枚方市下水道事業会計補正予算(第5号)

(総則)

第1条令和7年度大阪府枚方市下水道事業会計の補正予算 (第5号) は、次に定める 

と こ ろによ る。

(収益的支出)

第2条 令和7年度大阪府枚方市下水道事業会計予算 (以下「予算」という。)第3条に 

定めた収益的支出の予定額を次のと お り 補正する。

支 出

(単位: 千円)

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第1談 下水道事業費用 12,180, 238 146, 044 12,326, 282

第1項 営 業 費 用 11, 081, 963 146, 044 11,228,007

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第 4 条本文括弧書き を、 (資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 

3,663,351千円は、当年度消費税資本的収支調整額 190,958千円、減債積立金91,015 

千円、過年度損益ﾡ定留保資金3,381,378千円で補てんするものとする。)に改め、 

資本的収入及び支出の予定額を次の とおり 補正する。
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収 入

（単位：千円）

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第 1款 資 本 的 収 入 5,299,402 ▲ 1, 187, 845 4, 111, 557 

第 1項 企 業 債 2,568,600 24,500 2,593,100 

第 2項 工 事 負 担 金 1,396,670 ▲ 1,224,273 172,397 

第 3項 国 府 補 助 金 338,456 11,928 350,384 

支 出

（単位：千円）

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第 1款 資 本 的 支 出 9,282,258 ▲ 1,507,350 7,774,908 

第 1項 整 価 事 業 費 813,345 ▲ 244,500 568,845 

第 2項 建設改良事業費 4,222,560 ▲ 1, 281, 154 2,941,406 

第 4項 固定資産購入費 215,723 18,304 234,027 

（継続費）

第 4条継続費（汚水公共下水道末普及地区整備事業、籐阪元町地区雨水管整備事業）の

総額及び年割額を次のとおり改める。

（単位：千円）

補正前 補正後
款 項 事業名

総額 年度 年割額 総額 年度 年割額

令和 令和

4 23,000 4 23,000 

5 339,020 5 339,020 

水公共
6 355,320 6 355,320 

整 i屑井 下 水 道
2,281,205 7 813,345 2,062,945 7 568,845 

事業費 末曽及地区

整備 業 8 739, 120 8 823,320 

資本的 ， 11,400 ， 263,320 
支 出

10 10 185,420 

11 11 4,700 

6 76,780 6 76,780 

設 藤阪元町 7 212,000 7 197,000 
改 良 地区雨水管 913,780 955,780 

事業費 整備事業 8 284,000 8 322,000 

， 341,000 ， 360,000 

-164-



（企業債）

第 5条予算第7条に定めた起債の目的、限度顎、起債の方法、和率及び償還の方法を次の

とおり改める。

（単位：千円）

起 債 の 目 的 区分 限度額 起債の方法 和率 償還の方法

補王前 2,367,000 

公共下水道整備事業

補正後
借入先の融資条件に

2,373,300 よる。ただし、企業
普通貸借又は

8％以内
財政その他の都合に

証券発行 より繰上償還又は、

補正前 201,600 低禾1]に借り換えるこ
とかでぎる。

流域下水道事業

補正後 219,800 

（注）借入れについては、翌年度に繰り越して借入れすることができる。

和率については、和率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構

資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。

令和 8年 (20 2 6年） 2月 17日提出

枚方市長伏見 隆
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令和 7年度大阪府枚方市下水道事業
1. 収益的支出

款 項 目 補正前の額 補 正 額 計

下水道事業費用 12,180,238 146,044 12,326,282 

営 業 費 用 11,081, 963 146,044 11,228,007 

資 産 減 耗 費 45,364 146,044 191,408 

支 出 合 計 12,180,238 146,044 12,326,282 
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会計補正予算説明書（第 5号）
（単位： 千円）

＾ 艮n 概
区 ノ刀＼ 金 額

固定資産除却費 146,044 1.固定資産除却費
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千円

146,044 



2. 資本的収入

款 項 目 補正前の額 補 正 額 計

資 本 的 収 入 5,299,402 ▲ 1,187,845 4,111,557 

企 業 債 2,568,600 24,500 2,593,100 

公共下水道事業債 2,367,000 6,300 2,373,300 

流域下水道事業債 201,600 18,200 219,800 

工 事 負 担 金 1,396,670 ▲ 1, 224, 273 172,397 

工 事 負 担 ノ豆 1,396,670 ▲ 1,224,273 172,397 

国 府 補 助 金 338,456 11,928 350,384 

国 府 補 助 八並 338,456 11,928 350,384 

収 入 合 計 S, 299,402 ▲ 1, 187,845 4,111,557 
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（単位： 千円）

砂艮日

概 要 説 明
区 ノ刀＼ ノ豆 額

千円

公共下水道事業債 6,300 1.公共下水道事業債 6,300 

汚水公共下水道事業

流域下水道事業債 18,200 1.流域下水道事業債 18, 200 

(1)淀川左岸流域下水道事業 3,000 

(2)寝屋川北部流域下水道事業 15,200 

その他工事負担金 ▲ 1,224,273 1.その他工事負担金 ▲ 1,224,273 

連続立体交差事業分

国 庫 補 助 金 11,928 1.国庫補助金 11, 928 

社会資本整備総合交付金

ア．汚水公共下水道補助金 9,400 

イ．雨水公共下水道補助金 2,528 
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3. 資本的支出

款 項 目 補正前の額 補 正 額 計

資 本 的 支 出 9,282,258 ▲ 1,507,350 7,774,908 

整 備 事 業 費 813,345 ▲ 244,500 568,845 

汚水公共下水道
813,345 ▲ 244,500 568,845 

末普及地区整備事業費

建設改良事業費 4,222,560 ▲ 1, 281, 154 2,941,406 

汚水改良事業費 850,540 ▲ 121,764 728,786 

由水改良事業費 2,287,455 ▲ 1,144,400 1, 143, 055 

藤阪元町地区
212,000 ▲ 15,000 197,000 

国水管忙備事業費

固定資産購入費 215,723 18,304 234,027 

無形固定資産購入費 205,523 18,304 223,827 
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吟艮日

区 ノ刀＼ ヘ並 額

委 託 料 ▲ 24,500 

工 事 請 負 費 ▲ 109,000 

負 担 金 ▲ 82,000 

補 償 費 ▲ 29,000 

委 託 料 ▲ 13,200 

工 事 請 負 費 ▲ 98,554 

捕 償 費 ▲ 10,000 

委 託 料 3,800 

工 事 請 負 費 ▲ 45,500 

負 担 金 ▲ l, 102,700 

用 地 費 ▲ 15,000 

収、rE JI I 左 岸
3,082 

流域下水道費

（単位： 千円）

概 要 説 明

千円

1.委託料

家屋調査委託 ほか

2.工事請負費

津田元町3丁目汚水管布設工事 ほか

3.負担金

支障等移設工事負担金

4.補償費

移設工事補償等

▲ 24,500 

▲ 109,000 

▲ 82,000 

▲ 29,000 

l.委託料 ▲ 13,200 

(1)実施設計委託 ▲ 19,400 

(2)管路施設耐震診断調査業務委託 6,200 

2.工事請負費 ▲ 98,554 

連続立体交差事業に伴う汚水管移設工事

3.補償費 ▲ 10,000 

移設工事補償費

l.委託料 3,800 

管路施設耐震診断調査業務委託

2.工事請負費 ▲ 46,500 

連続立体交差事業に伴う雨水管移設工事

3.負担金 ▲ 1, 102, 700 

雨水管整備工事（連続立体交差事業分）

l.用地費 ▲ 15,000 

1.淀川左岸流域下水道事業建設負担金 3,082 

2.寝屋）1［北部流域下水道事業建設負担金 15,222 
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款 項 目 補正前の額 補 正 額 計

支 出 ヘ 計 9,282,258 ▲ 1,507,350 7,774,908 仁］
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節

区 ／刀＼ ノ迂と 額
l 

寝 屋 JI I 北 部
15,222 

流域下水道費

l 

（単位： 千円）

概 要 説 明

千円
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継 土
冗糸 費 に

継続費について煎前事業年度末までの支払義務発生額、前事業年度末までの支払義務発生

全 体 計 画

款 項 事業名
同 左 財 源

年 度 年割額
企業債

国 府 他会計
補助金 出資金等

補正前の額 23,000 20,700 
令和
補 正 額

4 
補正後の額 23,000 20,700 

補正航の額 339,020 302,700 15,000 

5 補 正 額

補王後の額 339,020 302, 700 15,000 

補主前の額 355,320 299,600 25,600 

6 補 正 額

補正後の額 355,320 299,600 25,600 

補王前の額 813,345 689,300 86,600 

7 補 正 額 ▲244,500 ▲196,600 ▲25,980 

補正後の額 568,845 492,700 60,620 

汚水公共 補正罰の額 739, 120 616, 100 55,550 

資本的支出 整備事業費
下水這

8 補 正 額 84,200 85. 600 ▲17,550 
末普及地区
整備事業 補正後の額 823, :320 701,700 38,000 

補正罰の額 l l, 4 (） 0 10,200 ， 字甫 正 額 251,920 203,800 25,500 

補王後の額 263, :320 214,000 25,500 

補正前の額

10 補 正 額 185,420 155, 100 13,000 

補正後の額 185,420 155, 100 13,000 

補正前の額

11 補 正 顎 4,700 4,200 

補正後の額 1,700 -1, 200 

補正前の額 2, 281, 205 1, 938, 600 182, 750 

計 補 正 額 281,740 252, 100 ▲5,030 

補正後の額 2,562,945 2, 190, 700 177,720 
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関 す る 調 書

見込額及び当該事業年度以降の支払義務発生予定額並びに事業の進捗状況等に関する調書

前前年度末 前年度末 当該年度 当該年度 翌年度以 継続費の
内 訳 ま で の までの支払 支払義務 末までの支 降の支払 総額に対

備 考
建設改良

当平度慎 支社義務 義務発生 発 生 払義務発生 義務発生 ずる進捗

積立金
益勘定留 発生額 （見込）額 予 定 額 予 定 額 予 定 額 率（％）
保資金

2,300 7,840 7,840 7,840 0 3 逓次繰越

15, 160 

2,300 7,840 7,840 7,840 0. 3 

21,320 219,148 219,148 219, 148 9. 6 II 

135,032 

21,320 219, 148 219,148 219, 148 8. 6 

30,120 113,359 113,359 5. 0 II 

376,993 

30, 120 113, 359 113,359 4.4 

37,445 1, 190, 338 1, 190, 338 52. 2 

▲21,920 ▲244,500 ▲244,500 

15,525 945,838 945,838 36. 9 

67,470 739, 120 

16, 150 84,200 

83,620 823,320 

1,200 11, 400 

22,620 251,920 

23,820 263,320 

17,320 185,420 

17,320 185,420 

500 4,700 

500 4,700 

159,855 226,988 340,347 1, 190, 338 1, 530, 685 750,520 67. 1 

34,670 ▲244,500 ▲244,500 526,240 

194,525 226,988 340,347 945,838 1,286,185 1,276,760 50. 2 

（単位：千円）
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全 体 計 画

款 項 事業名
同 左 財 源

年 度 年割額
企業債

国 府 他会計
補助金 出資金等

補正前の額 76,780 73,000 3,780 
令和
補 正 額

6 
補正後の額 76,780 73,000 3,780 

補正前の額 212,000 169,600 35,000 17,400 

7 補 正 額 ▲15,000 ▲15,000 

補王後の額 197,000 l 4 4, 6 0 0 35,000 17,400 

藤阪元町
補正前の額 28,t, 000 219,600 45,000 19,400 

資仁的支出
連設改良

地区雨水管 8 補 正 額 :38, 000 50,500 ▲12,500 
事業費

整備事業
補正後の額 322,000 270, 100 32,500 19,400 

哺正前の額 341, 000 2:34, 900 90,000 16, 100 

， 補 正 額 19,000 59,000 ▲40,000 

補正後の額 360,000 293,900 50,000 16, 100 

補正前の額 913,780 687, 100 170,000 56,680 

計 補 正 額 42,000 94,500 ▲52,500 

補正後の額 965,780 781,600 117,500 56,680 
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（単位：千円）

前前年度末 前年度末 当該年度 当該年度翌年度以 継続費の
四 訳 ま -ヽ の までの支払 支払義務 末までの支 降の支払 総額に対 備 考

建設改良
当年度損 又払義務 義務発生 発 生 払義務発生 義務発生 する進捗

積立金
益勘定留 発生額 （見込）額 予 定 額 予 定 額 予 定 額 率（％）
保資金

750 750 0. l 逓次繰越

76,030 

750 750 0. 1 

288,030 288,030 31. 5 

▲15,000 ▲15,000 

273,030 273,030 28. 5 

284,000 

38,000 

322,000 

341, 000 

19,000 

360,000 

750 288,030 288,780 625,000 31. 6 

▲15,000 ▲15,000 57,000 

750 273,030 273,780 682,000 28. 6 
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議案第 101 号

枚方市工場立地法地域準則条例の制定について

次のとおり枚方市工場立地法地域準則条例を制定するにつぎ、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 8 年 (2026年） 2 月 17 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 上場立地法に基づく緑地及び環境施設の整備に係る肛準等を定めるため。
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枚方市条例第 号

枚方市工場立地法地域準則条例

（趣旨）

第 1条 この条例は、工場立地法（昭和34年法律第24号。以下「法」という。）第4条の 2第 1項

の規定に基づく法第4条第 1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則及び特定エ

場の周辺環境への配慮に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第 2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

（適用区域）

第 3条 この条例は、次に掲げる区域に遁用する。

(1) 都市計画法（昭和43年法律第100号）第 8条第 1項第 1号の準工業地域（以下「準工業地

域」という。）の区域

(2) 都市計画法第 8条第 1項第 1号の工業地域及び工業専用地域（以下「工業地域等」とい

う。）の区域

（緑地の面積の敷地面積に対する割合）

第4条 緑地の面積の敷地面積に対する割合（以下「緑地面積率」という。）は、次の各号に掲げ

大

厚

る区域の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。ただし、［場立地法施行規則（昭和49年農

通

運

蔵省

生省

林 省令第 1号）第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第 1号卜に掲げる

商産業省

輸省

旅設と重複する土地及び同令第 3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑

地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地の面積に算入することができない。

(1) 準工業地域の区域 100分の10以上

(2) 工業地域等の区域 100分の 5以上

（環境施設の面積の敷地面積に対する割合）

第 5条 環境施設の面積の敷地面積に対する割合は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各

号に定める割合とする。

(1) 準工業地域の区域 100分の15以ト

(2) 工業地域等の区域 100分の10以上

（敷地が 2以上の区域にわたる場合における規定の適用）

第 6条 特定工場の敷地が準工業地域若しくは工業地域等の区域又はそれら以外の区域のうち 2以

上の区域にわたる場合における第4条及び前条の規定の適用については、それぞれの区域におい
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て当該敷地が占める面積の割合（以下「敷地割合」という。）につき、準工業地域の区域又はエ

業地域等の区域の敷地割合が最も高い場合には、最も高い割合の区域に係る規定を当該敷地の全

部について適用し、それら以外の区域の敷地割合が最も高い場合には、当該敷地の全部について

適用しない。

（周辺環境への配慮）

第 7条 第 4条又は第 5条の規定の適川を受ける特定工場を設置し、又は設置しようとする者は、

緑地の質的な充実、環境負荷の低減及び当該特定工場の周辺地域の生活環境の保全に積極的に寄

与するよう努めるものとする 3

（委任）

第 8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

1 この条例は、令和 8年4月 1日から施行する。

2 昭和49年 6月28日に設置されている特定工場又は設置のための工事が行われている特定工場に

おいて、生産施設の而積の変更（生産施設の面積の減少を除く。）が行われるときの第 4条の規

定に適合する緑地の面積及び第 5条の規定に適合する環境施設の面積の算定は、規則で定める方

法により行うものとする。
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手圭安kゲ
畷不弟 102 万ロ

枚方市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について

次のとおり枚方市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例を制定するにつき、

地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 8 年 (2026年） 2 月 17 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 特定乳児等通園支援事業の運営に閃ずる基準を定めるため。
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枚方市条例第 号

枚方市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

目次

第 1章総則（第 1条ー第 3条）

第 2章 利用定員に関する基準（第4条）

第 3章 運営に関する基準（第 5条ー第33条）

第4章雑則（第34条）

附則

第 1章総則

（趣旨）

第 1条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）第54条

の3において準用する法第46条第 2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業（特定乳児等通

面支援（法第30条の20第 1項に規定する特定乳児等通面支援をいう。以下同じ。）を行う事業を

いう。以下同じ。）の運営に関ずる基準を定めるものとする。

（定義）

第 2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

（一般原則）

第 3条 特定乳児等通園支援事業者（法第54条の 3に規定する特定乳児等通園支援事業者をいう。

以下同じ。）は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保隠者の経済的負担の軽減について滴切

に配慮された内容及び水準の特定乳児等通蘭支援の提供を行うことにより、全ての子どもが健や

かに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指さなければならない。

2 特定乳児等通園支扱事業者は、その提供する特定乳児等辿固支抜を禾1」用する支給対象小学校就

学泊子ども（法第30条の14に規定する支給対象小学校就学前了とどもをいう。以下同じ。）の意思

及び人格を尊重して、常に当該支給対象小学校就学前子どもの立場に立って特定乳児等通園支援

を提供するように努めなければならない。

3 特定乳児等通園支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した洲営を行い、都道府県、

市町村、特定教育・保育施設等（法第27条第 1項に規定する特定教育・保育崩設及び法第29条第

1項に規定する特定地域別保育事業者をいう。以下同じ。）、他の特定乳児等通園支援事業者、

地域子ども・子育て支援事業（法第59条に規定する地域子ども・子育て支拭事業をいう C 以下同

じ。）を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は椙祉サービスを提供する者との密

接な遮携に努めなければならない。

4 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支扱を利用する支給対象小学校就

学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うと

ともに、特定乳児等通園支援事業者が特定乳児等通園支援事業を行う事業所（以下「特定乳児等

通園支援事業所」という。）の職員に対し、研修の実施その他の拮罹を講ずるよう努めなければ
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ならない。

第 2章利用定員に関する基準

第4条 特定乳児等通園支援事業者は、 1時間当たりの利用定員（法第54条の 2第 1項の確認にお

いて定めるものに限る。次項において同じ。）を定めるものとする。

2 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子ども（法第30条の16に規定する乳児等支

援給付認定子どもをいう。以下同じ。）が当該特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等

通園支援を利用する時間数、特定乳児等通園支援事業所が開所する日数及び時間その他の事情を

考慮して 1月当たりの利用定員を定めるものとする。

第 3章運営に関する基準

（面談）

第 5条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園支援の利

用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳児等通園支援を提

供しようとするときに、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況及び当該乳

児等支援給付認定子どもの養育環境を把握するため、当該保諄者との面談（映像及び音声の送受

信により相手の状態を相互に認識しながらする通話を含む。）を行わなければならない。

2 特定乳児等通園支援事業者は、仙項の面談を行うに当たっては、あらかじめ、第20条に規定す

る運営規程の概要、職員の勤務の体制、第13条の規定により当該特定乳児等通園支援事業者が支

払を受ける費用に関する事項その他の提供する特定乳児等通園支援に関する重要事項を記載した

文書を同項の保護者に対して交付しなければならない。

3 特定乳児等通園支援事業者は、第 1項の面談において、前項の重要事項を説明し、当該申込み

に係る特定乳児等通園支援の提供について保護者の同意を得なければならない。

（正当な理由のない提供拒否の禁止）

第6条 特定乳児等通圃支援事業者は、乳児等支援給付認定保護者（法第30条の15第3項に規定す

る乳児等支援給付認定保護者をいう。以下同じ。）から利用の申込みを受けたときは、正当な理

由がなく、これを拒んではならない。

（あっせん及び要請に対する協力）

第7条 特定乳児等通園支扱事業者は、その提供する特定乳児等通園支援の利用について法第54条

の3において準用する法第54条第 1項の規定により市が行うあっせん及び要請に対し、できる限

り協力しなければならない。

（乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認）

第 8条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園支援の利

用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳児等通園支援を提

供するに際し、乳児等支援給付認定保護者から法第30条の15第 3項に規定する乳児等支援支給認

定証の提示を受けたときは、子ども・子育て支援法施行規則（平成26年内閣府令第44号）第28条

の24各号に掲げる事項を確認するものとする。

（乳児等支援給付認定の申請に係る援助）

第9条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定（法第30条の15第 1項の認定をいう。
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以下この条において同じ。）を受けていない保護者から利用の申込みがあった場合は、当該保護

者の意思を踏まえて速やかに乳児等支援給付認定の申請が行われるよう必要な援助を行わなけれ

ばならない。

（心身の状況等の把握）

第10条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の提供に当たっては、乳児等支援給付

認定子ども及びその保護者の心身の状況、当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境、他の特定

乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通面支援の利用状況その他の教育・保育等（法第56

条第 1項に規定する教育・保育等をいう。）の利用の状況の把握に努めなければならない。

（特定教育・保育施設等との連携）

第11条 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等において継続的に提供される法第27

条第 1項に規定する特定教育・保育及び法第29条第 1項に規定する特定地域型保育との円滑な接

続に資するよう、乳児等支拭給付認定子どもに係る情報の提供その他特定教育・保育施設等との

密接な連携に努めなければならない。

（特定乳児等通園支援の提供の記録）

第12条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を提供した際は、提供した日時、時

間、内容その他必要な事項を記録しなければならない。

（支払）

第13条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領（法第30条の20第5項（法第30条の21第 3項

において準用する場合を含む。）の規定により市が支払う特定乳児等通園支援に要した費用の額

の一部を、乳児等支援給付認定保護者に代わり特定乳児等通園支援事業者が受領することをい

う。次条において同じ。）を受けないときは、乳児等支援給付認定保護者から、当該特定乳児等

通園支援に係る特定乳児等通園支援費用基準額（法第30条の20第3項に規定する額をいう。次項

において同じ。）の支払を受けるものとする。

2 特定乳児等通圏支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園支援の提供に当

たって、当該特定乳児等通園支捩の質の確保及び向上を図る上で必要であると認められる対価に

ついて、当該特定乳児等通園支援に要する費用として見込まれるものの額と特定乳児等通園支援

費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を乳児等支援給付認定保護者か

ら受けることができる。

3 特定乳児等通園支援事業者は、 H打2項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園支援において

提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を乳児等支援給付認定保護者か

ら受けることができる。

(1) 日用品、文房具その他の特定乳児等通園支援に必要な物品の購入に要する費用

(2) 特定乳児等通圏支援に係る行事への参加に要する費用

(3) 食事の提供に要する費用

(4) 特定乳児等通園支援事業所に通う際に提供される便宜に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援において提供される便宜に要する費用のう

ち、特定乳児等通園支援の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、乳児等支
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援給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの

4 特定乳児等通園支援事業者は、前 3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用の額を支

払った乳児等支援給付認定保護者に対し、当該費用に係る領収証を交付しなければならない。

5 特定乳児等通園支援事業者は、第 2項及び第 3項の金銭の支払を求める際は、あらかじめ、当

該金銭の使途及び額並びに乳児等支援給付認定保護者に金銭の支払を求める理由について書面に

よって明らかにするとともに、乳児等支援給付認定保護者に対して説明を行い、文書による同意

を得なければならない。ただし、同項の規定による金銭の支払に係る同意については、文書によ

ることを要しない。

（乳児等支援給付費の額に係る通知等）

第14条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領により特定乳児等通園支援に係る乳児等支援

給付費の支給を受けた場合は、乳児等支援給付認定保護者に対し、当該乳児等支援給付認定保護

者に係る乳児等支援給付費の額を通知しなければならない。

2 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領を行わない特定乳児等通園支援に係る費用の額の

支払を受けた場合は、その提供した特定乳児等通園支援の内容、利用時間、費用の額その他必要

と認められる事項を記載した特定乳児等通園支援提供証明書を乳児等支援給付認定保詭者に対し

て交付しなければならない。

（特定乳児等通園支援の取扱方針）

第15条 特定乳児等通園支援事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年厚生

省令第63号）第35条の規定に基づき保育所における保育の内容について内閣総理大臣が定める指

針に準じ、乳児等通園支援事業（児童福祉法（昭和22年法律第164号）第 6条の 3第23項に規定

する乳児等通園支援事業をいう。）の特性に留意して、支給対象小学校就学前子ども及びその保

護者の心身の状況等に応じて、特定乳児等通園支援の提供を遮切に行わなければならない。

（特定乳児等通園支援に関する評価等）

第16条 特定乳児等通園支援事業者は、自らその提供する特定乳児等通園支援の質の評価を行い、

常にその改善を図らなければならない。

2 特定乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表し、常

にその改善を図るよう努めなければならない。

（相談及び援助）

第17条 特定乳児等通園支援事業者は、常に乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状

況並びに当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境の的確な把握に努め、当該乳児等支援給付認

定子ども及びその保護者に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を

行わなければならない。

（緊急時等の対応）

第18条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、現に特定乳児等通園支援の提供を行っているときに

乳児等支援給付認定了どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかにその保護者

又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

（乳児等支援給付認定保護者に関する市長への通知）
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第19条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を受けている乳児等支援給付認定子ど

もに係る乳児等支援給付認定保護者が偽りその他不正な行為によって乳児等支援給付費の支給を

受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市長に通知しなければなら

なし＼

（運営規程）

第20条 特定乳児等通園支援事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程

（第23条において「運営規程」という。）を定めておかなければならない。

(1) 特定乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針

(2) 提供する特定乳児等通園支援の内容

(3) 職員の職種、員数及び職務の内容

(4) 特定乳児等通固支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日

(5) 第13条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、支払を求める

理由及びその額

(6) 第4条第 1項の規定により定める 1時間当たりの利用定員

(7) 特定乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に当たっての留意

事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) 罰各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項

（勤務の体制の確保等）

第21条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対し、適切な特定乳児等通園

支援を提供することができるよう、特定乳児等通園支援事業所ごとに職員の勤務の体制を定めて

おかなければならない。

2 特定乳児等通菌支援事業者は、特定乳児笠通園支援事業所ごとに、当該特定乳児等通園支援事

業所の職員によって特定乳児等通園支援を提供しなければならない。ただし、特定乳児等通園支

援の提供に直接影轡を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等迎園支援事業所の職員の資質の向上のために、その

研修の機会を確保しなければならない。

（利用定員の遵守）

第22条 特定乳児等通園支援事業者は、第4条第 1項の規定により定める 1時間当たりの利用定員

を超えて特定乳児等通園支援の提供を行ってはならない。

（掲示等）

第23条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の見やすい場所に、運営規程の

概要、職員の勤務の体制、第13条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用

の額その他の利用の申込みをした者の特定乳児等通園支援事業所の選択に資すると認められる重

要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信
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されるごとを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放

送に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければならない。

（乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則）

第24条 特定乳児等通園支援事業所においては、乳児等支援給付認定子どもの国籍、信条、社会的

身分又は第13条の規定による支払の状況によって、差別的取扱いをしてはならない。

（虐待等の禁止）

第25条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、乳児等支援給付認定子どもに対し、児童福祉法第33

条の10第 1項各号に掲げる行為その他当該乳児等支援給付認定子どもの心身に有害な影響を与え

る行為をしてはならない。

（秘密保持等）

第26条 特定乳児等通園支援事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た

乳児等支援給付認定子ども又はその家族（以下この条及び第29条において「乳児等支援給付認定

子ども等」という。）の秘密を漏らしてはならない。

2 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通圃支援事業所の職員であった者が、正当な理由が

なく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども等の秘密を漏らすことがないよう、必要な

措置を講じなければならない。

3 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等、他の特定乳児等通園支援事莱者、地域

子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、乳児等支援給付認定子どもに関する情

報を提供する際には、あらかじめ文書により当該乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給

付認定保護者の同意を得ておかなければならない。

（情報の提供等）

第27条 特定乳児等通固支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を刹用しようとする乳児

等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が、その希望を踏まえて適切に特定乳児

等通園支援事業者を選択することができるように、その提供する特定乳児等通園支援の内容に関

する情報の提供を行うよう努めなければならない。

2 特定乳児等通園支援事菜者は、当該特定乳児等通園支援事業者について広告をする場合におい

て、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。

（利益供与等の禁止）

第28条 特定乳児等通割支援事業者は、利用者支援事業（法第59条第 1号に規定する事業をい

う。）その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者（次項において「利用者支援事業者等」と

いう。）、教育・保育施設、地域型保育事業者（地域型保育を行う事業者をいう。同項において

同じ。）若しくは乳児等通園支援事業者（乳児等通園支援を行う事業者をいう。同項において同

じ。）又はその職員に対し、支給対象小学校就学前子ども又はその家族に対して当該特定乳児等

通園支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならな

し‘
゜
2 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業者等、教育・保育施設、地域型保育事業者若し

くは乳児等通園支援事業者又はそれらの職員から、支給対象小学校就学前子ども又はその家族を
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紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

（苦情への対応等）

第29条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児等支援給付

認定子ども等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置

する等の必要な措置を講じなければならない。

2 特定乳児等通園支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録し

なければならない。

3 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児等支援給付認定

子ども等からの苦情に関して市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

4 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関し、法第30条の13におい

て準用する法第14条第 1項の規定により市が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは

提示の命令又は当該市の職員からの質間若しくは特定乳児等通園支援事業所の設備若しくは帳簿

書類その他の物件の検査に応じ、及び乳児等支援給付認定子ども等からの苦情に関して市が行う

調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要

な改善を行うよう努めなければならない。

5 特定乳児等通園支採事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告

しなければならない。

（地域との連携等）

第30条 特定乳児等通園支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等

との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

（事故の発生の防止及び発生時の対応）

第31条 特定乳児等通菌支援事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置

を講じなければならない。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号の規定による報告の方法等が記載された事故の発生の防止

のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに全る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告さ

れ、その分析を通じた改善策を職員に周知徹直する体制を整備すること。

(3) 事故の発生の防止のための委員会の開催及び職員に対する研修を定期的に行うこと。

2 特定乳児等通面支拭事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支援の提供

により事故が発生した場合は、速やかに市及び当該乳児等支援給付認定了どもの家族等に連絡を

行うとともに、必疫な措置を講じなければならない。

3 特定乳児等通園支援事業者は、蘭項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し

なければならない。

4 特定乳児等通園支｝え事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通固支援の提供

ドより賠償すべき事故が発牛した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

（会計の区分）

第32条 特定乳児笠通い］支拉事業者は、特定乳児等近園支援事業の会計をその他の事業の会計と区
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分しなければならない。

（記録の整備等）

第33条 特定乳児等通面支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員、設備及び会計に関する

諸記録を整備しておかなければならない。

2 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支援の提供

に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から 5年間保存しなければならない。

(1) 第12条の規定による特定乳児等通園支援の提供の記録

(2) 第15条に定める取扱方針に基づく特定乳児等通園支援の提供に当たっての計画

(3) 第19条の規定による市長への通知に係る記録

(4) 第29条第 2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第31条第 3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第4章雑則

（電磁的記録等）

第34条 特定乳児等通園支援事業者は、記録、作成、保存その他これらに類するもののうち、この

条例の規定において書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図

形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同

じ。）により行うことが規定されているものについては、当該書面等に代えて、当該書面等に係

る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式

で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）

により行うことができる。

2 特定乳児等通園支援事業者は、この条例の規定による書面等の交付又は提出については、当該

書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等の交付又は提出に代えて、第4

項で定めるところにより、乳児等支援給付認定保護者の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事

項（以下「記載事項」という。）を電子情報処理組織（特定乳児等通園支援事業者の使用に係る

電子計算機と、乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した

電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

であって次に掲げるもの（以下「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場

合において、当該特定乳児等通園支援事業者は、当該書面等を交付し、又は提出したものとみな

す。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

イ 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と乳児等支援給付認定保護者の使用に

係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機

に備えられたファイルに記録する方法

ロ 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記

載事項を電気通信回線を通じて乳児等支援給付認定保護者の閲覧に供し、乳児等支援給付認

定保護者の使用に係る電子計算機に備えられた当該乳児等支援給付認定保護者のファイルに

当該記載事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申
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出をする場合にあっては、特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられた

ファイルにその旨を記録する方法）

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもって調製するファイルに記載事

項を記録したものを交付する方法

3 前項各号に掲げる方法は、乳児等支援給付認定保護者がファイルヘの記録を出力することによ

り文書を作成することができるものでなければならない。

4 特定乳児等通園支援事業者は、第 2項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あら

かじめ、当該記載事項を提供する乳児等支援給付認定保護者に対し、その用いる次に掲げる電磁

的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第 2項各号に規定する方法のうち特定乳児等通園支援事業者が使用するもの

(2) ファイルヘの記録の方式

5 前項の規定による承諾を得た特定乳児等通向支援事業者は、当該乳児等支援給付認定保護者か

ら文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該

乳児等支援給付認定保護者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただ

し、当該乳児等支援給付認定保護者が再び罰項の規定による承諾をした場合は、この限りでな

し‘

6 第 2項から前項まての規定は、この条例の規定による書面等による同意の取得について準用す

る。この場合において、第 2項中「書面等の交付又は提出」とあり、及び「書面等に記載すべき

事項（以下「記載事項」という。）」とあるのは「書面等による同意」と、 「第4項」とあるの

は「第 6項において準用する第4項」と、 「提供する」とあるのは「得る」と、 「古面等を交付

し、又は提出した」ともるのは「古面等による同意を得た」と、 『糾載事項を」とあるのは「同

意に関する事項を」と、 「捷供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、 「受げない」とあるの

は「行わない」と、 「交付する」とあるのは「得る」と、第 3項中「罰項各号」とあるのは「第

6項において準用する伯項各号」と、第4項各号列記以外の部分中「第 2項」とめるのは「第 6

項において準用する第 2項」と、 「記載事項を提供しよう I とあるのは「同意を得よう」と、

「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようとずる」と、同項第 1号中「第 2項各号」と

あるのは［第 6項において準用する第 2坦各号」と、前坦中「前項」とあるのは「次項において

準用する詞項」と、 「提供を受けない」とあるのは「1五」息を行わない」と、 「記載事項の提供J

とあるのは「この条例の規定による書面等による同宣の取得」と読み替えるものとする。

附則

この条例は、令和 8年4月 1日から施行する。
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議案第 103 号

枚方市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について

のとおり枚方市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正するにつき、地方自治法（昭和22年

法律第67号）第96条第 L項第 1 規定［こより議会の議決を求める。

令和 8 年 (2026年） 2 月 17 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 補償基礎額を見直すため。

-191-



枚方市条例第 号

枚方市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

枚方市消防団員等公務災害補償条例（昭和40年枚方市条例第39号）の一部を次のように改正す

る。

第 5条第 2項第 2号中「9,700円」を「10,000円」に改め、同号ただし書中「14,500円」を

「15,000円」に改め、同条第 3項中「100円」を「433円」に、 「に該当する扶養親族については 1

人につき383円を、第 3号から第 6号」を「から第 5号」に改め、同項中第 1号を削り、第 2号を

第 1号とし、第3号から第6号までを 1号ずつ繰り上げる。

別表団長及び副団長の項中「12,900円」を「13,340円」に、 「13,700円」を「14,170円」に、

「14,500円」を「15,000円」に改め、同表分団長及び副分団長の項中「11,300」を「11,670」

に、 「12,100」を「12,500」に、 「12,900」を「13,340」に改め、同表部長、班長及び団員の項

中「9,700] を「10,000」に、 「10,500」を「10,840」に、 「11,300」を「11,670」に改める。

附則

1 この条例は、令和 8年4月 1日から施行する。

2 改正後の第5条第2項及び第 3項並びに別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき

事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年

金、障害補償年金及び遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という。）について滴用し、同日

前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び同日前に支給すべき事由

の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従節の例による。
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議案第 103 号参考資料

枚方市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について

主要な改王部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

（補償基礎額） （補償基礎額）

第 5条 ［略］ 第 5条 ［略］

ー

1

9

3

|

2 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。

(1) ［略］

(2) 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置

従事者（以下「消防作業従事者等」という。）が消防作業等に従事し、

若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによ

り死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、

若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによ

る負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合

には、 10,000円とする。ただし、その額がその者の通常得ている収入

の日額に比して公正を欠くと認められるときは、 15,000円を超えない

範囲内においてこれを増額した額とすることができる。

3.  

事者等（以下「非常勤消防団員等」という。）の事故発生日において、他

次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤消防団員又は消防作業従

に生計のみちがなく主として非常勤消防団員等の扶養を受けていたもの

を扶蓑親族とし、扶養親族のある非常勤消防団員等については、前項の

規定による金額に、第 1号に該当する扶養親族については 1人につき位g

旦を、第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については

それぞれ加算して得た額をもって補償基礎額とす1人につき217円を、

る。

2 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。

［略］(1) 

(2) 消防作業従事者、救急業務協力者杵しくは水防従事者又は応急措置

従事者（以下「消防作業従事者等」という。）が消防作業等に従事し、

若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによ

り死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、

閉しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによ

る負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合

には、 9,700円とする。ただし、その額がその者の通常得ている収入の

日額に比して公正を欠くと認められるとぎは、 14,500円を超えない範

囲内においてこれを増額した額とすることができる。

3 次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤泊防団員又は消防作業従

事者等（以下「非常勤消防団員等」という。）の事故発生日において、他

に牛計のみちがなく主として非常勤消防団員等の扶養を受けていたもの

を扶養親族とし、扶蓑親族のある非常勤消防団員等については、前項の

規定による金額に、第 1号に該当する扶獲親族については 1人につき凶0

口を、第2号に該当する扶養親族については 1人につき383円を、第3号

から第 6号までのいずれかに該当する扶義親族については 1人につき

217円を、それぞれ加算して得た額をもって補償基礎額とする。

山配偶者（婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 1日（現行）

る者を含む。）

(＼ 1) ［略］ こ ［略］

凶 ［略J 凶 L略J

凸 ［略］ 凸 ［略J

凸 ［略］ 凸 ［略］

凸 ［略］ 凸 ［略J

4 ［略］ 4 ［略］

別表補償基礎額表（第 5条関係） l別表補償某礎額表（第5条閉係）
•~- -9..  

勤務年数 勤務年数

|194| 

階 級 10年以上 間 級
10年未満

20年未満
20年以上 10年末満

団長及び副団長 13,340円 14, 170円 15,000円 団長及び副団長 12,900円

9 分団長及び副分団長 11,670 12,500 13,340 分団長及び副分団長 11, 300 

部長、班長及び団員 10,000 10,810 11,670 部長、班長及び団員 9,700 

備考 ［略］ 備考 ［略］



議案第 104 号

枚方市基金条例の一部改正について

次のとおり枚方市基金条例の一部を改正するにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条

第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 8 年 (2026年） 2 月 17 日提出

提案理由

1 枚方市ひらかた万博推進基金を廃止するため。

2 枚方市こども施策推進基金を設けるため。

3 枚方市士地開発基金の額を増額するため。
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枚方市条例第 号

枚方市基金条例の一部を改正する条例

枚方市基金条例（昭和59年枚方市条例第25号）の一部を次のように改正する。

別表 1の表枚方市ひらかた万博推進基金の項を削り、同表に次のように加える。

枚方市こども施策推進 Iこども施策を推進する事業費に充てるため。
基金

別表 2の表枚方市土地開発基金の項中「71,545万円」を「121,562万円」に改める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表 1の表枚方市ひらかた万博推進基金の項を削

る改正規定は、令和 8年4月 1日から施行する。
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議案第 104 号参考資料

枚方市基金条例の一部改正について

主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現 行）

別表（第 1条関係）

1 特定の目的のために財産を維持し、又は資金を積み立てる基金

I 名9/v/ I パ、設＼ハ□＼いり／［▽／/, ／いパvVvVI
枚方市まち・ひと・し

ごと創生基金

|

1

9

7
ー

［略］

枚方宿地区賑わい創

出基金

［略］

枚方市スポーツ振興

基金

［略］

枚方市こども施策推 1こども施策の推進に係る事業費に充てるた

進基金 竺←
2 特定の目的のために定額の資金を運用する基金

名 称 設置の 目 的 基金の額

枚方市水洗便所等改 ［略］ ［略］

造資金融資基金

枚方市上地開発基金 公用若しくは公共用に供し、 121! 562万円

又は公共の利益のため供す

る土地をあらかじめ取得す

別表（第1条関係）

1 特定の目的のために財産を維持し、又は資金を積み立てる基金

I 名 称 1 設置の目的 I 
ッ’V¥‘¥／ /,’¥f/V¥／¥／＼，へ▽へ／＼／＼＼、ヘノ＼／ゾ、J /^  / J ノ＼へ9¥／¥／¥／＼/＼/、／‘/v'/▽ハ ，へ／ッ'‘、へv ¥ V¥‘  ゾ＼／＼，＼，‘、

枚方市まち・ひと・し

ごと創生基金

枚方市ひらかた万博

推淮基金

枚方宿地区賑わい創

出基金

［略］

ひらかた万博を推進する事業費に充てるた

め
゜
［略］

枚方市スポーツ振興

基金

［略］

2
 
特定の目的のために定額の資金を運用する某金

名 称 設置の 目 的 基金の額

枚方市水洗便所等改 ［略］ ［略］

造資金融資基金

枚方市士地開発基金 公用若しくは公共用に供し、 71,545万円

又は公共の利益のため供す

る土地をあらかじめ取得す



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） ［日（現行）

るのに要する貴令の貸付け るのに要する資令の性付け

に充てるため (9
： 

に充てるため。
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議案第 105 号

枚方市職員給与条例等の一部改正について

次のとおり枚方市職員給与条例等の一部を改正するにつき、地方自治法 (昭和22年法律第67号) 

第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

令和 8 年 (2026年) 2月17 日 提出

枚方市長 伏見 隆

提案理由

1 教育職に係る給料月額を改定するため。

2 義務教育等教員特別手当等を見直すため。
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枚方市条例第 号

枚方市職員給与条例等の一部を改正する条例

（枚方市職員給与条例の一部改正）

第 1条 枚方市職員給与条例（昭和23年枚方市条例第103号）の 部を次のように改正する。

第33条第 2項中「19,100円」を「8,600円」に、 「職務の級、第41条の 2第 1項に規定する任

期付常勤職員及び第41条の 3第 1項に規定する任期付短時間勤務職員にあっては号給」を「、職

務の級」に、 「応じて、」を「応じ、規則で定める校務類型に係る業務の困難性その他の事情を

考慮して」に改める。

第34条の 6第 1項中「である者」の次に「及び指導改善研修被認定者（教育公務員特例法第25

条第 1項の規定による認定を受けた者であって、当該認定の日から同条第4項の認定の日までの

間にあるものをいう。）」を加え、 「100分の 4」を「100分の 5 （幼稚園に勤務する教育職員に

あっては、 100分の 4) 」に改める。

第44条中「第24条第 1瑣、第25条第 1項又は第26条第 1項」を「第24条から第26条まで」に改

める。

第49条中「労働基準法」の次に「（昭和22年法律第49号）」を加え、 「同法施行規則」を「労

働基準法施行規則（昭和22年厚生省令第23号）」に改める。

別表第 5を次のように改める。
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別表第5 （第5条関係）
教育職給料表

職員の区分
＼職務
の級

1級 2級 3級

号給 給料月額 給料月額 給料月額
定年前再任用 1 214,600円 231,500円 320,000円
短時間勤務職 2 216,100 233,600 322,500 
員以外の職員 3 217,600 235,700 324,900 

4 219,100 237,700 327,500 
5 221,000 239,700 329,700 
6 222,900 242,200 331,900 
7 224,800 244,600 334,200 
8 226,700 247,000 336,700 ， 228,600 249,800 339,000 
10 230,700 252,600 341,300 
11 232,700 255,300 343,900 
12 234,600 257,900 346,200 
13 236,400 260,700 348,400 
14 238,900 262,300 350,100 
15 241,300 263,900 352,000 
16 243,800 265,400 354,000 
17 246,300 266,900 356,000 
18 248,900 267,300 358,100 
19 251,300 267,800 360,000 
20 253,700 268,300 361,800 
21 256,100 268,800 363,800 
22 257,700 269,700 365,900 
23 259,200 270,600 367,900 
24 260,700 271,500 369,800 
25 262,100 272,400 371,900 
26 262,400 273,600 373,400 
27 262,700 274,800 375,100 
28 263,100 275,900 376,700 
29 263,500 276,700 378,400 
30 264,200 279,300 380,000 
31 264,900 282,000 381,500 
32 265,600 284,700 383,000 
33 266,300 287,300 384,800 
34 267,200 289,400 386,600 
35 268,000 291,400 387,900 
36 268,800 293,300 389,400 
37 269,300 294,900 391,000 
38 270,800 296,600 392,500 
39 272,200 298,300 394,100 
40 273,600 300,100 395,700 
41 275,000 301,800 397,100 
42 275,700 303,700 398,500 
43 276,400 305,600 400,200 
44 277,000 307,500 401,900 
45 277,600 309,300 403,500 
46 278,500 310,500 405,300 
47 279,400 311,700 407,100 
48 280,200 312,800 409,000 
49 280,600 313,900 410,700 
50 281,400 315,900 412,400 
51 282,200 317,900 414,100 
52 283,000 319,800 415,700 
53 283,600 321,500 417,100 
54 284,400 323,400 418,400 
55 285,100 325,300 419,600 
56 285,700 327,200 420,800 
57 286,300 328,900 422,400 
58 287,000 330,900 423,600 
59 287,600 332,900 424,900 
60 288,100 334,800 426,200 
61 288,800 336,700 427,200 
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62 289,500 338,700 428,600 
63 290,200 340,700 429,900 
64 290,800 342,600 431,300 
65 291,500 344,500 432,300 
66 292,400 346,200 433,400 
67 293,300 347,900 434,600 
68 294,100 349,600 435,800 
69 295,000 351,400 436,600 
70 295,900 353,300 437,800 
71 296,700 355,200 439,000 
72 297,500 357,100 440,200 
73 298,200 359,000 441,100 
74 298,900 360,800 441,700 
75 299,600 362,700 442,300 
76 300,300 364,800 442,900 
77 300,900 366,400 443,600 
78 301,600 367,900 444,200 
79 302,400 369,300 444,800 
80 303,200 370,900 445,400 
81 303,900 372,500 445,800 
82 304,800 373,800 446,300 
83 305,600 375,200 446,800 
84 306,400 376,600 447,300 
85 307,200 378,000 447,600 
86 307,900 379,400 447,900 
87 308,500 380,800 448,200 
88 309,100 382,100 448,500 
89 309,700 383,500 448,900 
90 310,200 384,800 449,200 
91 310,700 386,000 449,500 
92 311,200 387,200 449,800 
93 311,600 388,400 450,000 
94 312,100 389,500 450,300 
95 312,600 390,600 150,600 
96 313,000 391,700 450,900 
97 313,400 392,600 451,200 
98 314,000 393,300 451,500 
99 314,600 394,200 451,800 
100 315,200 395,100 452,100 
1 0 l 315,800 396,100 452,400 
102 316,000 396,900 452,600 
103 316,200 397,700 452,800 
104 316,400 398,400 453,000 
105 316,700 399,200 453,200 
106 316,900 400,200 453,400 
107 3 ] 7, 1 0 0 401,100 453,600 
108 317,300 402,100 453,800 
109 317,り00 402,900 454,000 
110 317,700 403,900 454,200 
111 317,900 404,900 454,400 
112 318,100 405,900 454,600 
113 318,300 406,500 454,800 
114 318,600 407,400 
115 318,900 408,300 
116 319,200 409,200 
117 319,400 410,100 
118 319,700 410,900 
119 320,000 411,700 
120 320,200 412,500 
121 320,400 413,300 
122 320,600 414,100 
123 320,800 414,800 
124 321,000 415,600 
125 321,200 415,900 
126 321,400 416,300 
127 321,600 416,900 
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128 321,800 417,200 
129 322,000 417,700 
130 322,200 418,100 
131 322,400 418,700 
132 322,600 419,100 
133 322,800 419,400 
134 323,000 419,800 
135 323,200 420,200 
136 323,400 420,600 
137 323,600 421,000 
138 323,800 421,400 
139 324,000 421,800 
140 324,200 422,200 
141 324,400 422,600 
142 324,600 422,900 
143 324,800 423,200 
144 325,000 423,500 
145 325,200 423,700 
146 325,400 424,000 
147 325,600 424,300 
148 325,800 424,600 
149 326,000 424,900 
150 326,200 425,100 
151 326,400 425,300 
152 326,600 425,500 
153 326,800 425,700 
154 327,000 425,900 
155 327,200 426,100 
156 327,400 426,300 
157 327,600 426,500 
158 426,700 
159 426,900 
160 427,100 
161 427,300 

定年削再任用
短時間勤務職 190,000 229,680 273,520 
員

備考
1この表は、教育職員に適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員の給料月額は、この表の額に7,500円（定年
前再任用短時間勤務職員にあっては、当該額に勤務時閉条例第2条第4項の規定による当該職員の勤務時間
の数を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額（その数に10円未満の端数を生じたとき
は、 5円未満はこれを切り捨て、 5円以上はこれを10円に切り上げる。））をそれぞれ加算した額とする。
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第 2条 枚方市職員給与条例の一部を次のように改正する。

第12条の 4中「初任給調整手当」を「第一種初任給調整手当」に改め、同条の次に次の 1条を

加える。

第12条の 5 新たに採用された職員であって、採用の日において、当該職員に適用される給料表

の給料月額のうち第 5条第 5項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第 6条第 1項、

第 2項、第 4項及び第 5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額（定年即再任用短時

間勤務職員その他の規則で定める職員にあっては、規則で定める額）並びにこれに第19条第 2

項に規定する地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額（その額に 1円未満の端数を生じた

ときは、これを切り捨てる。）に12を乗じて得た額を 1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得

た数から休日に係る勤務時間数を減じた数で除して得た額（その額に50銭末満の端数を生じた

ときはこれを切り捨て、 50銭以上 1円未満の端数を牛じたとぎはこれを 1円に切り上げる。）

（次項において「特定額」という。）が、民間の賃金の最低基準を考慮して規則で定める額

（同項において「基準額」という。）を下回るものには、採用の日から規則で定める日までの

間、第□種初任給調整手当を支給する。
2 第二種初任給調整手当の月額は、規則で定めるとごろにより基準額と特定額との差額を月額

に換算した額とする。

3 第 1項の規定の適用を受ける職員以外の職員で、同項の規定により第二種初任給調整手当を

支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定めるものには、規則の

定めるところにより、飢 2項の規定に準じて、第二種初任給調整手当を支給する。

4 前 3項に規定するもののほか、第二種初任給調整手当の支給に閉し必要な事項は、規則で定

める。

第20条第 5項を同条第 6項とし、同条第4項の次に次の 1項を加える。

5 第 1項第 2号又は第 3号に掲げる職員で、自転車等の駐車のための施設（その所在地及び判

用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。）を利用し、その料合を負担することを常例

とするもの（規則で定める職員を除く。）の通勤手当の額は、航 2項の規定にかかわらず、市

長が別に定める額とする。

第27条の見出しを削り、同条第 1項中「伯直勤務」の次に「又は日直勒務」を加え、 「宿直手

当」を「宿日直手門」に改め、同条第 2項中「宿直手晋」を「宿日直手当」に、 「3,100円」を

「6,900円」に改め、同項に次のただし書を加える。

ただし、勤務時間が 5時間未満の場合は、その勤務 1回につき3,450円とする。

第27条第 3項を削り、同条第4項中「については、」を「は、宿直勤務にあっては」に改め、

「まで」の次に「、日直勤務にあっては通常執務日の登庁時から退庁時まで（執務が行われる時

間が通常執務日の執務時間のおおむね 2分の 1に相当する時間である日で市長が定める日の日直

勤務にあっては、当該執務日の退庁時から通常執務日の退庁時まで）」を加え、同項を同条第 3

項とし、同条第 5項を同条第4項とする。

第28条から第32条までを次のように改める。

第28条から第32条まで 削除
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第34条の 6第 1項中「100分の 5」を「100分の10」に改める。

第35条及び第41条の 4中「初任給調整手当」を「第一種初任給調整手当」に改める。

（一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正）

第 3条 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和27年枚方市条例第11号）の一部を次のよ

うに改正する。

第4条第 1項に次の 1号を加える。

(3) 職員が他の地方公共団体において児章福祉法（昭和22年法律第164号）第12条第 3項に規

定する業務に従事した場合

第4条第 2項中「300円」を「次の各号に定める額」に改め、同項に次の各号を加える。

(1) 前項第 1号又は第 2号に規定する業務 300円

(2) 前項第 3号に規定する業務 1, 000円

第5条第 1項第4号中「第10条」を「第11条」に、 「第14条第 1項」を「第15条第 1項」に改

める。

第12条第 2項の表 1の項中「罰項第 1号イ」を「第 1項第 1号イ」に、 「7時間45分」を「4

時間」に改め、同表 2の項中「罰項第 1号イ」を―第 1項第 1号イ」に改め、第 1号を削り、第

2号を第 1号とし、第 3号を第 2号とし、同表 3の項中「前項第 1号口」を F第 1項第 1号口」

に、 「1の項」を「 1の項第 1号」に、 「7,500円」を「8,000円」に改め、同表 7の項中憎打項

第 3号」を「第 1項第 3号」に改め、同項を同表 8の項とし、同表 6の項中「前項第 3号」を

「第 1項第 3号」に改め、同項を同表 7の項とし、同表 5の項中「前項第 2号」を「第 1項第 2

号」に改め、同項を同表 6の項とし、同表4の項中「罰項第 1号口」を「第 1項第 1号口」に改

め、同項を同表 5の項とし、同表 3の項の次に次のように加える。

口二：、［ニニ〗：二『：ロニ□—- 7,500円一

（枚方市会計年度任用職員の給与及ひ費用弁償に関する条例の一部改正）ー 一 j 
第4条 枚方市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年枚方市条例第 2号）

の一部を次のように改正する。

別表第 4を次のように改める。
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別表第4 （第4条関係）
教育職給料表

］級

給料月額
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236,4 
238,900 
241,30 
243,800 
246,300 
248,900 
251,300 
253,700 
256,100 
257,700 
259,200 
260,700 
262, 

279,400 
280,200 
280,600 
281,400 
282,200 
283,000 
283,600 
284,400 
285,100 

288,80 



62 289,500 
63 290,200 
64 290,800 
65 291,500 
66 292,400 
67 293,300 
68 294,100 
69 295,000 
70 295,900 
71 296,700 
72 297,500 

73 298,200 
74 298,900 
75 299,600 
76 300,300 
77 300,900 
78 301,600 
79 302,400 
80 303,200 
81 303,900 
82 304,800 
83 305,600 
84 306,400 
85 307,200 
86 307,900 
87 308,500 
88 309,100 
89 309,700 
90 310,200 
91 310,700 
92 311,200 
93 311,600 
94 312,100 
95 312,600 
96 313,000 
97 313,400 
98 314,000 
99 314,600 
100 315,200 
101 315,800 
102 316,000 
103 316,200 
104 316,400 
105 316,700 
106 316,900 
107 317,100 
108 317,300 
109 317,500 
110 317,700 
111 317,900 
112 318,100 
113 318,300 
1 14 318,600 
115 318,900 
116 319,200 
117 319,400 
118 319,700 
119 320,000 
120 320,200 
121 320,400 
122 320,600 
123 320,800 
124 321,000 
125 321,200 
126 321,400 
127 321,600 
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128 321,800 
129 322,000 
130 322,200 
131 322,400 
132 322,600 
133 322,800 
134 323,000 
135 323,200 
136 323,400 
137 323,600 
138 323,800 
139 324,000 
140 324,200 
141 324,400 
142 324,600 
143 324,800 
144 325,000 
145 325,200 
146 325,400 
147 325,600 
148 325,800 
149 326,000 
150 326,200 
151 326,400 
152 326,600 
153 326,800 
154 327,000 
15り 327,200 
156 327,400 
157 327,600 

備考この表は、教育職員に適用するつ
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（企業職員の給与等の種類及び基準に関する条例の一部改正）

第5条 企業職員の給与等の種類及び基準に関する条例（平成16年枚方市条例第14号）の一部を次

のように改正する。

第 2条第 3項中「初任給調整手当」の次に「（第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手

当をいう。）」を加える。

第 5条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（初任給調整手当）」を付し、同条中「初

任給調整手門」を「第一種初任給調整手当」に改め、同条の次に次の 1条を加える。

第 5条の 2 第二種初任給調整手当は、勤務 1時間当たりの給与額が民間の賃金の最低基準を下

回ると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

附則

（施行期日等）

1 この条例は、令和 8年4月 1日から施行する。ただし、第 1条の規定、第 3条中一般職の職員

の特殊勤務手当に閃する条例第 5条第 1項第4号及び第12条第 2項の表の改正規定並びに次項か

ら附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

2 第 1条の規定による改王後の枚方市職員給与条例（以下「第 1条改正後給与条例」という。）

別表第 5の規定は令和 7年4月 1日から、第 1条改正後給与条例第33条第 2項の規則で定める校

務類型のうち市長が定めるものに係る業務に従事する教育職員（以下「特定業務従事教育職員」

という。）に適用する場合における同項の規定及び前項ただし書に規定する規定の施行の日（以

下「一部施行日」という。）前に教育公務員特例法（昭和24年法律第 1号）第25条第 1項の規定

による認定を受けた者であって一部施行日の前日までに同条第 4項の認定を受けていないもの

（以下「一部施行日前指導改善研修被認定者」という。）以外の教育職員に適用する場合におけ

る第 1条改正後給与条例第34条の 6第 1項の規定並びに第 3条の規定による改正後の一般職の職

員の特殊勤務手当に関する条例（以下「新特殊勤務手当条例」という。）第12条第2項の表の規

定は令和 8年 1月 1日から適用する。この場合において、第 1条の規定による改正前の枚方市職

員給与条例又は第 3条の規定による改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に

基づいて支給された給与は、第 1条改正後給与条例又は新特殊勤務手当条例の規定による給与の

内払とみなし、その差額があるときは、当該差額は、一部施行日以後最初の給料の支給の日に支

給する。

（枚方市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置）

3 令和 8年 3月31日までの間、特定業務従事教育職員以外の教育職員についての義務教育等教員

特別手当の額は、第 1条改正後給与条例第33条第 2項の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。

4 一部施行日前指導改善研修被認定者が教育公務員特例法第25条第4項の認定を受けるまでの間

における当該一部施行日前指導改善研修被認定者に対する第 1条改正後給与条例の規定による教

職調整額の支給については、第 1条改正後給与条例第34条の 6第 1項の規定にかかわらず、なお

従前の例による。
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5 令和12年12月31日までの間、第 2条の規定による改正後の枚方市職員給与条例（以下「第 2条

改正後給与条例」という。）第34条の 6第 1項の規定の適用については、同項中「100分の10」

とあるのは、次の表の左襴に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。

令和 8年4月 1日から同年12月31いまで

令和 9年 1月 1日から同年12月31日まで

□--- 100分の 5

100分の 6

〗〗［三／］［〗、／臼］［ ／ ］ ／ ： ［ロー一・ ［臼三□ー：
6 一部施行日前に教育公務員特例法第25条第 1項の規定による認定を受げた者であってこの条例

の施行の日の前日までに同条第4項の認定を受けていないものが当該認定を受けるまでの間にお

ける当該者に対ずる第 2条改正後給り条例の規定による教職調整額の支給については、第 2条改

正後給与条例第34条の 6第 1項の規定にかかわらず、なお従罰の例による。

（職員の修学部分休業に関する条例の一部改正）

7 職員の修学部分休業に関する条例（平成17年枚方市条例第 3号）の一部を次のように改正す

る。

第 3条中「初任給調整手当」の次に「（第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をい

う。）」を加える。

（職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部改正）

8 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和 4年枚方市条例第28号）の一部

を次のように改正する。

附則第14条第 1号中「第 8条の規定による改正後の」及び［ （以下「断勤務時間条例」とい

う。）」を削り、同条第 2号中「新勤務時間条例」を「職員の勤務時間、休暇等に関する条例J

に改める。

附則第16条中「第 2条の規定による改正後の」及び「（以下「新給与条例」という。）」を削

り、 「新給与条例」を「枚方市職員給与条例」に改める。

附則第17条中「新給与条例」を「枚方市職員給与条例」に改める。

附則第18条中「断給与条例」を「枚方市職員給与条例第12条の 5第 1項及び」に改める。

附則第19条中「新給与条例」を［枚方市職員給与条例」に改める。

附則第20条中「新給与条例」を「枚方市職員給与条例」に、 「初任給調整手当」を「第一種初

任給調整手当」に改める。

附則第26条中「第 8条の規定による改正後の」を削る。
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議案第 105 号参考資料

枚方市職員給与条例等の一部改正について

新（改正後） 旧（現 行）

［第 1条閃係］

第33条［略］

義務教育等教員特別手当の月額は、 8,600円を超えない範間内で、職

務の級及び号給（定年前再任川短時間勤務職員にあっては、職務の級）

の別に応じ、規則で定める校務類刑に係る業務の困難性その他の事情を

考慮して規則で定める額（幼椎園に勤務する教育職員にあっては、当該

額に 2分の 1を乗じて得た額）とする。

2
 

|
2
1
1ー

3
 
［略］

（教職調整額）

第34条の 6 教育職員（その属する職務の級が教育職給料表の 3級である

者及び指導改善研修被認定者（教育公務員特例法第25条第 1項の規定に

よる認定を受けた者であって、当該認定の日から同条第4項の認定の日

までの間にあるものをいう。）を除く。）には、その者の給料月額の100

分の 5 （幼稚園に勤務する教育職員にあっては、 100分の4）に相当す

る額の教職調整額を支給する。

［略］2 • 3 

主要な改正部分の新旧対照表

ロ
［第 1条関係］

第33条［略］

義務教育等教員特別手当の月額は、 19,100円を超えない範囲内で、職

務の級及び号給（定年前再任用短時間勤務職員にあっては職務の級、第 1

41条の 2第 1項に規定する任期付常勤職員及び第41条の 3第 1項に規定

する任期付短時間勤務職員にあっては号給）の別に応じて、規則で定め

る額（幼稚園に勤務する教育職員にあっては、当該額に 2分の 1を乗じ

て得た額）とする。

［略］

2
 

3
 

（教職調整額）

第34条の 6 教育職員（その属する職務の級が教育職給料表の⑭級である

者を除く。）には、その者の給料月額の100分の 4に相当する額の教職調

整額を支給する。

（出張中における職員の時間外勤務手当等の取扱い）

第44条 出張中の職員については、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜

-- ----J 

2 ． 3 ［略］

（出張中における職員の時間外勤務手当等の取扱い）

第44条 出張中の職員については、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜



主要な改正部分の新I日対照表

祈（改正後） 旧 （現 行）

間勤務手当を支給しない。ただし、任命杵者があらかじめ第24条から第

26条までに規定ずる勤務に呪すべきことをオ旨示して出張を命じたとき

この隕りでない。は、

（翡常時払）

第49条 職員が労働脳準法（昭和22年法律第4旦長l__第25条及び労働基準法

施行規則（昭和22年厚生省令第23号）第 9条の規定に該当し、給与の非

常時払を請求した場合においては、日割叶算によりその請求の日までの

給りを支給ずる。

|

2

1

2
ー

［第 2条関係］

第12条の 4 医療職給料表の適用を受l}る識員の職のうわ採用による欠員

の補充が囚難であると認められる職で規則で定めるものに析たに採用さ

れた職員には、月額417,600円を超えない範囲内で、第19条第 2項に規

定する地域手当の支給割合の決定に際して参酌した事項を勘案して規則

で定める額を、採用の日から35年以内の期間、昧用後規則で定める期間

を経渦した日から 1年を経過ずるごとにその額を誡じて、第一種初任給

調幣手胄として支給する。

韮項の識にある職員のうち、同頂の規定により第腿初任給調整手当 i2 
の支給を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項

の規定に準じて、第一種初任給調整手当を支給する。

前 2項の規定により第一種初任給調整手‘_Iiを支給する職員の範囲、璽

一種初任給調整手当の支給期間及び支給額その他第一種初任給調整手当

2
 

3
 

間勤務手当を支給しない。ただし、任命権者があらかじめ第24条第 1

項、第25条第 1項又は第26条第 1項に規定する勤務に服すべきことを指

示して出張を命じたときは、この限りでない。

（非常時払）

第49条 職員が労働晶準法第25条及び同法施行規則第 9条の規定に該当

し、給与の非常時払を請求した場合においては、日割計算によりその請

求の日までの給与を支給する。

［第 2条関係］

第12条の 4 医療職給料表の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員

の補充が困難であると認められる職で規則で定めるものに新たに採用さ

れた職員には、月額417,600円を超えない範凹内で、第19条第 2項に規

定する地域手当の支給割合の決定に際して参酌した事項を勘案して規則

で定める額を、採用の日から35年以内の期間、採用後規則で定める期間

を経過した日から 1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手

旦として支給ずる。

の職にある職員のうも、同項の規定により初任給調整手当の支給

を受ける職員との均衡上必嬰があると認められる職員には、同項の規定

に準じて、初任給調整手当を支給する。

前 2項の規定により初任給調整手当を支給する職員の範囲、初任給調

整手当の支給期間及び支給額その他初任：給調整手当の支給に関し必要な

3
 



新（改正災） 日 （現

主要な改正部分の新［日対照表

行）

ー

2

1

3

|

の支給に関し必要な直項は、規則で定める。

第l2歪竺立新たに採用塁且仁職員であって、採用竺旦において、当該職

旦に適用される給料表竺給料月額のうち第 5条第5項の規定により当該

職員の属する職務の級並びに第 6条第 1項、第2項、第4項及び第 5項

の規定により当該職員の受ける号給丘応じた額（定年罰再任用知時間勤

務職員その他の規則で定める職員にあ＇っては、規則で定める額）並竺に

これに第19条第 2項に規定ずる地域手崎の支給割合を乗じて得た額の合

計額（その額に 1円末満の娼数を生じたときは、二且玄切り捨てる。）

に12を乗じて得た額を 1避間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から

休日に係る勤務時間数を減じこ慇で陰して得応額（そ竺額に50錢未満の

端数を生じたときはこれを切りオ會て、 50銭以上 1円末満の端数を生じた

ときはこれを 1円に切り上げる。） （次項において「特定額」とい立土）

が、民間の賃金の最低基準を考慮して規則で定める額（同瑣において

「基準額Jという。）を下回るものには、採用の日から規則で定める日 1

までの間、第二種初任給調整手当を支給ず旦.Q_

旦 第二種初任給調整手当の月額は、規則で定めるところにより基準額と＿

特定額との差額を月額に換算し仁聾とずる。-

第 1項の規定の適用を受ける職□し以外の職旦て、同項の規定により第
二種初任給調整手当を支給さ九る』伐工しとの均衡上必嬰が灰ると認められ I 

るものとして規則で定めるものに且へ規罰の定めるところにより、前 2

項の規定に準じて、第二種初任給調整手賃竺又給する。

j 前 3項に規定するもの竺ほか、第二種初任給調整手当の支給旦凹し必

疲な事項は、規則で定＿める。

事項は、規則で定める。

3
 



妍（改正後） 旧（現 行）

＇第 20条 ［略］

［ 略］＇ 2～ 4 

互 第 1項第 2り又は第 3号に掲げる職員で、自転車等の門璽のための施 I
設（その所在地及び利用形態が規刷で定める要件を満たすものに限 I

る。）を利用し、その料金を負担することを常例とするもの（規則で定

める職員を除く。）の通勤手当の額は、前2項の規定にかかわらず、市

長が別に定める額とする←

互

| 
（宿直手当）

その勤務に対し 第27条 宿直勤務を命ぜられた職員には、

支給する。

宿直手当の額は、航項の勤務 1回につき3,100円とする。

2~4 

［略］

［略］

6
 
［略］

|

2

1

4
ー

第27条 徊直勤務又は日直勤務を命ぜられ左職員には、

て、宿日直手当を支給ずる。

宿日直手当の額は、前項の勤務 1回につき6,900円とする。ただし、

勤務時間が 5 時間未満の場合は、その勤務 1 回につき〗2-4り0円とする。

2
 

主／な改正部分三

I 

l 

その勤務に対して、宿直手渭を I

I 

旦 第 1項の勤務が12月29日から翌年の 1月 3日までの間である場合にお

ける宿直手渭の額は、その勤務 1回につき、前項の規定により算定した

額に100分の200を乗じて得た額に込 200円を加算した額を超えない範囲

内で1千命権者が市長の承認を得て定める額とする。

止 第 1項の勤務の回数に~ついては、執務が通常行われる日（以ド「通常

執務日」という。）の退庁時から翌日の登庁時までをもつて 1回とす

［略］

第20条

2
 

旦 第 1項の勤務の回数は、宿直勤務にあっては執務が通常行われる日

（以下「通常報務日」という。）の追庁時から崎日の登庁時まで、日直

勤務にあっては通常執務日の登庁時から追庁時まで（執務が行われる時

間が通常執務日の執務時間のおお恥ね 2分の 1にl日当する時間である日

る。



主要な改正部分の新1日対照表

新（改正後） 旧（現 行）

4
 

で市長が定める日の日直勤務にあっては、当該執務日の退庁時から通常

執務日の退庁時まで）をもつて 1回とする。

［略］

第28条から第32条まで 削

5 ［略］

（日直手当）

第28条 日直勤務を命ぜられた職員には、

支給する。

旦 日直手当の額は、前項の勤務 1回につぎ3,100円（執務が行われる時

間が通常執務日の執務時間のおおむね2分の 1に相当する時間である日

で市長が定める日（以下「半日執務日」という。）の日直勤務にあって

は、その額に100分の50を乗じて得た額）とする。

前条第3項の規定は、第 1項の勤務が立月29日から籾年の 1月 3日ま

での間である場合について準用する。

4 第1項の勤務の回数については、通常執務日の登庁時から退庁時まで

（半日執務日の日直勤務にあっては、当該半日執務日の退庁時から通常

執務日の退庁時まで）をもって 1回とする。

立 第 1項の勤務は、第24条から第26条までの勤務には含まれないものと

する。

第29条から第32条まで

その勤務に対しーズ、

ー

2

1

5

|

3
 

則

（教職調整額）

第34条の 6 教育職員（その属する職務の級が教育職給料表の 3級である

者及び指導改善研修被認定者（教育公務員特例法第25条第 1項の規定に

よる認定を受けた者であって、当該認定の日から同条第4項の認定の日

日直手当を

（教職調整額）

第34条の 6 教育職員（その属する職務の級が教育職給料表の 3級である

者及び指導改善研修被認定者（教育公務員特例法第25条第 1項の規定に

よる認定を受けた者であって、当該認定の日から同条第4項の認定の日



主要な改正部分の新旧対照表

口の間にあるものをいう。）を除く。）には、その者の給料月額の国

分の10（幼稚園に勤務する教育職員にあっては、 100分の 4) に相当す

る額の教職調整額を支給する。

［略］

新 （改l卜餃）

2 ・ 3 

第35条 第 6条の規定訪びに第 種初任給調幣手‘且及び扶養手当に関する

規定は、定年袖再任用短時間勤務職員には適用しない。

|
2
1
6
|
 

（任期付職員についての適用除外）

第41条の 4 第 5条、第6条並びに第12条の 3第 1項及び第 2項の規定並

びに第一種初任給調整手当、杖義手当、住居手当、義務教育等教員特別

手当及び勤勉手当に関する規定は、特定任期付職員には適用しない。

［略］

第5条及び第 6条の規定拉びに第一種初任給調整手当、扶礼手当及び

住居手当に関する規定は、任期付短時間勒務職員には適用しない。

2
 
3
 

［第 3条関係］

（社会福祉業務手当）

第4条 社公福祉業務手当は、次に掲げる場合に文給する。

(1) • (2) ［略］

凶職員が他の地方公共団体において児童福祉法［昭和22年法~第164

号）第12条第 3項に規定する業務に従事した場合

前項の手当の額は、当該業務に従事した日 1日につき次の[t佐に定め2
 

旧（現 行）

までの間にあるものをいう。）を除く。）には、その者の給料月額の100

分の 5 （幼稚園に勤務する教育職員にあっては、 100分の 4) に相当す

る額の教職調整額を支給する。

2 • 3 

第35条 第6条の規定並びに初任給調瞥手当及び扶養手当に関する規定

は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

（任期付職員についての適用除外）

第41条の 4 第 5条、第 6条並びに第12条の 3第 1項及び第 2項の規定並

びに初任給調整手当、扶養手当、住居手当、義務教育等教員特別手当及

び勤勉手当に関する規定は、特定任期付職員には適用しない。

［略J

第5条及び第 6条の規定並びに初任給調整手当、扶養手当及び住居手

当に関する規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

2
 
3
 

［第3条関係］

（社会福祉業務手当）

第4条 社会福祉業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) • (2) ［略］

2
 
泊項の手当の額は、当該業務に従事した日 1日につき300円とする。



―

―

 

主要な改正部分の新旧対照表

筋（改正後） 1日（現 行）

-

2

1

7
ー

歪とする。

山 前項第 1号又は第2号に規定する業務

凶飢項第 3号に規定する業務

（感染症等対策業務手当）

第5条 感染症等対策業務手賃は、職員が次に掲げる業務に従事した場合

に支給する。

(1)"-'(3) ［略］

(4) 狂犬病予防法第 6条第2項若しくは大阪lf:『動物の愛護及び管理に関

する条例（平成13年大阪府条例第 3号）第11条の規定による捕獲（麻

酔銃を用いて行うものに限る。）、同法第18条の 2第 1項の規定による

薬殺又は同条例第15条第 1項の規定による掃討

［略］

300円

l, 000円

2
 

（教員特殊業務手当）

第12条［略］

前項の手当の額は、当該業務に従事した日 1日につき、次の表の左欄

に褐げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

巴 務ー[---
第 1項第 1号イに掲げる業務で、その ［略］

日において従事した時間が次のいずれ

かに該当するもの

週休日又は休日等において従事し I

た時間が 4時間以上 1 

2
 

項

ー

＇、T
L
 

9

9

 

額

（感染症等対策業務手当）

第 5条 忍染症等対策業務手当は、職員が次に掲げる業務に従事した場合

に支給する。

(1),.....,(3) ［略］

(4) 狂犬病予防法第 6条第 2項若しくは大阪府動物の愛護及び管理に関

する条例（平成13年大阪府条例第3号）第10条の規定による捕獲（麻

酔銃を用いて行うものに限る。）、同法第18条の 2第 1項の規定による

薬殺又は同条例第14条第 1項の規定による掃討

［略］2
 

（教員特殊業務手当）

第12条［略］

前項の手‘月の額は、当該業務に従事した日 1日につき、次の表の左欄

に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

業 務

及に掲げる業務で、その日

従事した時間が次のいずれか

るもの

又は

が7時間45分以上

2
 

百（方各

［略］



主要な改正部分の新1日対照表

新（改正後） 旧（現行）

(2) ・ (3) ［略］ (2) ・ (3) ［略］

2 第 1項第 1号イに掲げる業務で、その ［略］ 2 前項第 1号イに掲げる業務で、その日 ［略］

日において従事した時間が次のいずれ において従事した時間が次のいずれか

かに該当するもの に該当するもの

山逓休日又は休日等において従事し

た時間が 5時間以上 7時間45分未満

山 ［略］ 凶 ［略］

凶 ［略］ 向 ［略］

3 第 1項第 1号口及びハに掲げる業務 8,000円 3 前項第 1号口及びハに掲げる業務で、 7,500円

で、その日において従事した時間が上 その日において従事した時間が 1の項

|2181 

の項第 1号に掲げる時間に該当するも に掲げる時間に該当するもの

の

4 第 1項第 1号口及びハに掲げる業務 7,500円

で、その日において従事した時間が 1

の項第2号又は第 3号に掲げる時間に

該当するもの

5 第 1項第 1号口及びハに掲げる業務 ［略］ 4 前項第 1号口及びハに掲げる業務で、 ［略］

で、その日において従事した時間が 2 その日において従事した時間が 2の項

の項に掲げる時間に該当するもの に掲げる時間に該当ずるもの

6 第 1項第2号に掲げる業務で、その日 ［略］ 5 前項第2号に掲げる業務で、その日に ［略」

において従事した時間が 7時間45分以 おいて従事した時間が 7時間45分以上

上であるもの であるもの

7 第 1項第3号に掲げる業務で、その日 ［略］ 6 前項第3号に掲げる業務で、その日に ［略］



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

において従事した時間が次のいずれか

に該当するもの

(1) • (2) ［略］

おいて従事した時間が次のいずれかに

該崎ずるもの

(1) • (2) ［略］

8
 
第 1項第3号に掲げる業務で、その日

において従事した時間が次のいずれか

に該当するもの

(1) • (2) ［略］

［略］ 7
 
前項第 3号に掲げる業務で、 その日に

おいて従事した時間が次のいずれかに

該当するもの

［略］(1) • (2) 

［略］

［第5条関係］ ［第5条関係］

|
2
1
9
1
 

（給仔の種類）

［略］第2条

［略］2
 

（給与の種類）

第 2条［略］

［略］2
 

3 第 1項の手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当

調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。）、扶養手当、地域手当、住

居手当、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、

（第一種初任給

休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期

末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び退職手当とする。

（初任給調整手当）

第5条 第一種初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用に

よる欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に

対して支給する。

第二種初任給調整手当は、勤務 1時間当たりの給与額が民間第 5条の 2

3 第 1項の手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地

域手当、住居手当、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外

勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤

務手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び退職手‘」1と

する。

（初任給調整手当）

第 5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、 かつ、採用による欠

員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して

支給する。



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

の賃金の最低晶準を下口ると認められる職に新たに採川された職員に対

して支給する。

|220| 

l ___ 



議案第 106 号

枚方市職員の退職手当に関する条例の一部改正について

次のとおり枚方市職員の退職手当に関する条例の一部を改正するにつき、地方自治法（昭和22年

法律第67号）第96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 8 年 (2026年） 2 月 17 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由

1 定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例を見直すため。

2 勧奨退職制度を廃止するため。

-221-



枚方市条例第 号

枚方市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

枚方市職員の退職手当に関する条例（昭和38年枚方市条例第18号）の一部を次のように改正す

る。

第4条第 1項中「勧奨を受けて」を「規則で定める基準に該当する」に改め、 「もの」の次に

「（以下「特別退職者」という。）」を加える。

第 5条第 1項中「その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が市長

の承認を得たもの」を「特別退職者」に改める。

第 6条の 3の表第 6条の項中「、第4条又は第 5条」を「から第 5条まで」に改める。

附則中第 2項及び第 3項を削り、第4項を第 2項とする。

附則第 5項中「附則第 5項第 1号」を「附則第 3項第 1号」に改め、同項第 1号中「附則第23項

から第28項」を「附則第21項から第26項」に改め、同項第 2号中「附則第26項」を「附則第24項」

に改め、同項第 3号及び第 4号中「附則第24項」を「附則第22項」に改め、同項を附則第 3項と

し、附則第 6項から附則第12項までを 2項ずつ繰り上げる。

附則第13項中「附則第18項及び第20項」を「附則第16項及び第18項」に改め、同項を附則第11項

とし、附則第14項を附則第12項とし、附則第15項を附則第13項とする。

附則第16項第 1号中「附則第13項及び第14項」を「附則第11項及び第12項」に改め、同項を附則

第14項とし、附則第17項を附則第15項とする。

附則第18項中「附則第13項及び第14項」を「附則第11項及び第12項」に改め、同項を附則第16項

とし、附則第19項から附則第22項までを 2項ずつ繰り上げる。

附則第23項中「附則第23項」を「附則第21項」に改め、同項を附則第21項とずる。

附則第24項中「附則第24項」を「附則第22項」に改め、同項を附則第22填とし、附則第25項を附

則第23項とし、附則第26項を附則第24項とする。

附則第27項中「、第 6条の 3及び附則第 2項の」を「及び第 6条の 3の」に、 「、第 5条の 3、

第 6条の 3及び附則第 2項」を「、同条及び第 6条の 3」に改め、同項の表中「附則第25項各号」

を「附則第23項各号」に、 「附則第25項第 1号」を「附則第23項第 1号」に、 「附則第25項第 2

号」を「附則第23項第 2号」に改め、同項を附則第25項とする。

附則第28項中「、第 6条の 3及び附則第 2項」を「及び第 6条の 3」に改め、同項を附則第26項

とする。

附則

この条例は、令和 9年4月 1日から施行する。
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議案第 106 号参考資料

枚方市職員の退職手当に関する条例の一部改正について
主要な改正部分の新1日対照表

新（改正後） 旧（現 行）

|
2
2
3
|
 

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の晶本額）

第4条 11年以上25年未満の期間勤続して退職した者（職員の定年等に関

する条例（昭和59年枚方市条例第27号）第 2条の規定により追職した者

（同条例第4条第 1項の期限又は同条第 2項の規定により延長された期

限の到来により退職した者を含む。以下「定年退職者」という。）又は

その者の非違によることなく規則で定める基準に該当する退職をした者

であって任命権者が市長の承認を得たもの（以下「特別退職者lという。）

に限る。）に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給

料月額（以下「退職日給料月額」という。）に、その者の勤続期間を次

の各号に区分して、喝該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とす

る。

(l)"-'(3) 

［略］

（整理退職等の場合の退職手当の某本額）

第 5条 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは

渦員を生ずることにより退職した者であって任命権者が市長の承認を得

たもの、公務上の傷病若しくは死亡により退職した者又は25年以上勤続

して退職した者（定年退職者又は特別退職者に限る。）に対する退職手

当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分

して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

［略］

2
 

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額）

第4条 11年以上25年未満の期間勤続して退職した者（職員の定年等に関

する条例（昭和59年枚方市条例第27号）第2条の規定により退職した者

（同条例第4条第 1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期

限の到来により退職した者を含む。以下「定年退職者」という。）又は

その者の非違によることなく勧奨を受けて退職をした者であって任命権

者が市長の承認を得たものに限る。）に対する退職手当の基本額は、退

職の日におけるその者の給料月額（以下「退職日給料月額」という。）

に、その者の勤続期間を次の各りに区分して、当該各号に掲げる割合を

乗じて得た額の合計額とする。

(1)"--'(3) 

［略］

（幣理退職等の場合の退職手当の基本額）

第 5条 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職芥しくは

過員を生ずることにより退職した者であって任命権者が市長の承認を得

たもの、公務上の傷病若しくは死亡により退職した者又は25年以上勤続

して退職した者（定年退職者又はその者の非違によることなく勧奨を受

けて退職した者であって任命権者が市長の承認を得たものに限る。）に

対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次

の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とす

［略］

I 

2
 



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現 行）

2
 

(1)~(4) 

［略］

第 6条のげ

［略］

5条の 3に規定ずる者に対する前2条の規定の適用につい

ては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に褐げる字句は、

れ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2
 

る。

(1),--.__,(4) 

［略］

［略］

|224| 

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第 6条 第 3条から第5条まで ［略］

［略］ ［略］

［略］ ［略］

／ ／ 、／ ／ ／＼ ／＼／＼／＼／＼／＼ハ／‘'へ／ ▽ ＼ / /¥  ＼ /＼ / ＼ ／＼八／＼／ ／ ／＼八八／ ＼へ ‘/ ＼ ＼ 

‘/ ¥／＼ ＼ 

前条第 2号 ［略］ | ［略］

［略］ ［略］

［略］ ［略］

［略］ ［略］

／ ~ ＼／ ＼／＼／＼9, へへ ’¥’‘ヽ／ッ'¥ ~9` ^¥ ¥ ¥9‘ヽ//、へ¥/＼ ＼ ＼ ＼ 

それぞ

＼ハ C / /、 9、/ヘ

第6条の 3 第 5条の 3に規定する者に対する前2条の規定の適用につい

ては、次の表の左欄に褐げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

れ同表の右欄に褐げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定 I 説み替えられる字句 読み替える字句

第 6条 第 3条、第4条又は第5条 ［略］

［略］ ［略］

［略J ［略］

,-号

9

t

 

＼
 

,

＼

2
 

,＇第条~
 
扉
，
 

¥ V 、~、/ ¥/ 

¥，＼  / 9 ¥ / / 

それぞ

¥9‘, 9 /‘/‘“¥、、ノ／＼／ ／‘ ヽ ‘J

/ ＂ ＼ ＼ ／ ¥ /¥,  

［略］

［略J

［略］

［略］

［略］

［略］

［略］

附 則 附 則

旦 当分の間、第 5条の 3の規定の適用については、同条中「第5条第 1

項に」とあるのは「第 3条、第4条第 1項又は第5条第1項に」と、 「同

項及び前条第 1項の」とあるのは『第3条、第4条第 1項、第5条第 1



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 1日（現行）

項及び前条第 1項の」とずる。この場合において、第3条第 1項中「以

下「給料月額」という。）に、」とあるのは「以下「給料月額」という。）

及び退職の日におけるその者の給料月額に退職の日において定められて

いるその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当す

る年数 1年につき100分の 2を乗じて得た額の合計額に、」と、第4条第

1瑣中「以下「退職日給料月額」という。）に、」とあるのは「以下「退

職日給料月額」という。）及び退職日給料月額に退職の日において定め

られているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に

相当する年数 1年につき100分の 2を乗じて得た額の合計額に、」と読み

替えるものとする。

|225| 

3 前項後段に定めるもののほか、同項を適用する場合における必要な読

替えについては、この条例の規定の例により、規則で定める。

2 ［略］ 4 ［略］

立 当分の間、次の各号に掲げる者に対する退職手当の基本額は、当該各 5 当分の間、次の各号に掲げる者に対する退職手当の基本額は、当該各

号に定める額とする。この場合において、第 1号に掲げる者に対する第 号に定める額とする。この場合において、第 1号に掲げる者に対する第

6条の 5第 1項の規定の適用については、同項中［前条」とあるのは、 6条の 5第 1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、

「前条並びに附則第3項第 1号」とする。 「前条並びに附則第5項第 1号」とする。

(1) 35年以下の期間勤続して退職した者（一般職の任期付職員の採用に (1) 35年以下の期間勤続して退職した者(-，一般職の任期付職員の採用に

関する条例第3条の規定により任期を定めて採用され、その任期を終 閉する条例第 3条の規定により任期を定めて採用され、その任期を終

えて退職した者を除く。） 第3条から第 5条の 3まで及び附則第21 えて退職した者を除く。） 第3条から第5条の 3まで及び附則第23

項から第26項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を 項から第28項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を

乗じて得た額 乗じて得た額

(2) 36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第 3条第 1項の規定 (2) 36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第3条第 1項の規定



主要な改正部分の新1日対照表

新（改正後） 旧（現 行）

|

2

2

6
ー

4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
 

に該当する退職をしたもの 同項又は第 5条の 2及び附則第24項の規

定により計算した額に罰号に定める割合を乗じて得た額

(3) 42年を超える期間勤続して退職した者で第 3条第 1項の規定に該当

する退職をしたもの その者が第5条又は附則第22項の規定に該当す

る退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として、第 1

号の規定の例により計算して得られる額

(4) 35年を超える期間勤続して退職した者で第 5条又は附則第22項の規

定に該当する退職をしたもの その者の勤続期間を35年として第 1号

の規定の例により計算して得られる額

［略］

［略］

［略］

［略］

［略］

［略］

［略］

枚方市職員給与条例等の一部を改王ずる条例（平成28年枚方市条例第

41号）附則第4項に規定する第2号施行日（以↑「第2号施行日」とい

う。）の前日から引き続き枚方市職員給与条例第5条第4項第 1号に規

定する行政職給料表（以下「行政職給料表」という。）の適用を受ける

職員で、同日において受けていた号給が第2号施行日における第2号施

行日の前日において属していた職務の級における最高の号給を超える者

のうち、その者の受ける同条例に規定する給料月額（以卜.「給与条例給

6
-
7
-
8
-
9
 10 

11 

10 12 

11 13 

に該当する退職をしたもの 同項又は第5条の 2及び附則第26項の規

定により計算した額に前号に定める割合を乗じて得た額

(3) 42年を超える期間勤続して退職した者で第 3条第 1項の規定に該当

する退職をしたもの その者が第 5条又は附則第24項の規定に該当す

る退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として、第 1

号の規定の例により計算して得られる額

(4) 35年を超える期間勤続して退職した者で第 5条又は附則第24項の規

定に該当する退職をしたもの その者の勤続期間を35年として第 1号

の規定の例により計算して得られる額

［略］

［略］

［略J

［略］

［略］

［略］

［略］

枚方市職員給号条例等の一部を改正する条例（平成28年枚方市条例第

41号）附則第4瑣に規定する第 2号施行日（以下「第 2号施行日」とい

う。）のflfJHから引き続き枚方市職員給与条例第5条第4項第 1号に規

定する行政職給料表（以下「行政職給料表」という。）の適用を受ける

職員で、同日において受けていた号給が第2号施行日における第2号施

行日の前日において属していた職務の級における最高の号給を超える者

のうち、その者の受ける同条例に規定する給料月額（以下「給与条例給



主要な改正部分の祈旧対照表
~ 

新（改正後） 旧（現 行）

-
2
2
7
|
 

料月額」という。）が同日において受けていた給与条例給料月額に達し

ないこととなるもの（規則で定める職員を除く。）については、枚方市

職員給与条例及び一般職の非常勤職員の報酬、勤務時間等に関する条例

の一部を改正する条例（平成30年枚方市条例第50号。附則第16項及び第

且璽において「平成30年改正条例」という。）第2条の規定の施行の日

（以下「第 2条施行日」という。）に、給料月額が給料月額の減額改定

以外の理由により第 2号施行日の前日において受けていた給与条例給料

月額から第 2条施行日における給与条例給料月額に減額されたものとみ

なす。この場合において、第2条施行日の前日を基礎在職期間の末日と

した場合に第 5条の 2第 1項の規定の適用を受けることとなるもの及び

第 2条施行日を基礎在職期間の初日とした場合に同項の規定の適用を受

けることとなるものについては、第2条施行日を減額日として同項の規

定を適用するほか、第 2条施行日前の給料月額の減額改定以外の理由に

よる給料月額の減額に係る理由が生じた日又は第2条施行日以後の給料

月額の減額改定以外の理由による給料月額の減額に係る理由が生じた日

を減額日として同項の規定を適用し、同項の規定の適用に関し必要な読

替えは、次に掲げる区分に応じ、規則で定める。

(1) • (2) ［略］

［略］

［略］

旦枚方市職員給与条例の一部を改正する条例（平成30年枚方市条例第11

号）の施行の日（以下「平成30年施行日」という。）に適用される枚方

市職員給与条例の規定による給料表が行政職給料表から同条例第 5条第

12 

13 

料月額」という。）が同日において受けていた給与条例給料月額に逹し

ないこととなるもの（規則で定める職員を除く。）については、枚方市

職員給与条例及び一般職の非常勤職員の報酬、勤務時間等に関する条例

の一部を改正する条例（平成30年枚方市条例第50号。附則第18項及び第

言において「平成30年改正条例」という。）第2条の規定の施行の日

（以下「第 2条施行日」という。）に、給料月額が給料月額の減額改定

以外の理由により第 2号施行日の前日において受けていた給与条例給料

月額から第 2条施行日における給与条例給料月額に減額されたものとみ

なす。この場合において、第 2条施行日の前日を基礎在職期間の末日と

した場合に第5条の 2第 1項の規定の適用を受けることとなるもの及び

第 2条施行日を基礎在職期間の初日とした場合に同項の規定の適用を受

けることとなるものについては、第 2条施行日を減額日として同項の規

定を適用するほか、第2条施行日前の給料月額の減額改定以外の罪由に

よる給料月額の減額に係る理由が生じた日又は第2条施行日以後の給料

月額の減額改定以外の理由による給料月額の減額に係る理由が生じた日

を減額日として同項の規定を適用し、同項の規定の適用に関し必要な読

替えは、次に掲げる区分に応じ、規則で定める。

(1) • (2) ［略］

［略］

［略J

且枚方市職員給与条例の一部を改正する条例（平成30年枚）j市条例第11

号）の施行の日（以卜-「平成30年施行日」という。）に適用される枚方

市職員給り条例の規定による給料表が行政職給料表から同条例第 5条第

14 

15 



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

4項第 2号に規定する技能労務職給料表に異動をする職員

ー

2

2

8

|

で定める。

（当該給料表

の異動により給料月額が減額された者に限る。以下「給料表異動職員J

という。）で、平成30年施行日の前日を基礎在職期間の末l」とした場合

に第 5条の 2第 1項の規定の適用を受けることとなるもの及び＼に成30年

施行日を基礎在職期間の初日とした場介に同項の規定の適用を受けるこ

ととなるものについては、平成30年施行日を減額日として同項の規定を

適用するほか、平成30年施行日前の給料月額の減額改定以外の岬由によ

る給料月額の減額に係る理由が生じた日又は平成30年施行日以後の給料

月額の減額改定以外の理由による給料月額の減額に係る理由が生じた日

を減額日として同項の規定を適用する。この場合における必要な読替え

は、次に掲げる区分に応じ、

(1) 平成30年施行日前の減額日における当該理由により減額されなかつ

たものとした場合のその者の特定減額前給料月額が平成30年施行日の

前日におけるその者の給料月額（同日に退職したものとした場合に附

則第11項及び第12項の規定の適用を受ける者にあっては、第 2号施行

4項第 2号に規定ずる技能労務職給料表に異動をする職員

の異動により給斜月額が減額された者に限る。以下「給料表異動職員J

（当該給料表

という。）で、平成30年施1」日の前日を基礎在職期間の末日とした場合

に第 5条の 2第 1項の規定の適用を受けることとなるもの及び平成30年

施1」日を陥礎在職期間の初日とした場合に同項の規定の適）廿を受けるこ

ととなるものについては、平成30年施行日を減額日として同項の規定を

適用するほか、平成30年施行日前の給料月額の減額改定以外の理由によ

る給料月額の減額に係る珂由が牛じた日又は平成30年施行日以後の給料

月額の減額改定以外の理由による給料月額の減額に係る理由が生じた日

を減額Flとして同項の規定を適用する。この場合における必要な読替え

は、次に褐げる区分に応じ、規則で定める。

(1) ‘に成30年｝血行日袖の減額日におげる当該理由により減額されなかつ

だものとした場含のその者の特定減額前給料月額が平成30年施行日の

前日におけるその者の給料月額（同日に退職したものとした場合に附

則第13項及び第1-4項の規定の適用を受ける者にあっては、第2号施行

日の前日の給与条例給料月額。次号において同じ。）よりも多く、又

は平成30年胞行日におけるその者の給料月額が退職日給料月額よりも

多い場合 多い場合

(2) ［略］ （2) 

巨 ［略］旦

且第 2条施行日の煎日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員旦 第 2条施行日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員

で、平成30年改正条例により、第 2条施行日においてその者の受ける給 で、平成30年改正条例により、第 2条施行日においてその者の受ける給

炉条例給料月額が第 2条施行日の葡日において受けていた給料の月額に 与条例給料月額が第 2条施行日の前日において受けていた給料の月額に

| 

日の前日の給与条例給料月額。次号において同じ。）よりも多く、又

は平成30年施行日におけるその者の給料月額が退職Fl給料月額よりも

［略］

［略］



主要な改正部分の新旧対照表

妍（改正後） 1日（現行）

逹しないこととなるもの

職員を除く。以下「給料月額減額改定職員」という。）については、第

2条施行日に、給料月額が給料月額の減額改定以外の理由により減額さ

（附則第11項及び第12項の規定の適用を受ける

|

2

2

9
ー

旦

18 

19 

れたものとみなす。この場合において、第 2条施行日の前11を基礎在職

期間の末日とした場合に第 5条の 2第 1項の規定の適川を受けることと

なるもの及び第 2条施行日を基礎在職期間の初日とした場合に同項の規

定の適用を受けることとなるものについては、第2条施行日を減額日と

して同項の規定を適用するほか、第2条施行日前の給料月額の減額改定

以外の理由による給料月額の減額に係る理由が生じた日又は第2条施行

日以後の給料月額の減額改定以外の理由による給料月額の減額に係る理

由が生じた日を減額日として同項の規定を滴用し、同項の規定の適用に

関し必要な読替えは、次に掲げる区分に応じ、規則で定める。

(1) • (2) ［略］

［略］

［略J

［略］

20 

21 

［略］

当分の間、第4条第 1項の規定は、 11年以上25年末満の期間勤続した

者で、 60歳に逹した日以後その者の非違によることなく退職した者（定

年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該門す

るものを除く。）に対する退職手当の基本額について準用する。この場

合における第3条第 1項の規定の適用については、

とあるのは、 「、第5条又は附則第2且旦」とする。

同項中「又は第5条J

達しないこととなるもの
- ------------- ---

職員を除く。以下「給料月額減額改定職員」という。）については、第

2条施行日に、給料月額が給料月額の減額改定以外の理由により減額さ

旦

些

辺

盆

23 

（附則第13項及び第14項の規定の適用を受ける

れたものとみなす。この場合において、第 2条施行日の前日を韮礎在職

期間の末日とした場合に第 5条の 2第 1項の規定の適川を受けることと

なるもの及び第 2条施行日を基礎在職期間の初日とした場合に同項の規

定の適用を受けることとなるものについては、第2条施行日を減額日と

して同項の規定を適用するほか、第2条施行日前の給料月額の減額改定

以外の理由による給料月額の減額に係る理由が生じた日又は第2条施行

日以後の給料月額の減額改定以外の理由による給料月額の減額に係る理

由が生じた日を減額日として同項の規定を適用し、同項の規定の適用に

関し必要な読替えは、次に褐げる区分に応じ、規則で定める。

(1) • (2) 

［略］

［略］

［略］

「略］

［略］

当分の間、第4条第 1項の規定は、 11年以卜25年未満の期間勤続した

者で、 60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者（定

年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第 2項の規定に該当す

るものを除く。）に対する退職手当の某本額について準用する。この場

同項中「又は第5条」合における第3条第 1項の規定の適用については、

とあるのは、 「、第5条又は附則第23項」とする。



新（改正後） 旧（現 行）

盆 当分の間、第 5条第 1項の規定は、 25年以上の期間勤続した者で、 60

歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者（定年の定め

のない職を退職した者及び同項又は同条第 2項の規定に該胄するものを

除く。）に対する退職手当の基本額について準用する。この場合におけ

る第 3条第 1項の規定の適用については、同項中「又は第 5条iとある

のは、 「、第 5条又は附則第22璽」とずる。

［略］23 

［略］

亙 当分の間、次項の規定の適用を受ける職員以外の職員についての第 5

条の 3及び第6条の 3の規定の適用については、第 5条の 3中「15年」

とあるのは「10年」とするほか、次の表の左欄に掲げる者の区分に応じ上

同条及び第6条の 3中「退職の日において定められているその者に係る

定年」とあるのは次の表の右欄に褐げる字句とする。

24 

|

2

3

0
ー

附則第勾項各号に掲げる職員以外の者 ［略〕

附則第23項第 1号に掲げる職員

[23項第2号に掲げる職員

些 当分の間、第 5条第 1項に掲げる者（職制、定数の改廃許しくは予算

の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者であって任命

権者が市長の承認を得たもの又は公務上の傷病若しくは死亡により退職

した者に限る。）であって、前項の表の左欄に褐げる者が同表の右欄に

褐げる年齢に達した日以後に退職したときにおける第 5条の 3及び第6 ! 

条の 3の規定の適用については、これらの規定中「100分の 2」とあるの

［略］

［略］

主要な改正部分の剪田寸照表

堕 当分の間、第 5条第 1項の規定は、 25年以上の期間勤続した者てロ

歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者（定年の定め

のない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当するものを

除く。）に対する退職手当の娯本額について準用する。この場合におけ

る第 3条第 1項の規定の適用については、同項中「又は第 5条」とある

0)は、 「、第 5条又は1外寸則第24項」 とする。

［略］25 

［略］

旦 当分の間、次項の規定の適用を受ける職員以外の職員についての第 5

条の 3、第 6条の 3及び附則第2項の規定の適用については、第 5条の

3中「15年」とあるのは r1 o年」とするほか、次の表の左欄に掲げる者

の区分に応じ、第 5条の 3、第6条の 3及び附則第 2項中「退職の日に

おいて定められているその者に係る定年」

26 

28 

げる字句とする。

とあるのは次の表の右欄に掲

附則第25項各号に掲げる職員以外の者

附則第25項第 1号に掲げる職員

附則第25項第2号に褐げる職員

/— 
宣

心

[

当分の間、第 5条第 1項に褐げる者（職制、定数の改廃若しくは予算

の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者であって任命

権者が市長の承認を得たもの又は公務上の傷病若しくは死亡により追職

した者に限る。）であって、仙項の表の左欄に褐げる者が同表の右欄に

掲げる年齢に達した日以後に退職したときにおける第 5条の 3、第 6条

の3及び附則第幻真の規定の適用については、これらの規定中「100分の

I 



主要な改正部分の新1日対照表

新（改正後） 旧 （現 行）

は、 「100分の 2を退職の日において定められているその者に係る定年と

退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割

合」 とする。

とあるのは、 「100分の 2を退職の日において定められているその者

に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除

して得た割合」とする。

2」

ー

2

3

1

|



議案第 107 号

枚方市附属機関条例の一部改正について

次のとおり枚方市附属機関条例の一部を改正するにつぎ、地方自治法（昭和22年法律第67号）第

96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 8 年 (2026年） 2 月 17 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 枚方市児童育成支抜拠点事業者選定審査会の設附等を行うため。
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枚方市条例第 号

枚方市附属機関条例の一部を改正する条例

枚方市附属機関条例（平成24年枚方市条例第35号）の一部を次のように改正する。

別表 1の表くすの木園 1日園舎跡地整備事業者選定審査会の項を削り、同表枚方市自殺対策計画審

議会の項の次に次のように加える。

枚方市児童 枚方市児童育成支援拠点事業を委託 5人 (1) 学識経験を有する者

育成支援拠 する事業者の選定に関する審査 以内 (2) 経理に関する専門的知識

点事業者選 を有する者

定審査会 (3) 関係団体を代表する者

別表 1の表枚方市ふるさと寄附金推進事業支援事業者選定審査会の項の次に次のように加える。

枚方市文化 枚方市文化財保存活用地域計画の策 9人 (1) 学識経験を有する者

財保存活用 定及び推進に関する調査審議 以内 (2) 市民団体又は関係団体を

地域計画審 代表する者

吾H我ムエ (3) 閃係行政機関の職員

(4) 削 3号に掲げる者のほ

か、当該調査審議に関し市

長が適当と認める者

附則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第 107 号参考資料

枚方市附属機関条例の一部改正について
主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧 （現 行）

別表（第1条、第2条関係）

市長の附属機関ー

別表（第 1条、第2条関係）

市長の附属機関ー

名 称 担

ー

2

3

4

-

任 事 マ女
1カ

委員の
定数

委 員 0) 構 成
委員の
委嘱期間

介護予防事

業に係る成

果連動型民

間委託契約

方式事業者

選定審査会

［略］ ［略］ ［略］ ［略］

枚方市自殺

対策計画審

議会

［略］ ［略］ ［略］ ［略］

枚方市児童

育成支援拠

点事業者選

定査会

枚方市児童育成支援拠点

事業を委託する事業者の

選定に関する審査

昌
[
-

山学識経験を有する

査
図経理に関する専門

酌知識を有する査

名称 担任事務
委員の
委員の構成

委員の
定数 委嘱期間

介護予防事 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］

業に係る成

果連動型民

間委託契約

方式事業者

選定審査会

くすの木園 枚方市立くすの木園の跡 互 山学識経験を有する 答申の

旧園舎跡地 地に障害者のグループホ 旱 査 日まで

整備事業者 ームの設置及び運営を行 図経理に関する専門

選定審査会 う事業者の選定に関する 的知識を有する者

壷 凶市民団体又は関係

団体を代表する者

／ ＼ ＼ ＼ ¥9 / f 、・-/f、 へ"¥/＼/¥ 
9 、~ヘ，＼✓へ， 9 ¥／ 

枚方市自殺

対策計画審

議会

［略］ ［略］ ［略］



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 日 （現 行）

I ]▽ ＼へ八:::::::;:;、9¥＼へ ,へ/ I ,vゾ＼＾八9J ¥/＼  へへ 、✓
図開係団体を代表す

彗

枚方市ふる

さと寄附金

推進事業支

援事業者選

定審査会

|
2
3
5
|
 

［略］ ［略］ ［略］

枚方市文化

財保存活用

地域計画審

墜

枚方市文化財保存活用地

域計画の策定及び推進に

関する調査盛議

9人

麟

山学識経験を有する

査
但市民団体又は関係

団体を代表する者

図関係行政機関の職

旦
也前 3号に掲げる者
のほか、当該調査審議

に関し市長が適当と

認める者

へ い八へへへ／＼／＼ ／＼八9 ¥／、 IJ ✓ l／ゾ Iハ ー I

枚方市ふる

さと寄附金

推進事業支

援事業者選

定審査会

［略］ ［略］ ［略］



議案第 108 号

枚方市保健所事務手数料条例の一部改正について

次のとおり枚方市保健所事務手数料条例の一部を改正ずるにつき、坦方自治法（昭和22年法律第

67号）第96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 8 年 (2026年） 2 月 17 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 医薬品、区椋機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法往の改正に伴い、所

要の整備を行うため。
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枚方市条例第 号

枚方市保健所事務手数料条例の一部を改正する条例

枚方市保健所事務手数料条例（平成25年枚方市条例第38号）の一部を次のように改正する。

第 2条中「別表第20」を「別表第21」に改める。

別表第16の8の項中「第14条第15項」を「第14条第13項」に改める。

別表第20を別表第21とし、別表第l9の次に次の 1表を加える。

別表第20（第 2条闊係） 枚方市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（平成25年枚方市条例第

59号）関係事務

附則

（施行期日）

1 この条例中別表第16の改正規定は令和 8年 5月 1日から、その他の規定は公布の日から施行す

る。

（枚方市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部改正）

2 枚方市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（平成25年枚方市条例第59号）の一部を次のよ

うに改正する。

第16条を削り、第17条を第16条とし、第18条から第21条までを 1条ずつ繰り上げる。
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議案第 108 号参考資料

枚方市保健所事務手数料条例の一部改王について
主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現 行）

（手数料を徴収する事務及び手数料の額）

第2条 手数料を徴収する事務及び当該事務について徴収する手数料の額

は、別表第 1から別表第21までに定めるとおりとする。

別表第16（第 2条関係）

ー

2

3

8

|

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性

の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号。以

この表において「法」という。）恨］係事務 I ロ 事務の区分 1金ー一[[-]
¥/ ＼ 9 ̂  9 9’ ，ヽ9，、 9 Jノ，9‘,9' 、99、'’ヽ ，＼ ＇＼，＇＼ 9 ` 、Jへ ✓ へ、 9，＇ゾ＼＇＼、99,/¥/  ¥, ＼,  9 ’ゞ、 9¥ ¥ ／^＼‘、 ,9 / / ¥／ ＼, ＼，,‘ ’¥  ¥ ＾ 9 、'9/‘，＼ヽ，＼＼ヘへ＾／へ，へ／＼ 

＇＼、`’,， ＼ヽ ＇‘ヽ 、、‘',’ヽ ＇ f /、へ／’‘’9̂＼／＼＇、 9へ／‘、¥，9¥，＼／ v‘,9＇ソ＼，＇／ ＼，ヽ、 9' ＼9, 9、、 9¥， ‘¥／¥’‘̂ 、、＇ 9, 9’¥，’‘、 9,'J’ 、,‘,9 ¥'＼ / ＼ ＼ヘハ／＼／＼ 

□二□3n；ロニニ：板 1 
9 ¥ 、／‘／たツ／‘,ヘツヘ／＼ 9＼，9 ¥‘^¥ ／‘、9 , 9 /’¥',‘ ‘‘‘,9 9 9 , 9 ̂、ゾ^ ／,/,  ,, / /ゾ＼／ ＼9‘、 ‘' 、 9‘,，＼ ’、9' , 9 9 9 ヽ，＼ 、，へ ＼，_,.、/¥¥/¥,，＼ゾ^ 、／’ヽ ／

ビ、 9¥,／ ／‘/＼／‘¥’'，9¥、／，／‘/＼’, 9,  ＼9 9 、99̂ 、ハ／ゞ9 9’’'v  ¥ 口 ＼1/＼ し^ 9 、,＇9, 、̂／¥，’¥’'ヽ 、9 、9,9、9,¥ /\J'‘t'~ 

l戸 J I 
L 

別表第2_0償戸条関係）

:
 

枚力叶-吋争化槽保亨点検業者の登録に関する条例

（平成25年枚方市条例第59号）関係事務

枚方市浄化槽保：国：業者区の；正□□ 1件につき34,600円

条例第3条第 1項の規定による浄化槽保守 I

点検業者の登録

事 金 額

（手数料を徴収する事務及び手数料の額）

第 2条 手数料を徴収する事務及び当該事務について徴収する手数料の額

は、別表第 1から別表第20までに定めるとおりとする。

別表第16（第 2条関係）

ヘ
ヘノハ／

 
／
 

ご、
)ロ

事

,',’/ ¥9^ ／‘／ゾ＾、へ／、へ＼

口

図薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性

の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号。以

下この表において「法」という。）関係事務

務の区分 ［金ー一門□
＼、へ／＼／／ f ゾ＼ ／ ／ゾ＼、＼／へ／‘/ヽ＼ ＼ 9¥＼＼  ＂ ／ ／＼へ／＼／八へ？へ／＼／＼ヽ‘¥/ハV/，、‘‘、~ ¥”/ 

I 

__J［略J -―-]i 
! 



主要な改正部分の新1日対照表

新（改正後） 旧（現行）

2 枚方市浄化槽保守点検業者の登録に関する 1件につき1,600円

条例第6条第3項の規定による登録証の書

換え

3 枚方市浄化槽保守点検業者の登録に関する 1件につき2,100円

条例第6条第4項の規定による登録証の再

交付

別表第21 （第2条関係） 検査関係事務 別表第20（第2条関係） 検査関係事務

表 ［略］ 表 ［略］
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議案第 109 号

枚方市児童福祉施設等条例の一部改正について

次のとおり枚方市児童福祉施設等条例の一部を改正するにつき、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 8 年 (2026年） 2 月 17 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 枚方市立さだ西小規模保育施設を設置するため。
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枚方市条例第 号を

枚方市児童福祉施設等条例の一部を改正する条例

枚方市児童福祉施設等条例（昭和44年枚方市条例第24号）の一部を次のように改正する。

別表小規模保育事業を行う施設の部中

枚方市立たのくちやま小規

模保育施設

枚方市立たのくちやま小規

模保育施設

枚方由立さだ西小規模保育

施設

I枚方市田口山 3丁目 10番 2号

枚方市田口山 3丁目 10番 2号

枚方市出口 6丁目20番 5号

に改める。

附則

この条例は、令和 8年12月28日までの間において規則で定める日から施行する。
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議案第 109 号参考資料

枚方市児童福祉施設等条例の一部改正について

新（改正後） 旧（現 行）

□ヽ、‘/＼、 9/ ・ 

類名称 II l {位ll 直じ口1 ［種 類名 称 位置

ヽ マ‘/¥／ J’＼ヽ／＼ゾ‘¥，9へ ＼ ：＇＇、；，＼”；、/ ＿／,. /―ッゾ＼へ八J /‘J  r ¥，・ .＼9 /‘/ J’¥．：ヘッ｝ ＼／＼／，，ヽ / ／ ‘9'’¥ /＼ / / /＼/¥  ／¥／ ¥, ＼’ ／ へ し99、/¥/¥ /ヽ／＼／＼／＼／＼／｀ゞへて／＼／＇ ， ＼ヽ、ヽ，ヽ＼v 、^;へ.;”¥/＼,＇’

口
＼ノ＼＼／ vへ／＼／‘/ ／ ＼ ＼ヘ ,' '／＼ぷハ＼9

口
/¥／‘/¥/＼／‘／へ／＼／＼／＼9，＇¥/’・,y'’¥/. ゾヘ／

［略］ ［略］ ［略］ ［略］

［略J ［略］ ［略J ［略］

［略］ ［略J ［略］ ［略］

小規模保育事 ［略］ ［略］ 小規模保育事 ［略］ ［略］

業を行う施設 枚方市立たのくちゃ II 業を行う施設 枚方市立たのくちゃ
枚方市田口山 3「目 10番2号

ま小規模保育施設
枚方市田口山 3丁目 10番2号

ま小規模保育施設

枚方市立さだ四小規
枚方市出口 6丁目20番 5号

模保育施設

別表（第 条関係） 別表（第 条関係）

、［要な改正部分の新1日対ロ

|
2
4
2
|
 



議案第 110 号

枚方市臨時保育室条例の一部改正について

次のとおり枚方市臨時保育室条例の一部を改正するにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）

第96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 8 年 (2026年） 2 月 17 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 乳児等通園支援事業の利用に係る乳幼児の範囲及び使用料の額を見直すため。
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枚方市条例第 号

枚方市臨時保育室条例の一部を改正する条例

枚方市臨時保育室条例（令和 3年枚方市条例第23号）の一部を次のように改正する。

第5条第 1項第 1号イ中「。次号イにおいて同じ。」を削り、同項第 2号中イを削り、口をイと

し、ハを口とする。

第8条第 6項中「日額」を「 1回」に改め、同項に次のただし書を加える。

ただし、 1回の利用時間が 2時間30分を超える場合は、その額に 2時間30分を超える部分30分

ごとに150円を加算した額とする。

附則

この条例は、令和 8年4月 1日から施行する。
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議案第 110 号参考資料

枚力^市臨時保育室条例の一部改正について
主嬰な改正部分の新1日対照表

新（改正後） 旧（現行）

（入室資格等）

第 5条 臨時保育室に入室することができる者は、次の各号に褐げる場合

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 第 3条第 1号に掲げる業務における保育を受ける場合 次のいずれ

にも該当する待機児童

める場合にあっては、居住地）

|
2
4
5
1
 

イ 市内に住所（やむを得ない事由があるとして市長が特に必要と認

を有すること。

ロ・ノ‘ ［略］

(2) 乳児等通園支援事業を利用する場合

又は幼児（以下「乳幼児」という。）であって、その保護者が規則で

定めるところにより市長の登録を受けたもの

イ一

ロ

［略］

［略］

2
 
［略］

（使用料）

第 8条 ［略］

2 ~ 5 
6 前項の使用料の額は、

［略］

次のいずれにも該当する乳児

臨時保育室に入室している乳幼児 1人につき、

（入室資格等）

第 5条 臨時保育室に入室することができる者は、次の各号に褐げる場合

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 第 3条第 1号に掲げる業務における保育を受ける場合 次のいずれ

にも該当する待機児童

2
 

イ 市内に住所（やむを得ない事由があるとして市長が特に必要と認

次号イにおい文同じ。）を有するこめる場合にあっては、居住地Q

と。

ロ・ノ‘ ［略J

(2) 乳児等通園支援事業を利用する場合

又は幼児（以下「乳幼児」という。）であって、

定めるところにより市長の登録を受けたもの

乙市内に住所を有すること。

［略］口

ノ‘

［略］

［略］

（使用料）

第8条 ［略］

2 ~ 5 
6 前項の使用料の額は、

［略］

次のいずれにも該当する乳児

その保護者が規則で

臨時保育室に入室している乳幼児 1人につき、



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

上回750円とする。ただし、 1回の利用時間が 2時間30分を超える場合は、 疇 750円とする。

その額に 2時間30分を超える部分30分ごとに150円を加算した額とする。

7 ［略］ 7 ［略］
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議案第 111 号

枚方市下水道条例の一部改正について

次のとおり枚方市下水道条例の一部を改正するにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96

条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 8 年 (2026年） 2 月 17 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 特定事業場から排除される下水に係る水質の基準等を見直すため。
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枚方市条例第 号

枚方市下水道条例の一部を改正する条例

枚方市下水道条例（昭和51年枚方市条例第27号）の一部を次のように改正する。

第13条第 1項第 1号中「次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める数値」を「 1リットルにつ

き380ミリグラム以下」に改め、同号イ及び口を削る。

第13条の 2第 2項第 1号中「（同条第4項に規定ずる場合にあっては、同項に規定する排水基準

に係る数値）」を削り、同項第 3号中「次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める数値」を「 1

リットルにつき380ミリグラム以下」に改め、同号イ及び口を削り、同項第10号中「又は臭気」を

削る。

附則

この条例は、令和 8年4月 1日から施行する。
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議案第 111 号参考資料

枚方市下水道条例の一部改正について
主要な改正部分の新1日対照表

新（改正後） 旧（現行）
――l 

（特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準）

第13条 法第12条の 2第 3項の規定により条例で定める基準は、次の各号

に掲げる項目について、当該各号に定める数値とする。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒ぷ及び硝酸性窒素含有量 1リット

ルにつき380ミリグラム以下

ー

2
4
9
ー

2
 

(2)r-._,(7) 

［略］

第13条の 2

［略］

（除害施設の設置等）

［略］

2 次の各号に定める基準に適合しない水質の下水

れる汚水及び法第12条の 2第 1項又は第 5項の規定により公共下水道に

排除してはならないこととされるものを除く。）を継続して排除して公

（水洗便所から排除さ

共下水消を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をし、当該

基準に磋合する水質の下水にして排除しなければならない。

(1) 下水造法施行令第 9条の 4第 1項各号に掲げる物質（ダイオキシン

類を除く。） 当該各号に定める数値（ダイオキシン類の数値を除く。）

（特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の晶準）

第13条 法第12条の 2第 3項の規定により条例で定める基準は、次の各号

に掲げる項目について、当該各号に定める数値とする。

(1) アンモニア性空素、亜硝酸性窒素及び硝酸性空素含有量 次に掲げ

る区分に応じ、それぞれ次に定める数値

工杖方市淀川左州硫域関連公共下水道｛こ係る区域（以下「渚処理区」

という。） 1リットルにつぎ38ミリグラム以下

旦杖力市寝屋川北部流域関連公共下水遁に係る区域（以＿下--•[j聾池処

理区」という。＿）

(2),___.,(7) ［略J

［略］

1リットルにつき380ミリグラム以下

2
 
（除害施設の設置等）

［略］第13条の 2

2 次の各号に定める基準に適合しない水質の下水（水洗便所から排除さ

れる汚水及び法第12条の 2第 1項又は第 5項の規定により公共下水道に

排除してはならないこととされるものを除く。）を継続して排除して公

共下水遁を使用する者は、除古施設を設け、又は必要な措置をし、刈該

基準に適合する水質の下水にして排除しなければならない。

(1) 下水消法施行令第 9条の 4第 1項各号に掲げる物質（ダイオキシン

類を除く。） 当該各号に定める数値（ダイオキシン類の数値を除く。）

（同条第4項に規定する場合にあっては、同項に規定する排水犀準に



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 1日（現行）

係る数値）
9

9

.

,

 2

3

 

●

●

r

.

 

［略］

アンモニア性窒素、 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量

ルにつき380ミリグラム以下

(4)---....,(9) 

(10) 色

3 ・ 4 
|

2

5

0
ー

［略］

放流先で支障を来すような色を帯びないこと。

1リット

(2) ［略］

(3) アンモニア性窒素、

る区分に応じ、それぞれ次に定める数値

工渚処理区 1リットルにつき38ミリグラム以下

旦鴻池処理区 1リットルにつき380ミリグラム以下

(4)~(9) ［略］

(10) 色又は臭気

と。

亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 次に掲げ

［略］ 3・4 

放流先で支障を来すような色又は臭気を帯びないこ

［略］



議案第 11 2号

令和 8年度包括外部監査契約の締結について

次のとおり令和 8年度包括外部監査契約を締結するにつき、地方自治法（昭和 22年法律第67号）

第25 2条の 36第 1項の規定により議会の議決を求める。

令和 8年 (20 2 6年） 2月 17日提出

枚方市長伏見 隆

記

1.契約の相手方

2.件 名

3. 目 的

4. 契約期間の始期

5.契約金額

6. 費用の支払方法

住所兵庫県）1|西市美山台 1丁目 3番地の 12 4 

氏名奥谷恭子

資格公認会計士

令和 8年度包括外部監査契約の締結

包括外部監査人の監査を受けるとともに、監査の結果に関する

報告の提出を受ける。

令和 8年4月 1日

予算額を上限とする額

監査の結果に関する報告提出後に一括払い
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く議案第 11 2号参考資料＞

包括外部監査人候補者選定結果

1 選定された令和 8年度包括外部監査人候補者

(1) 住 所兵庫県川西市美山台 1丁目 3番地の 124

(2) 氏 名奥谷恭子（おくたにきょうこ）

(3) 資 格公認会計士

2 枚方市包括外部監査人選定審査会への諮問

(1) 諮間日 令和 7年 7月 11日

(2) 答申日 令和 7年 11月 25日

(3) 選定に至るまでの経過

令和 7年 7月 11日 第 1回枚方市包括外部監査人選定審査会間催

・ 募集要項、審査（評価）項目等についての協議

令和 7年 9月 5日 公募開始（同年 10月 6日まで）

令和 7年 11月 25日 第2回枚方市包括外部監査人選定審査会開催

・ 面接審査の実施

候補者の選定に係る協議

候補者の選定〔別添（選考評価結果）参照〕

(4) 選定理由

枚方市包括外部監査人選定審査会（以下「選定審査会」という。）では、面接審査におい

て応募者3名について提案書の説明の聴取及び質疑応答を実施し、選定審査会において定め

た評価項目に基づいて審査を行ったところ、奥谷恭子氏の得点が 1位となった。

奥谷恭子氏は、地方公共団体の包括外部監査人や補助者、各種公的委員等としての業務経

験が豊富で、地方行財政運営に係る専門的知識や地方行政の現状や課題に係る幅広い知見を

有するものと認められだ。

また、監査テーマの選定について、本市の現状を的確に分析した上で、実現可能性が高く、

かつ、独創的なものを選定されている点について評価した。

監査の実施体制についても、所属法人内の業務経験が豊富な補助者で構成され、監査テー

マごとに必要な分野の人材を確保できることで、チームとして非常に高い安定感が見込め、

監査テーマの実現可能性及び実効的な監査への期待を裏付けるものとなっていた。

さらに、面接時の提案内容説明及び質間への応答は、具体的で、説得力があり、安定感が

あると評価した。また、真摯な応答姿勢から、本市の行財政運営の改善に貢献したいという

意欲、熱意も強く感じられた。
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これらのことから、選定審査会においては、奥谷恭子氏が他の応募者よりも包括外部監査

人の候補者として優れており、同氏を令和 8年度枚方市包括外部監査人候補者として選定す

ることが適当であると判断された。

〔評価方法〕

評価については、面接審査の結果を点数化する評価方式で行った。なお、各委員の持ち点

は85点満点とし、各委員の合計点をもって、各応募者の点数とした。

(5) 審査会の委員構成

ム 長瀧 博 立命館大学経営学部教授こZミ

副会長出水博章関西外国語大学外国語学部教授

委 員笛木淳 摂南大学法学部講師

委 員増永剛夫元大阪府職員

委 員壬生裕子同志社大学政策学部嘱託講師

3 包括外部監査人侯補者の決定

選定審査会の選定結果の答申に基づいて、令和 7年 12月 26日に奥谷恭子氏を令和 8年度

包括外部監査人候補者として決定した。

令和 8年 2月3日に監査委員の意見聴取を行い、意見なしとの回答を得た。
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包括外部監査人選考評価結果

0採点

評 価 項 目
1人当たり

配点合計 奥谷恭子氏
配点

1包括外部監査についての考え方 10点

2 監査の実施方針 10点

3 監査テーマの選定•本市の現状
20点

や行政課題に対する理解度

4 監査のスケジュール 5点

5 監査結果報告書の作成 5点

6 監査の実施体制 5点

7 監査費用の設定 5点

8 職務上知り得た情報の取扱い 5点

9 人物、実績 20点

合計 85点

順 位

〔参考となる履歴、実績〕

・公認会計士資格取得：平成 11年4月 21日

・包括外部監査に係る経験

50点

50点

100点

25点

25点

25点

25点

25点

100点

425点

八尾市包括外部監査人（令和4年度～令和6年度）

滋賀県包括外部監査人補助者（令和 5年度～令和 7年度）

岡山県包括外部監査人補助者（平成 30年度～令和 2年度）

41 

43 

85 

20 

20 

23 

18 

21 

91 

362 

1 

高松市包括外部監査人補助者（平成 28年度～平成 30年度）

東大阪市包括外部監査人補助者（平成 23年度～平成 25年度）

枚方市包括外部監査人補助者（平成 19年度、平成 24年度） 等

・所属：有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所
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42 28 

85 47 
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20. 5 8 

20 11 

19 15 

77 47 

349 199 
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議案第 11 3号

枚方市立小中学校教室等空調設備更新DBO事業請負変更契約締結について

次のとおり枚方市立小中学校教室等空調設備更新DBO事業請負変更契約を締結するにつき、

地方自治法（昭和 22年法律第67号）第96条第 1項第 5号の規定により議会の議決を求める。

令和 8年 (20 2 6年） 2月 17日提出

1.発注者

2.受注者

3.工事名

4.施工場所

5.変更内容

枚方市長伏見 隆

記

枚方市大垣内町2丁目 1番20号

枚方市

市長伏見 隆

吹田市南吹田 5丁目 22番 13号

枚方三究共同事業体

代表者株式会社三機サービス

代表取締役社長 北越達男

枚方市立小中学校教室等空調設備更新DBO事業

枚方市枚方上之町9番 21号他

契約金額

攻久＜ 更前 金 8, 998, 000, 000円

功冬< 更後 金 9, 018, 617, 300円
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議案第 11 3号参考資料

工事概要書（変更）

1. 工事名 枚方市立小中学校教室等空調設備更新DBO事業

2.施工場所 枚方市枚方上之町9番 21号他

3. 契約金額

変更前 金 8,998,000, 000円

変更後 金 9, 018, 617, 300円

増額 金 20, 617, 300円

4. 噂•履行瓢 令和 7年 3月6日から令和25年3月31日まで

5. 工事等概要 設計業務

・空調設備の設計業務•その他、付随する業務

施工業務

・空調設備の施工業務 •その他、付随する業務

工事監理業務

・空調設備の工事監理業務•その他、付随する業務

維持管理業務

・空調設備の雄持管理業務•その他、付随する業務

既設空調機器保守点検業務

．既設空調機器の保守点検菓務•その他、付随する業務

6. 変更鯉由 更新床面積が増加したこと、更新対象機器が減少したこ

と等から、契約金額を変更するものです。
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事業場所位置図

事業件名 枚方市立小中学校教室等空調設備更新 DBO事業

枚方小学校：枚方市枚方上之町9番21号 1/62 

枚方第二小学校：枚方市田宮本町 11番 1号 2/62 
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事業場所位置図

事業件名 枚方市立小中学校教室等空調設備更新 DBO事業

サダ小学校：枚方市北中振 2丁目 11番21号 3/62 

香里小学校：枚方市香里ケ丘 10丁目 5番地の 2 4/62 
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事業場所位置図

事業件名 枚方市立小中学校教室等空調設備更新 DBO事業

開成小学校：枚方市香里ケ丘2丁目 5番地 5/62 

五常小学校：枚方市香里ケ丘6丁目 9番地 6/62 
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事業場所位置図

事業件名 枚方市立小中学校教室等空調設備更新 DBO事業

春日小学校：枚方市高田 2丁目 15番 10号 7/62 

桜丘小学校：枚方市村野本町30番 1号 8/62 
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事業場所位置図

事業件名 枚方市立小中学校教室等空調設備更新 DBO事業

山田小学校：枚方市甲斐田町 1番27号 9/62 

明倫小学校：枚方市中宮西之町 10番6号 10/62 
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事業場所位置図

事業件名 枚方市立小中学校教室等空調設備更新 DBO事業

殿山第一小学校：枚方市上野 1丁目 6番 5号 11/62 

殿山第二小学校：枚方市養父丘2丁目 7番 53号 12/62 
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事業場所位置図

事業件名 枚方市立小中学校教室等空調設備更新 DBO事業

樟葉小学校：枚方市南楠葉2丁目 40番6号 13/62 

津田小学校：枚方市津田西町 1丁目 33番 1号 14/62 
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事業場所位置図

事業件名 枚方市立小中学校教室等空調設備更新 DBO事業

菅原小学校：枚方市藤阪中町 13番 1号 15/62 

氷室小学校：枚方市尊延寺3丁目 1番38号 16/62 
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事業場所位置図

事業件名 枚方市立小中学校教室等空調設備更新 DBO事業

山之上小学校：枚方市山之上 1丁目 32番 1号 17/62 

ー

|

T

牧野小学校：枚方市上島東町4番 18号 18/62 
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事業場所位置図

事業件名 枚方市立小中学校教室等空調設備更新 DBO事業

交北小学校：枚方市交北2丁目 30番5号 19/62 

香陽小学校：枚方市香里ケ丘 11丁目 36番 1号 20/62 

-266-



事業場所位置図

事業件名 枚方市立小中学校教室等空調設備更新 DBO事業

招提小学校：枚方市招提東町2丁目 2番8号 21/62 

中宮小学校：枚方市中宮山戸町22番3号 22/62 
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事業場所位置図

事業件名 枚方市立小中学校教室等空調設備更新 DBO事業

小倉小学校：枚方市小倉町29番 1号 23/62 

樟葉南小学校：枚方市楠葉美咲 1丁目 25番 1号 24/62 
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事業場所位置図

事業件名 枚方市立小中学校教室等空調設備更新 DBO事業

磯島小学校：枚方市磯島北町3番 1号 25/62 

サダ西小学校：枚方市出口 6丁目 20番 1号 26/62 
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事業場所位置図

事業件名 枚方市立小中学校教室等空調設備更新 DBO事業

樟葉西小学校：枚方市楠葉並木 1丁目 11番 1号 27/62 

田口山小学校：枚方市田口山 3丁目 10番 1号 28/62 
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事業場所位置図

事業件名 枚方市立小中学校教室等空調設備更新 DBO事業

西牧野小学校：枚方市西牧野2丁目 1番 1号 29/62 

川越小学校：枚方市釈尊寺町30番 1号 30/62 
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事業場所位置図

事業件名 枚方市立小中学校教室等空調設備更新 DBO事業

サダ東小学校：枚方市翠香園町30番 1号 31/62 

桜丘北小学校：枚方市星丘4丁目 31番 1号 32/62 

-272-



事業場所位置図

事業件名 枚方市立小中学校教室等空調設備更新 DBO事業

津田南小学校：枚方市津田西町3丁目 10番 1号 33/62 

樟葉北小学校：枚方市楠葉野田 3丁目 13番1号 34/62 
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事業場所位置図

事業件名 枚方市立小中学校教室等空調設備更新 D巳0事業

船橋小学校：枚方市東山 1丁目 68番地 35/62 

菅原東小学校：枚方市藤阪東町3丁目 10番 1号 36/62 
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事業場所位置図

事業件名 枚方市立小中学校教室等空調設備更新 DBO事業

山田東小学校：枚方市田口 3丁目 16番 1号 37/62 

藤阪小学校：枚方市藤阪南町 1丁目 40番 1号 38/62 
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事業場所位置図

事業件名 枚方市立小中学校教室等空調設備更新 DBO事業

平野小学校：枚方市招提中町 1丁目 53番 1号 39/62 

長尾小学校：枚方市長尾北町3丁目 3番 2号 40/62 
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事業場所位置図

事業件名 枚方市立小中学校教室等空調設備更新 DBO事業

東香里小学校：枚方市東香里南町44番 1号 41/62 

伊加賀小学校：枚方市伊加賀西町53番 1号 42/62 
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事業場所位置図

事業件名 枚方市立小中学校教室等空調設備更新 D巳0事業

ー］

西長尾小学校：枚方市長尾西町2丁目 45番 1号 43/62 

第一中学校：枚方市渚東町2番 1号 44/62 

-278-



事業場所位置図

事業件名 枚方市立小中学校教室等空調設備更新 DBO事業

第二中学校：枚方市香里園東之町20番26号 45/62 

第三中学校：枚方市養父東町 1番5号 46/62 
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事業場所位置図

事業件名 枚方市立小中学校教室等空調設備更新 DBO事業

第四中学校：枚方市香里ケ丘5丁目 3番地の 2 47/62 

津田中学校：枚方市津田北町 1丁目 32番 1号 48/62 
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事業場所位置図

事業件名 枚方市立小中学校教室等空調設備更新 DBO事業

枚方中学校：枚方市西田宮町 19番1号 49/62 

中宮中学校：枚方市堂山 1丁目 2番6号 50/62 
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事業場所位置図

事業件名 枚方市立小中学校教室等空謂設備更新 DBO事業

招提中学校：枚方市招提東町2丁目 1番 12号 51/62 

楠葉中学校：枚方市楠葉丘2丁目 12番 1号 52/62 
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事業場所位置図

事業件名 枚方市立小中学校教室等空調設備更新 DBO事業

ー
、

楠葉西中学校：枚方市西船橋2丁目 43番 1号 53/62 

東香里中学校：枚方市東香里3丁目 37番 1号 54/62 
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事業場所位置図

事業件名 枚方市立小中学校教室等空調設備更新 DBO事業

長尾中学校：枚方市長尾北町3丁目 3番1号 55/62 

杉中学校：枚方市杉4丁目 1番1号 56/62 
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事業場所位置図

事業件名 枚方市立小中学校教室等空調設備更新 DBO事業

山田中学校：枚方市交北 2丁目 28番1号 57/62 

渚西中学校：枚方市渚西3丁目 25番 1号 58/62 
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事業場所位置図

事業件名 枚方市立小中学校教室等空調設備更新 DBO事業

桜丘中学校：枚方市桜丘町65番 1号 59/62 

サダ中学校：枚方市出口 5丁目 40番 1号 60/62 
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事業場所位置図

事業件名 枚方市立小中学校教室等空調設備更新 DBO事業

招提北中学校：枚方市招提北町2丁目 35番 1号 61/62 

長尾西中学校：枚方市長尾谷町 1丁目 73番地の 1 62/62 

-287-



議案第 11 4号

財産（禁野小学校新校舎備品一式）の取得について

次のとおり財産を取得するにつき、地方自治法（昭和 22年法律第67号）第96条第 1項第8号

の規定により議会の議決を求める。

令和 8年 (20 2 6年） 2月 17日提出

1.取得物件

2.契約先

3.取得金額

4. 用 途

5 ． 目 的

6.契約条項その他

枚方市長伏見 隆

記

枚方市立禁野小学校新校舎に係るスチール関係備品 一式

枚方市村野本町19番8号

株式会社ムラノ

代表取締役 殿浦秀規

金 75,900,000 円

枚方市立禁野小学校新校舎で使用

枚方市立禁野小学校新校舎で必要となる備品を整備するため。

契約内容に関しては、枚方市契約規則第38条に定める事項を記載した契

約による。
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議案第114号参考資料

制限付き一般競争入札（物品一般型）

執行調書

名称 枚方市立禁野小学校新校舎に係るスチール関係備品調達

落札者名 （株）ムラノ

業務区分 物品

契約金額
金 75,900,000 円 （金 6,900,000 

（内消費税額）

1/1 

円）

契約期間
自I 本契約締結日 日 令和8年8月25日

公告日 令和8年1月6日 入札日 令和8年2月3日 10時15分

予定価格
69,951,361 

（単位：円）

参加業者名
第1回目 第2回目 第3回目

備 考
入札書記載金額 入札書記載金額 入札書記載金額

入 （株）ムラノ 78,520,000 77,400,000 
決定（随契8号）
69,000,000 

札
（株）オオミネビジネス 79,200,000 

状

況 國島商事（株） 79,440,000 

①「契約金額」は、消費税及び地方消費税の額を含んだ法律上の契約金額です。
②「予定価格」及び「入札書記載金額」は、消費税及び地方消費税の額を含まない金額です。
③「備考」欄記載の金額は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による見積書記載金額（消費税及び地方消費税の額を
含まない）です。
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議案第 1l 5号

財産（市立小学校配膳室エアニン）の取得について

次のとおり財産を取得するにつき、地方自治法（昭和 22年法律第67号）第96条第 1項第8号

の規定により議会の議決を求める。

令和 8年 (20 2 6年） 2月 17日提出

枚方市長伏見 隆

已
1

一lll:l

1.取得物件

2.契約先

3.取得金額

4. 用 途

5 目 的

6.契約条項その他

枚方市立小学校配膳室用空調機器（エアコン）ー式

枚方市大峰南町2番 15号

株式会社サーモビルダー

代表取締役 畠仲聡

金 25, 300, 000 円

小学校配膳室に設償される空調機器

昨今の気温上昇により、配膳室内の安定した温度管理が厳しい状況となっ

ており、暑い時期を迎えるまでに空調を導入し、給食の衛生管理及び安全

衛生を確保するため。

契約内容に関しては、枚方市契約規則第38条に定める事項を記載した契

約による。
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議案第115号参考資料

制限付き一般競争入札（物品一般型）

執行調書

名称 市立小学校配膳室エアコン購入

落札者名 （株）サーモビルダー

業務区分 物品

契約金額
ノ並‘ 25,300,000 円（内消費税額）

契約期間
自I 本契約締結日 に1

公告日 令和8年1月6日 入札日

予定価格
37,636,364 

（単位：円）

第1回目 第2回目

（金

参加業者名
入札書記載金額 人札書記載金額

入 （株）サーモビルダー 23,000,000 

札
（株）サクセスウエスト 24,500,000 

状

況 大都保全典業（株） 38,050,000 

（株）エス・ティ・アイ 41,400,000 

（株）マルフォース 45,000,000 

（株）楠風エナジーシステム

① 「契約金額」は、消費税及び地方消費税の額を含んだ法律上の契約金額です。

2,300,000 円）

令和8年6月30日

令和8年2月3日

第3回目
入札書記載金額

②「予定価格」及び「入札書記載金額」は、消費税及び地方消費税の額を含まない金額です。
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議案第 11 6号

訴えの提起について

次のとおり訴えを提起するにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第 1項第 12号

の規定により議会の議決を求める。

令和8年 (20 2 6年） 2月17日提出

1. 当事者

原告枚方市大垣内町2丁目 1番 20号

枚方市

代表者枚方市長伏見 隆

被告 大阪市旭区在住者

2. 事件名

枚方市長伏見 隆

記

母子父子寡婦福祉資金貸付金及び枚方市くらしの資金貸付金請求事件

3. 事件の概要

(1)母子父子寡婦福祉資金貸付金の滞納債権について、被告は滞納債権の連帯借主である。借主及び

連帯保証人は既に死亡している。

(2) 枚方市くらしの資金貸付金の滞納債権について、被告は死亡した債務者 ((1)の連帯保証人と同

一人である。）の相続人の 1人である。

(3)被告は、原告からの(1)及び(2)の滞納債権の催告に対して、厭告が求めた納付計両や必要書類の

提出に応じず、現在に至るまで支払の意思を見せていない。

4.請求の要旨

原告は、 (1)及び(2)の滞納債権 564,571円及び支払期限の翌日からその支払済みに至るまで母子及

び父子並びに寡婦福祉法施行令（昭和 39年政令第 224号）に定める違約金の支払を被告に求めるも

のである。
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5. 訴訟遂行の方針

訴訟遂行に当たっては、次の者を本市訴訟代理人とする。

大阪市北区西天満 3丁目 14番 16号 西天満パークビル3号館9階

友添・山下総合法律事務所

弁護士友添郁夫

弁護士山下忠雄
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議案第 11 7号

監査委員の選任の同意について

次の者を本市監査委員に選任したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第 19 6条

第1項の規定により議会の同意を求める。

令和8年 (20 2 6年） 2月 17日提出

枚方市長伏見 隆

記

1. 同意を求める者

住所

氏名

年 月 日生
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議案第 11 8号

教育委員会委員の任命の同意について

次の者を本市教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和 31年法律第 16 2号）第4条第2項の規定により議会の同意を求める。

令和 8年 (20 2 6年） 2月 17日提出

枚方市長伏見 隆

記

し同意を求める者

所

名

住

氏

年月 日生
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